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町
づ
く
り
・
城
づ
く
り
、
携
わ
る
人
々
─
─
続
々
名
古
屋
城
築
城
考
─
─�

服
部　

英
雄

キ
ー
ワ
ー
ド

美
濃
路　

枇
杷
島
橋　

小
栗
街
道
（
小
栗
海
道
）　

鎌
倉
街
道　

萱
津
宿　

名
古
屋

越
＝
清
須
越　

竜
山
石　

池
田
輝
政
丁
場　

行
合
丁
場　

棧
橋　

石
垣
切
抜
（
切
開

け
・
旧
開
口
部
）　

日
用

目
次

　

は
じ
め
に

1　

町
づ
く
り
・
陸
路
と
水
路

　

1
─
1　

枇
杷
島
橋
架
橋
と
小
栗
街
道
（
鎌
倉
街
道
）
の
廃
道

　
　

1
─
1
─
1　

小
栗
街
道
と
美
濃
路

　
　

1
─
1
─
2　

美
濃
路
・
枇
杷
島
橋
架
橋
は
い
つ
か
・
慶
長
十
三
年

　
　

1
─
1
─
3　

廃
道
小
栗
街
道

　
　
　

1
─
1
─
3
─
1　

萱
津
東
宿
・
愛
智
郡
萱
津
（
東
）
堀
江

　
　
　

1
─
1
─
3
─
2　

清
須
の
小
栗
街
道
一
里
石

　
　
　

1
─
1
─
3
─
3　

上
中
村
の
小
栗
街
道
と
一
里
塚

　
　
　

1
─
1
─
3
─
4　

下
中
村
・
米
野
の
小
栗
街
道

　
　
　

1
─
1
─
3
─
5　

古
渡
の
小
栗
街
道
・
小
栗
町

　
　
　

1
─
1
─
3
─
6　

東
宿
・
中
村
の
衰
退

　
　
　

1
─
1
─
3
─
7　

主
要
道
整
備

　

1
─
2　

水
路
・
堀
川

2　

縄
張
（
青
写
真
・
基
本
構
想
）

　

2
─
1
慶
長
十
四
年
の
進
行

　

2
─
2
碁
盤
割
と
寺
地

　
　

2
─
2
─
1　

寺
地　
　

2
─
2
─
2　

名
古
屋
越
＝
清
須
越

3　

城
づ
く
り
・
石
を
運
ぶ
・
積
む

　

3
─
1　

築
城
時
の
搬
入
経
路

　
　

3
─
1
─
1　

池
田
輝
政
丁
場
の
竜
山
石
算
木
積
み
隅
角
と
行
合
丁
場

　
　

3
─
1
─
2　

�

御
深
井
丸
→
井
桁
組
「
昇
降
式
」
橋
台
→
大
小
天
守
台
西
側
切

抜

　

3
─
2　

絵
画
資
料
か
ら

　
　

3
─
2
─
1　

石
曳
図
屏
風
（
下
田
昌
男
氏
旧
蔵
・
和
泉
館
所
蔵
）

　
　

3
─
2
─
2　

�

石
切
図
屏
風
（
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
内
松
永
美
術
館
所
蔵
）

　
　

3
─
2
─
3　

石
曳
図
（
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
）

　
　

3
─
2
─
4　

築
城
図
屏
風
（
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
）

　
　

3
─
2
─
5　

石
曳
蒔
絵
盆
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）

　

3
─
3　

石
を
積
む

　
　

3
─
3
─
1　

地
形
と
埋
土

　
　

3
─
3
─
2　

水
敲

　

3
─
4　

石
垣
を
直
す

　
　

3
─
4
─
1　

宝
暦
修
理

　
　

3
─
4
─
2　

文
化
二
年
御
深
井
丸
透
門
西
土
居
お
よ
び
橋
台
修
理 

　
　

3
─
4
─
3　

大
正
十
年
本
丸
西
南
隅
櫓
修
理
写
真
（
宮
内
庁
公
文
書
館
所
蔵
）
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4　

築
城
に
携
わ
る
人

　

4
─
1　

ヒ
ヨ
（
日
用
）

　
　

4
─
1
─
1　

日
用
の
用
例

　
　

4
─
1
─
2　

木
曽
杣
山
の
日
用

　
　

4
─
1
─
3　

元
和
六
年
・
大
坂
城
に
従
事
し
た
日
用

　
　

4
─
1
─
4　

日
用
は
不
可
欠 

　
　

4
─
1
─
5　

名
古
屋
城
の
日
用 

　

4
─
2　

石
屋
頭
・
手
木
者
之
頭
・
穴
太
頭

　
　

4
─
2
─
1
石
屋
頭
（
井
上
長
兵
衛
）

　
　

4
─
2
─
2　

手
木
者
之
頭
（
江
戸
城
美
濃
屋
庄
次
郎
）

　
　

4
─
2
─
3　

穴
生
頭
（
穴
太
大
和
）

5　

天
守
完
成
・
補
遺

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
名
古
屋
城
の
築
城
過
程
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
関
係
史
料
を
整

理
・
検
討
し
て
き
た
。
慶
長
十
四
年
か
ら
十
七
年
天
守
が
建
つ
ま
で
を
本
紀
要
1
〜

4
号
、
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
に
て
概
略
を
素
描
し
た
け
れ
ど
、
未
整
理
も
あ
っ

た
。
こ
こ
で
は
不
十
分
だ
っ
た
解
釈
、
執
筆
後
に
気
が
つ
い
た
事
実
・
史
料
を
補
填

し
た
い
。

1　

町
づ
く
り
・
陸
路
と
水
路

　

巨
大
城
郭
で
は
、
権
力
の
強
大
さ
を
印
象
付
け
る
逸
話
が
作
ら
れ
や
す
い
。
名
古

屋
城
で
は
慶
長
十
五
年
春
に
着
手
し
、
そ
の
年
九
月
に
完
成
と
さ
れ
た
時
期
が
長
く

あ
っ
た
。
半
年
ほ
ど
で
完
成
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
旧
版
『
名
古
屋
市
史
』
『
大

日
本
史
料
』
）
。
中
村
栄
孝
『
清
洲
城
と
名
古
屋
城
』（
昭
和
四
六
・
一
九
七
一
）
も
「
翌

年
（
慶
長
十
五
年
）
、
は
や
く
も
名
古
屋
城
の
築
造
が
一
段
落
を
つ
げ
た
」
と
す
る
。

天
守
に
つ
い
て
も
完
成
は
十
七
年
の
年
末
な
の
に
、
こ
れ
ま
で
は
十
六
年
三
月
に
三

重
目
ま
で
は
で
き
て
い
た
と
す
る
城
戸
久
説
が
定
説
で
あ
っ
た
。
十
五
年
九
月
も

十
六
年
三
月
も
い
ま
だ
工
事
の
真
最
中
で
あ
っ
て
、
建
物
は
ほ
と
ん
ど
建
っ
て
い
な

い
。

　

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
肥
前
国
名
護
屋
城
の
場
合
を
見
て
も
、
唐
入
り
指
示
の
の
ち
直

ち
に
工
事
が
開
始
さ
れ
、
ま
も
な
く
完
成
し
た
、
と
さ
れ
て
い
た
。
名
護
屋
で
の
城

づ
く
り
の
意
向
が
大
名
に
指
示
さ
れ
た
の
は
天
正
十
九
（
一
五
八
三
）
年
八
月
（
相

良
文
書
）
、
斧
初
め
は
同
年
十
月
（
黒
田
家
譜
）
と
さ
れ
る
が
、
城
内
か
ら
出
土
し

た
文
字
瓦
に
は
「
天
正
十
八
年
五
月
吉
日
」
お
よ
び
「
天
王
寺
」
の
文
字
が
あ
っ
た

か
ら
、
準
備
は
前
か
ら
広
域
で
進
め
ら
れ
て
い
た
。

　

1
─
1　

枇
杷
島
橋
架
橋
と
小
栗
街
道
（
鎌
倉
街
道
）
の
廃
道

　
　

1
─
1
─
1　

小
栗
街
道
と
美
濃
路

　

慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
閏
四
月
、
七
歳
の
徳
川
義
利
（
義
直
）
を
藩
主
と
す

る
新
尾
張
・
清
須
藩
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
徳
川
家
康
は
い
つ
名
古
屋
城
へ
の
移
転
を

構
想
し
た
の
だ
ろ
う
。
十
四
年
正
月
に
家
康
は
義
利
（
以
下
義
直
と
す
る
）
と
清
須

に
入
城
し
た
。
こ
の
日
が
築
城
の
開
始
と
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
親
子
で
の
国
入
記

事
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
名
古
屋
城
に
言
及
し
た
史
料
は
『
編
年
大
略
』（
江
戸
前
期
）

『
蓬
左
遷
府
記
稿
』（
一
八
一
七
）
で
「
名
護
屋
御
城
経
営
御
指
図
被
仰
付
」
と
あ
る
。

尾
張
在
国
中
に
名
古
屋
城
築
城
の
進
行
に
関
し
て
直
接
指
示
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
初
め
て
提
唱
さ
れ
た
と
は
な
い
。
旧
名
古
屋
城
（
那
古
野
城
）

お
よ
び
清
須
城
と
い
う
二
つ
の
巨
大
な
城
下
町
の
移
転
を
前
に
し
て
、
わ
ず
か
一
年
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前
の
開
始
宣
言
は
い
か
に
も
遅
す
ぎ
て
唐
突
で
あ
る
。
実
際
に
吉
川
文
書
中
の
（
慶

長
十
三
年
）
七
月
廿
三
日　

益
田
玄
祥
書
状
（
二
ー
九
八
〇
）
中
に
は

　

来
年
ハ
尾
州
清
洲
之
御
ふ
し
ん
之
由
候
、
な
こ
や
と
申
へ
御
と
り
易
候
す
る
な

と
ゝ
申
候

と
あ
っ
て
、
諸
国
大
名
は
そ
の
半
年
前
か
ら
名
古
屋
新
城
の
築
城
と
清
須
か
ら
の
移

転
を
知
っ
て
お
り
、
十
四
年
に
は
工
事
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
。
尾

張
藩
で
は
早
く
松
平
忠
吉
の
時
代
に
は
調
査
を
行
な
っ
て
い
て
、
慶
長
十
二
年
か
ら

の
義
利
（
義
直
）
の
時
代
、
つ
ま
り
は
家
康
の
直
轄
領
に
な
っ
て
実
質
的
な
準
備
が

始
ま
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
第
一
が
陸
路
の
変
更
、
す
な
わ
ち
萱

津
経
由
で
あ
っ
た
京
鎌
倉
街
道
を
廃
止
し
て
名
古
屋
に
迂
回
さ
せ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、

美
濃
路
の
整
備
＝
枇
杷
島
橋
架
橋
で
、
慶
長
十
三
年
以
前
の
開
始
と
考
え
る
。

　

京
か
ら
東
国
へ
の
大
動
脈
は
源
頼
朝
・
宗
尊
親
王
・
足
利
義
教
ら
が
通
行
し
た
中

世
「
東
海
道
」
で
あ
る
。
古
代
の
美
濃
は
東
山
道
に
属
し
、
尾
張
は
東
海
道
に
属
し
、

両
国
府
を
結
ぶ
駅
馬
は
、
当
初
な
か
っ
た
は
ず
だ
け
れ
ど
（
『
延
喜
兵
部
式
』
）
、
承

和
二
年
（
八
三
五
）
の
太
政
官
符
（
『
類
聚
三
代
格
』
）
で
は
墨
俣
・
草
津
（
萱
津
）

の
（
公
用
）
渡
船
増
加
を
命
じ
て
お
り
、
官
道
で
あ
っ
た
。
守
護
所
の
下
津
を
通
過

し
、
清
須
も
通
る
。
清
須
の
繁
栄
は
こ
の
道
と
五
条
川
水
運
の
交
点
に
位
置
す
る
こ

と
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
名
古
屋
は
そ
の
利
点
を
継
承
で
き
る
の
か
。

　

こ
の
京
鎌
倉
街
道
（
京
江
戸
街
道
、
頼
朝
の
道
）
は
い
つ
し
か
小オ

栗グ
リ

街
道
と
呼
ば

れ
た
。
清
須
五
条
橋
と
熱
田
宮
を
結
ぶ
小
栗
街
道
は
美
濃
路
・
名
古
屋
・
本
町
経
由

よ
り
も
直
線
に
近
く
、
図
上
計
測
で
十
三
・
三
キ
ロ
、
一
方
美
濃
路
は
十
四
・
三
キ
ロ

で
迂
回
し
て
お
り
、
徒
歩
一
五
分
ほ
ど
余
分
に
か
か
る
。
小
栗
街
道
を
急
ぎ
い
く
人

に
は
遠
回
り
だ
っ
た
。

　

小
栗
街
道
の
呼
称
は
架
空
の
人
物
、
小
栗
判
官
に
由
来
す
る
。
説
経
節
の
小
栗
は
、

毒
殺
さ
れ
一
旦
は
土
中
に
埋
め
ら
れ
る
。
蘇
生
し
半
ば
体
が
腐
っ
て
い
た
が
、
恋
人

で
あ
り
な
が
ら
小
栗
と
気
づ
か
ぬ
遊
女
照
手
に
車
で
曳
か
れ
、
東
国
か
ら
熊
野
湯
の

峰
に
向
か
う
。
小
栗
は
ハ
ン
セ
ン
氏
病
患
者
（
「
癩
」
者
）
の
姿
が
仮
託
さ
れ
た
も
の
、

架
空
で
あ
っ
て
も
小
栗
街
道
と
い
う
名
前
が
定
着
す
る
ほ
ど
で
、
語
り
手
た
ち
の
活

動
と
聞
き
手
の
共
感
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
回
想
の
道
を
思
わ
せ
る
。

　

小
栗
街
道
は
清
須
を
南
下
し
、
萱
津
に
て
五
条
川
・
庄
内
川
合
流
地
点
を
渡
河
し
、

東
宿
（
稲
葉
地
）
・
中
村
よ
り
古
渡
を
へ
て
、
宮
（
熱
田
）
に
出
る
。
名
古
屋
移
転

が
浮
上
し
た
時
に
、
課
題
と
な
っ
た
の
は
こ
の
大
動
脈
を
い
か
に
名
古
屋
の
城
下
に

引
き
入
れ
る
か
、
だ
っ
た
。
清
須
が
受
容
し
て
き
た
恩
恵
、
新
名
古
屋
に
も
同
じ
条

件
を
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
を
与
え
な
け
れ
ば
、
引
越
し
す
る
も
の
は
い
な
い
。
軍
事

的
に
も
、
敵
の
大
軍
が
名
古
屋
を
迂
回
し
通
過
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

為
政
者
は
小
栗
街
道
廃
止
、
そ
し
て
美
濃
路
の
み
の
一
本
化
を
決
定
し
た
。
美
濃

路
は
新
道
で
は
な
く
既
設
で
、
庄
内
川
に
渡
し
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
枇
杷
島
橋
を
架

橋
す
る
。
萱
津
に
も
橋
は
な
く
渡
船
で
あ
る
。
枇
杷
島
橋
を
自
由
通
行
で
き
れ
ば
、

時
間
は
短
縮
で
き
、
小
栗
道
に
負
け
な
い
。
旅
人
は
自
ず
と
美
濃
路
に
歩
み
を
進
め

よ
う
。
牛
馬
・
荷
車
も
使
え
る
。
夢
の
企
画
を
実
現
さ
せ
る
。
来
る
名
古
屋
越
・
清

須
越
に
も
大
量
の
人
と
物
資
の
移
動
に
貢
献
す
る
。
枇
杷
島
橋
は
甘
い
勧
誘
策
だ
が
、

小
栗
街
道
の
廃
道
は
問
答
無
用
で
、
い
わ
ば
オ
ー
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
だ
っ
た
。

　
　

1
─
1
─
2　

美
濃
路
・
枇
杷
島
橋
架
橋
は
い
つ
か
・
慶
長
十
三
年

　

庄
内
川
枇
杷
島
橋
は
い
つ
架
橋
さ
れ
た
の
か
。

　

枇
杷
島
橋
架
橋
に
つ
い
て
は
天
野
信
景
『
塩
尻
』
（
信
景
は
享
保
十
八
年
・

一
七
三
三
没
）
に
記
述
が
あ
り
、
『
張
州
府
志
』
も
『
尾
張
徇
行
記
』
も
、
そ
れ
を

受
け
て
ま
た
『
西
枇
杷
島
町
史
』
も
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
架
橋
と
結
論
し
た 

（
『
町
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史
』
監
修
者
中
村
栄
孝
、
執
筆
者
小
島
広
次
）
。
辞
典
類
が
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
て

定
説
化
し
た
（
W
E
B

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
＝
『
愛
知
県
の
地
名
』
）
。
し
か
し
清

須
越
終
了
後
で
は
、
あ
ま
り
に
遅
す
ぎ
よ
う
。
今
回
筆
者
は
枇
杷
島
橋
々
守
の
家
に

伝
わ
っ
た
、
野
口
市
兵
衛
文
書
（
現
在
は
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
）
を
閲
覧
で
き
た
。

『
塩
尻
』
が
元
和
八
年
と
断
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
活
字
本
へ
の
翻
刻

の
際
に
誤
植
が
あ
り
、
そ
れ
に
起
因
す
る
誤
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

『
日
本
随
筆
大
成
』
塩
尻

　

枇
杷
島
橋
（
中
略
）
、
元
和
八
年
癸
亥
村
民
に
掃
除
の
料
を
賜
ふ
。
此
時
新
橋
を

営
し
給
へ
る
が0

、
酒
井
文
助
・
河
野
庄
助
・
藤
田
忠
左
衛
門
、
永
田
清
左
衛
門
等
立

合
て
、
下
小
田
井
村
の
内
古
堤
古
道
を
以
て
為
料
地
云
々
＊

　

＊�

『
日
本
随
筆
大
成
』
第
三
期
、
昭
和
五
年
版
・
巻
九
、
五
九
四
頁
、
新
装
版
昭

和
五
二
年
版
・
第
三
期
14
〈
2
〉
二
二
〇
頁
。
塩
尻
元
本
は
「
巻
之
三
十
五
」「
巻

之
三
十
五
宝
永
」
）

　

『
日
本
随
筆
大
成
』
の
刊
行
（
昭
和
二
年
・
一
九
二
七
〜
）
以
前
に
、
『
塩
尻
』
（
原

本
な
い
し
元
本
）
を
筆
写
し
た
も
の
が
二
点
あ
り
、
一
点
は
『
敬
公
実
録
』
、
一
点

は
野
口
文
書
で
、
両
者
と
も
に
該
当
箇
所
を
再
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
新
橋
を
営
し

給
へ
る
歟0

」
で
、「
が
」
で
は
な
か
っ
た
。
歟
は
濁
音
に
は
な
ら
な
い
。
『
随
筆
大
成
』

が
清
音
「
か
」
を
濁
音
「
が
」
と
し
た
。
推
定
の
「
か
」
が
断
定
の
「
が
」
に
な
っ

た
。
そ
の
た
め
『
町
史
』
は
元
和
八
年
完
成
を
大
前
提
と
し
、
先
入
観
を
も
っ
て
史

料
を
読
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
元
和
八
年
架
橋
で
あ
る
と
天
野
信
景
は
「
推
定
」
し

た
が
、
確
か
な
根
拠
に
基
づ
く
断
定
で
は
な
か
っ
た
。
『
西
枇
杷
島
町
史
』
は
「
由

緒
之
覚
」
や
『
塩
尻
』
に
依
っ
た
と
し
て
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
年
十
月
大

坂
冬
陣
に
、
徳
川
家
康
が
時
の
御
道
奉
行
川
野
藤
左
衛
門
に
架
橋
を
い
い
の
こ
し
、

そ
れ
が
徳
川
義
直
に
伝
わ
り
、
八
年
後
、
元
和
八
年
の
架
橋
を
み
た
と
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
「
由
緒
之
覚
」
に
も
架
橋
の
記
述
は
な
い
。
元
禄
三
年
辰
の
十
二
月　

日

枇
杷
島
留
帳
が
収
録
す
る
元
和
八
年
戌
之
十
一
月
廿
三
日
検
地
帳
（
古
堤
諸
改
、

5
0
1

─
35
─
3
お
よ
び
同
4
）
に
、「
小
多

（
田
）

井
村
古
堤
新
堤
土
取
跡
橋
詰
検
地
帳
」

「
ひ
わ
島
橋
々
掃
除
仕
候
」
と
あ
る
。
す
で
に
複
数
、
橋
の
記
述
が
あ
り
、
元
和
八

年
以
前
か
ら
橋
が
あ
っ
た
。
野
口
市
兵
衛
家
文
書
は
享
保
九
年
以
前
大
火
が
あ
っ
た

と
し
て
お
り
、
家
蔵
文
書
は
当
時
の
文
書
原
本
で
は
な
い
が
、
多
く
の
記
録
が
書
き

写
さ
れ
て
い
る
。
八
代
目
の
野
口
梅
居
は
『
尾
張
名
所
図
会
』
の
作
者
だ
か
ら
、
各

種
資
料
を
収
集
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

留
帳
（
市
博
31
─
4
）
収
録
の
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
戌
之
三
月
覚
書
、
あ
る

い
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
橋
掛
け
替
え
に
際
し
、
お
尋
ね
へ
の
回
答
ほ
か
に
よ

れ
ば
「
枇
杷
島
西
町
並
は
先
年
に
は
家
一
軒
も
な
か
っ
た
。
九
右
衛
門
と
市
兵
衛
が

橋
詰
近
所
に
罷
り
出
た
。
権
現
様
（
家
康
）
お
通
り
の
際
、
こ
の
家
を
ご
覧
に
な
っ

て
、
好
い
家
で
あ
る
、
往
還
の
者
ま
た
橋
の
用
心
に
も
な
る
。
こ
の
先
、
家
数
も
増

す
だ
ろ
う
。
右
の
者
ど
も
に
地
方
を
く
れ
る
よ
う
指
示
が
あ
り
、
橋
詰
で
お
目
見
え

し
て
い
た
御
道
奉
行
河
野
（
川
野
）
藤
左
衛
門
よ
り
「
畑
方
壱
石
九
斗
」
の
御
除
地

を
得
た
。

　

右
記
の
留
帳
に

枇
杷
島
橋　

大
長
六
十
九
間　

小
長
廿
九
間　

高
壱
石
九
斗
六
升　

下
小
田
井
村　

此
田
畑
四
反
八
畝
拾
八
歩

と
あ
っ
て
、こ
れ
は
枇
杷
島
橋
掃
除
給
高
と
し
て
「
御
前
帳
」
に
載
る
、と
あ
る
（
「
御

前
帳
」
の
前
は
一
字
が
空
き
、
闕
字
で
の
敬
語
表
現
）
。
「
備
前
之
高
、
取
米
帳
面
」

に
も
「
下
小
田
井
新
田
石
之
高
に
枇
杷
島
橋
掃
除
給
」
と
あ
っ
た
、
と
し
て
「
枇
杷

島
橋
は
慶
長
十
三
申
年
出
来
歟
」
と
す
る
。
ま
た
末
尾
に
「
右
者
、
文
政
二
己
卯
年

五
月
十
三
日
両
橋
出
来
之
年
暦
、
往
還
方
御
役
所
よ
り
御
尋
ニ
付
旧
記
、
略
而
書
上
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ル
」
と
し
て
あ
る
か
ら
、
御
前
帳
・
備
前
検
地
（
慶
長
十
三
年
・
伊
奈
忠
次
検
地
）

を
根
拠
と
し
、
往
還
方
御
役
所
に
回
答
し
た
公
式
見
解
で
あ
っ
た
。

　

「
備
前
検
除
」
と
い
う
記
述
は
『
尾
張
徇
行
記
』
に
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。
今
日
、

こ
の
地
域
に
関
わ
る
御
前
帳
・
備
前
（
伊
奈
忠
次
）
検
地
帳
は
残
っ
て
い
な
い
が
、

当
時
は
近
く
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
に
は
「
枇
杷
島
橋
掃
除
給
」
と
記
述
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。

＊�

た
だ
し
記
事
に
は
「
此
記
正
シ
カ
ラ
ズ
ト
心
得
ベ
シ
」
と
後
世
人
が
異
筆
で
加
筆

し
て
い
る
。
続
い
て
「
先
年
船
渡
シ
舟
頭
給
廿
三
石
二
斗
八
升
四
合
、
稲
生
舟
頭

給
廿
石
六
斗
六
升
が
、
備
前
除
き
の
証
文
に
あ
っ
た
け
れ
ど
、
橋
が
で
き
た
の
で

所
務
高
に
な
っ
た
」
と
記
事
が
続
く
。
こ
の
船
渡
し
船
頭
給
記
事
に
つ
い
て
も
、

朱
筆
に
て
「
此
事
は
書
ず
と
も
よ
ろ
し
」
と
注
記
が
あ
る
。
朱
筆
を
含
む
加
筆
が

可
能
な
の
は
所
有
者
・
収
集
者
で
、
朱
筆
に
は
「
我
市
兵
衛
」
「
我
が
親
弥
七
」
「
叔

父
権
兵
衛
倅
多
作
」
「
文
化
八
年
」
「
柴
山
百
助
」
と
あ
る
。

　

慶
長
架
橋
後
も
従
前
の
船
頭
が
、
権
益
継
承
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
想
定
さ
れ

る
。
初
期
に
は
直
ち
に
野
口
家
が
橋
守
の
地
位
に
つ
く
こ
と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
野
口
家
に
初
め
て
船
頭
給
が
付
与
さ
れ
た
の
が
元
和
八
年
で
、
以
前
は
別
の

家
が
橋
守
給
を
得
た
。
そ
れ
を
不
都
合
に
思
う
人
物
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
か
ら
元
和
八
年
に
は
野
口
家
の
先
祖
が
す
で
に
枇
杷
島
橋
「
御
橋
守
掃
除
給
」

を
得
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
も
前
、
徳
川
家
康
の
「
お
通
り
」
以
前
か
ら
橋
は
あ
っ
た
。

慶
長
十
四
年
、
十
六
年
、
十
九
年
、
二
十
年
（
元
和
元
）
年
が
お
通
り
の
あ
っ
た
候

補
に
な
る
が
、
次
に
述
べ
る
慶
長
十
五
年
堀
川
掘
削
時
に
小
栗
街
道
（
萱
津
道
、
中

世
東
海
道
）
の
架
橋
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
小
栗
街
道
廃
止
決
定
を
そ
れ
以

前
と
推
定
で
き
る
こ
と
、
お
よ
び
清
須
越
に
対
す
る
投
資
効
果
を
考
え
る
な
ら
、「
お

通
り
」
の
年
は
十
四
年
義
直
同
行
の
清
須
入
り
で
あ
り
、
そ
の
時
す
で
に
あ
っ
た
橋

は
十
三
年
頃
の
架
橋
と
な
る
（
な
お
「
お
通
り
」
を
「
入
洛
」
と
す
る
史
料
も
あ
る

が
、
初
期
史
料
で
は
「
お
通
り
」
の
み
）
。
先
に
見
た
往
還
方
御
役
所
へ
の
回
答
、「
慶

長
十
三
年
に
出
来
歟
」
と
す
る
史
料
の
記
述
に
合
致
す
る
。
さ
ら
に
は
名
古
屋
越
・

清
須
越
直
前
と
い
う
大
状
況
に
合
う
。
橋
守
は
い
た
が
、
美
濃
路
優
遇
策
だ
か
ら
橋

賃
は
無
料
と
し
た
だ
ろ
う
。
元
和
の
検
地
対
象
、
「
小
田
井
村
古
堤
新
堤
土
取
跡
」

の
堤
は
名
古
屋
側
（
左
岸
）
堤
防
用
の
土
を
取
っ
た
の
か
、
小
田
井
側
に
堤
が
あ
っ

た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
土
を
取
っ
た
か
ら
開
田
で
き
た
。
古
堤
新
堤
は
『
徇
行
記
』

に
も
日
比
津
稲
葉
地
古
堤
新
田
の
よ
う
に
散
見
さ
れ
る
。

＊�

な
お
『
西
枇
杷
島
町
史
』
は
車
止
橋
だ
っ
た
と
し
て
、
車
が
通
行
で
き
な
か
っ
た

と
す
る
が
、
「
鬼
カ
ミ
（
鬼
神
か
）
、
ま
た
シ
ユ
ラ
な
ど
と
唱
え
る
重
荷
は
あ
い
な

ら
ず
」
と
あ
る
。
異
常
に
重
い
も
の
を
運
搬
す
る
車
は
通
行
で
き
な
か
っ
た
だ
け

で
、
通
常
の
大
八
車
は
通
行
可
能
で
あ
る
（
稲
生
の
船
頭
給
廃
止
は
岩
倉
街
道
が

枇
杷
島
橋
を
渡
り
、
中
小
田
井
宿
を
経
由
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
『
尾
張
名

所
図
会
』
で
は
稲
生
は
渡
船
）
。

　

枇
杷
島
橋
の
規
模
は
塩
尻
で
は
「
長
百
廿
間
東
大
橋
六
十
九
間
中
島
十
二
間
西
小

橋
三
十
九
間
」
で
、
時
代
に
よ
っ
て
若
干
の
差
が
あ
り
、
大
橋
七
十
二
間
と
も
あ
る
。

五
条
川
・
五
条
橋
の
欄
干
擬
宝
珠
に
は
慶
長
七
年
と
あ
っ
た
。「
美
濃
路
宿
村
大
概
（
た

い
が
い
・
あ
ら
ま
し
）
帳
」
で
は
長
さ
二
十
四
間
だ
か
ら
、
枇
杷
島
橋
は
小
橋
で
さ

え
五
条
橋
の
一
、
五
倍
、
大
橋
で
は
三
倍
の
長
さ
が
あ
っ
た
。

　

寛
文
村
々
覚
書
の
下
小
田
井
村
、
枇
杷
島
村
（
と
も
に
春
日
井
郡
）
に
よ
れ
ば
、

管
理
は
枇
杷
島
村
と
下
小
田
井
村
で
西
半
分
は
下
小
田
井
村
立
会
、
小
田
井
村
記
事

に
「
橋
懸
候
時
、
小
田
井
三
郷
よ
り
船
橋
の
手
伝
い
人
足
出
す
」
、
枇
杷
島
村
記
事

に
「
大
橋
懸
ケ
直
し
之
時
、
船
橋
懸
ル
。
其
節
、
舟
の
あ
か
取
り
人
足
出
す
」
と
あ
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る
か
ら
、
架
橋
後
も
修
理
や
流
失
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
大
名
通
過
な
ど
が
あ
れ
ば
、

船
橋
で
繋
い
だ
。
船
橋
は
臨
時
で
、
恒
常
性
は
な
い
。
「
水
出
ニ
お
も
り
石
置
候
事
」

と
も
あ
り
、
大
雨
に
左
岸
で
は
五
村
か
ら
、
右
岸
も
お
そ
ら
く
三
郷
か
ら
保
守
の
人

足
を
出
し
た
。
小
橋
を
元
和
八
年
架
橋
と
す
る
記
事
も
あ
っ
て(

右
記
留
帳)

、
木

の
橋
は
永
久
橋
で
は
な
か
っ
た
。
洪
水
が
あ
れ
ば
流
さ
れ
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
。
慶

長
十
三
年
架
橋
の
枇
杷
島
橋
が
、
元
和
八
年
ご
ろ
に
再
度
架
橋
さ
れ
た
事
は
考
え
ら

れ
る
が
、
初
代
の
橋
で
は
な
い
。
架
橋
の
技
術
は
す
で
に
存
在
し
た
が
、
橋
は
流
失

す
る
。
架
橋
に
よ
る
経
済
効
果
と
維
持
を
含
め
た
投
資
効
果
を
測
る
。
清
須
移
転
に

橋
は
不
可
欠
だ
っ
た
。

　

枇
杷
島
橋
架
橋
な
る
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
こ
そ
、
慶
長
十
三
年
、
名
古
屋
移

転
宣
言
そ
の
も
の
で
、
清
須
の
人
々
は
尾
張
藩
の
本
気
度
を
認
識
し
、
準
備
を
開
始

し
た
。

　
　

1
─
1
─
3　

廃
道
小
栗
街
道

　
　
　

1
─
1
─
3
─
1　

萱
津
東
宿
・
愛
智
郡
萱
津
（
東
）
堀
江

　

中
世
東
海
道
＝
鎌
倉
街
道
・
小
栗
街
道
（
小
栗
海
道
）
の
沿
革
は
『
新
川
町
史
』

資
料
編
所
収
の
中
世
資
料
に
詳
し
い
（
2
、
13
、
19
〜
29
）
。
以
下
で
は
そ
の
道
の

過
去
の
繁
栄
と
道
筋
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
萱
津
は
『
東
院
毎
日
雑
々
記
』
『
覧
富

士
記
』
、
い
ず
れ
も
「
か
い
つ
」
と
表
記
し
て
お
り
、
当
地
で
は
「
き
ゃ
ー
づ
」
と

い
う
。
『
東
関
紀
行
』
は
「
萱
津
の
東
宿
」
の
市
日
の
雑
踏
を
叙
述
し
て
い
る
が
、「
東

宿
」
と
明
記
す
る
。
川
を
前
に
し
て
、
渡
船
前
後
の
宿
泊
が
多
か
っ
た
し
、
川
留
め

も
あ
る
か
ら
、
両
岸
、
東
宿
（
愛
知
郡
）
・
西
宿
（
海
東
郡
）
が
あ
っ
て
、
と
も
に

栄
え
た
。
萱
津
東
宿
は
明
治
期
小
字
の
（
稲
葉
地
）
「
東
宿
」
「
宿
跡
」
が
旧
地
で
、

現
在
の
東
宿
町
・
宿
跡
町
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ま
上
萱
津
（
あ
ま
市
・
海
東
郡
）
の
北
側
に
新
川
町
西
堀
江
（
清
須
市
）
が
あ

る
が
、
新
長
谷
寺
定
光
院
に
関
わ
る
「
北
野
社
経
王
堂
一
切
経
奥
書
」
お
よ
び
「
林

松
院
文
庫
」
に
は
、
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）「
尾
張
国
愛
智
郡
萱
津
堀
江
定
光
院
」
、

同
三
十
三
年
「
尾
州
愛
智
郡
東
堀
江
新
長
谷
寺
」
と
あ
っ
て
、
庄
内
川
右
岸
・
海
東

（
海
部
）
郡
の
み
で
は
な
く
、
左
岸
の
愛
知
郡
に
も
萱
津
堀
江
・
東
堀
江
、
つ
ま
り

庄
内
川
の
東
西
に
萱
津
も
堀
江
も
あ
っ
て

（
（
（

、
そ
こ
に
は
子
院
を
持
つ
枢
要
寺
院
が

あ
っ
た
。

　
　
　

1
─
1
─
3
─
2　

清
須
の
小
栗
街
道
一
里
石

　

小
栗
街
道
は
清
須
に
て
も
近
世
美
濃
路
と
は
道
筋
が
異
な
っ
て
い
た
。
Ａ
岩
瀬
文

庫
所
蔵
清
須
城
図
お
よ
び
Ｂ
『
尾
張
史
・
付
図
』
の
清
須
図
に
は
小
栗
街
道
が
示
さ

れ
て
い
る
。
Ａ
で
は
美
濃
路
に
並
行
し
て
い
た
内
堀
跡
が
破
線
で
示
さ
れ
、
そ
れ
が

土
居
通
と
交
差
す
る
わ
ず
か
北
側
に
小
栗
街
道
一
里
石
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
南
下
し

て
西
市
場
近
く
に
再
び
「
小
栗
街
道
」
と
あ
る
。
西
市
場
は
小
栗
街
道
の
道
筋
に
、

ま
た
北
市
場
は
美
濃
路
の
道
筋
に
立
地
し
た
（
鈴
木
正
貴
「
岩
瀬
文
庫
所
蔵
「
清
洲

図
」
に
つ
い
て
」・
二
〇
二
三
）
。
Ｂ
は
や
や
簡
略
（
小
田
切
春
江
製
作
蓬
左
文
庫
藏
、

『
尾
張
の
古
絵
図
』
清
須
）
で
、
林
良
幹
『
清
須
城
懐
古
録
』
（
昭
和
一
八
年
）
に
も

清
須
の
小
栗
街
道
の
道
筋
が
記
さ
れ
る
（
巻
頭
カ
ラ
ー
口
絵
及
び
図
1
）
。

　
　
　

1
─
1
─
3
─
3　

上
中
村
の
小
栗
街
道
と
一
里
塚

　

萱
津
東
宿
の
東
に
隣
接
す
る
の
が
中
村
（
上
中
村
）
で
弘
化
三
年
・
中
村
絵
図
（
徳

川
黎
明
会
・
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
、
『
尾
張
国
町
村
絵
図
、
名
古
屋
市
域
編
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
）
に
「
一
里
塚　

九
ト
」
が
描
か
れ
る
。
『
尾
張
地
名
考
』

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
「
此
村
（
稲
葉
地
村
）
よ
り
巽
へ
斜
め
に
古
渡
村
ま
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で
昔
の
鎌
倉
街
道
の
跡
、
畔
の
ご
と
く
に
残
れ
り
。
土
民
は
小
栗
街
道
と
い
ふ
な
り
。

上
の
中
村
の
東
に
旧
の
一
里
塚
あ
り
。
そ
の
辺
の
畔
名
（
あ
ぜ
な
）
を
一
里
山
と
呼

ぶ
」
と
あ
る
（
津
田
正
生
、
昭
和
四
五
年
復
刻
版
、
四
四
頁
。
清
須
一
里
石
か
ら

5
、
6
キ
ロ
ほ
ど
、
渡
し
船
の
区
間
は
一
里
か
ら
除
か
れ
た
）
。
一
里
塚
の
横
に
隣

接
し
て
赤
茶
色
く
塗
ら
れ
た
細
長
い
一
筆
が
あ
る
。
凡
例
で
は
こ
の
赤
茶
色
は
「
新

田
」
で
あ
る
し
、
「
御
蔵
入
新
田
」
と
注
記
さ
れ
、
面
積
の
記
載
は
な
い
。
一
里
塚

に
沿
う
主
要
道
・
萱
津
道
＝
小
栗
街
道
に
ち
が
い
な
い
が
、
御
蔵
入
地
と
な
っ
て
開

田
さ
れ
、
一
里
塚
山
の
み
残
さ
れ
、
古
道
は
消
え
て
い
た
（
巻
頭
カ
ラ
ー
口
絵
）
。

　
　
　

1
─
1
─
3
─
4　

下
中
村
・
米
野
の
小
栗
街
道

　

こ
の
細
長
く
帯
状
に
続
く
「
御
蔵
入
新
田
」
は
下
中
村
に
も
続
い
て
お
り
、
凡
例

に
「
如
此
田
」と
あ
る
通
り
白
抜
き
で
、「
御

蔵
入
新
田
」
と
注
記
さ
れ
る
。
細
長
く
並

行
し
て
黄
色
が
塗
ら
れ
た
一
筆
が
あ
り
、

こ
の
色
は
凡
例
で
「
如
此
道
」
だ
っ
た
。

こ
の
極
細
の
道
筋
は
上
中
村
・
下
中
村
よ

り
続
い
て
米
野
村
に
入
り
、
米
野
村
絵
図

で
は
「
一
名
小
栗
海
道
・
古
海
道
」
と
注

記
さ
れ
、
「
此
色
往
還
并
他
村
道
」
と
あ

る
黄
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
北
側
に

は
鶯
色
（
「
此
色
御
新
田
」
）
が
塗
ら
れ
る

田
三
筆
が
、
南
側
に
も
同
じ
く
一
筆
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
「
古
」（
＝
古
新
田
）
だ
っ

た
。
そ
の
東
に
て
、
小
栗
海
道
は
わ
ず
か

な
距
離
の
み
幅
員
の
広
い
柳
海
道
筋
に
い
っ
た
ん
入
っ
て
、
さ
ら
に
南
下
、
並
行
移

動
し
た
形
で
直
線
の
道
筋
が
笈
瀬
川
に
向
か
う
。
こ
こ
で
も
北
側
に
二
筆
、
南
側
に

五
筆
が
鶯
色
に
塗
ら
れ
、「
古
」
と
注
記
が
あ
る
。
北
側
に
は
米
野
用
水
（
米
野
井
筋
）

が
並
行
し
、
道
筋
の
南
に
は
塩
田
・
ふ
け
、
と
い
う
字
名
が
あ
っ
て
、
海
岸
砂
丘
の

後
背
湿
地
だ
っ
た
（
巻
頭
カ
ラ
ー
口
絵
）
。

　
　
　

1
─
1
─
3
─
5　

古
渡
の
小
栗
街
道
・
小
栗
町

　

笈
瀬
川
か
ら
東
に
は
昭
和
九
年
か
ら
四
十
八
年
ま
で
小
栗
通
と
い
う
町
名
が
あ
っ

た
が
、
今
は
な
い
。
露
橋
村
の
わ
ず
か
な
一
部
、
つ
い
で
五
女
子
村
を
経
て
古
渡
村

に
至
る
は
ず
だ
が
道
筋
は
不
明
。

　

反
対
に
古
渡
か
ら
西
を
見
る
。
『
尾
張
名
所
図
会
』
古
渡
山
王
稲
荷
社
前
に
「
小

栗
街
道
」
と
表
題
に
あ
っ
て
、
『
尾
府
全
図
』
（
『
名
古
屋
市
史
』
九
巻
・
地
図
）
で

は
山
王
稲
荷
と
犬
見
堂
（
東
林
寺
）
間
の
細
道
に
「
山
王
ヨ
コ
丁　

小
栗
丁
ト
モ
」

と
あ
る
。
こ
の
道
は
西
に
向
か
っ
て
行
く
と
、
堀
川
・
日
置
橋
と
古
渡
橋
の
中
間
に

出
て
橋
が
な
い
。
慶
長
十
五
年
の
堀
川
掘
削
時
に
架
橋
さ
れ
な
か
っ
た
。
主
要
道
と

は
み
な
さ
れ
ず
、
街
道
生
命
が
絶
た
れ
た
。
古
渡
寺
町
の
短
い
道
の
み
は
廃
絶
不
可

能
で
、
小
栗
町
（
小
栗
街
道
）
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
。
下
流
尾
頭
橋
の
佐
屋
街
道
は

両
側
に
並
木
を
備
え
た
本
街
道
で
、
比
す
べ
く
も
な
い
。

　

慶
長
十
五
年
前
後
、
名
古
屋
の
町
づ
く
り
は
進
行
中
だ
っ
た
。
明
治
二
万
分
の
一

図
で
も
、
小
栗
街
道
ら
し
き
道
は
な
く
、
一
見
、
道
ら
し
い
直
線
は
見
え
て
も
、「
畔

の
ご
と
く
に
残
れ
り
」
と
あ
る
通
り
、
用
水
路
の
側
道
・
畦
道
で
あ
っ
て
、
幅
員
を

持
ち
荷
車
の
す
れ
違
い
が
可
能
な
街
道
で
は
な
か
っ
た
。

1　�岩瀬文庫所蔵清須城図（鈴木 2023）より
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1
─
1
─
3
─
6　

東
宿
・
中
村
の
衰
退

　

萱
津
東
宿
の
渡
守
は
村
を
離
れ
、
裕
福
だ
っ
た
宿
主
は
名
古
屋
に
移
転
す
る
ほ
か

な
か
っ
た
。
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
「
六
百
番
歌
合
」
の
「
寄
遊
女
恋
」
に
「
か

や
つ
の
原
」
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
「
春
能
深
山
路
」
萱
津
記
事
に
も
あ
る
よ
う

に
、
萱
津
に
は
多
数
の
遊
女
も
い
て
猥
雑
で
も
あ
っ
た
。
稲
葉
地
村
絵
図
（
前
掲
『
尾

張
国
町
村
絵
図
』
）
に
は
字
外
裏
に
女
郎
塚
一
筆
（
七
畝
十
歩
）
が
あ
る
。
庄
内
川

左
岸
、
萱
津
東
宿
は
急
速
に
廃
れ
、
独
立
村
で
も
な
く
、
稲
葉
地
村
の
支
邑
東
宿
と

な
っ
た
。
『
尾
張
徇
行
記
』
で
は
「
昔
時
萱
津
宿
ツ
ゝ
キ
也
」
「
元
萱
津
村
ノ
地
ナ
ル

カ
」
と
し
、
十
六
軒
屋
敷
、
元
町
の
地
名
を
あ
げ
、
女
郎
墓
と
小
栗
街
道
を
説
明
し

て
い
る
。
津
島
へ
の
道
（
藤
堂
街
道
）
が
近
く
を
通
る
西
宿
・
海
東
郡
萱
津
に
は
ま

だ
し
も
由
緒
を
持
つ
寺
院
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
東
宿
に
は
ほ
と
ん
ど
面
影
が
な
い
。

右
記
の
よ
う
な
理
由
・
小
栗
街
道
撤
去
、
廃
止
が
あ
っ
た
。
隣
接
す
る
中
村
も
衰
退

し
た
。
木
下
藤
吉
郎
の
出
身
地
を
「
中
々
村
」と
す
る
も
の
が
あ
り
（
『
太
閤
素
性
記
』
）
、

上
下
か
ら
な
る
中
村
は
、
も
と
は
「
中
」
中
村
を
含
め
た
三
ヶ
村
か
ら
な
っ
て
い
た

よ
う
だ
が
、
二
ヶ
村
に
減
じ
た
。
中
村
は
秀
吉
母
（
な
か
・
大
政
所
）
と
そ
の
一
族

（
加
藤
・
小
出
ほ
か
）
の
出
身
地
で
も
あ
り
、
通
行
者
の
絶
え
な
い
小
都
市
の
要
素

が
あ
っ
た
。
中
世
の
新
長
谷
寺
は
愛
知
郡
萱
津
東
堀
江
に
あ
っ
た
が
、
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
に
再
建
さ
れ
た
場
所
は
、
西
岸
・
海
東
郡
西
堀
江
だ
っ
た
。

　
　
　

1
─
1
─
3
─
7　

主
要
道
整
備

　

熱
田
伝
馬
町
（
東
海
道
）
の
次
に
古
渡
（
以
下
美
濃
路
）
、
そ
し
て
江
川
・
須
賀

口
に
一
里
塚
が
設
置
さ
れ
た
。
江
戸
か
ら
の
里
程
が
継
承
さ
れ
て
古
渡
は
九
十
番
目

で
日
本
橋
よ
り
九
十
里
、
江
川
は
九
十
一
番
目
で
九
十
一
里
で
あ
る
。
佐
屋
街
道
二

女
子
一
里
塚
は
熱
田
伝
馬
町
か
ら
4
キ
ロ
強
で
九
十
番
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
五
街
道

の
扱
い
で
幕
府
管
理
で
あ
ろ
う
。
駿
河
街
道
（
平
針
街
道
・
飯
田
街
道
・
岡
崎
街
道
）

は
岡
崎
起
点
だ
っ
た
よ
う
で
、
円
教
寺
・
八
事
本
町
の
一
里
塚
は
名
古
屋
伝
馬
町
札

の
辻
か
ら
の
距
離
で
は
な
い
（
札
の
辻
と
円
教
寺
は
2
、
2
キ
ロ
）
。
稲
置
街
道
（
上

街
道
・
木
曽
街
道
、
犬
山
街
道
）
一
里
塚
は
安
井
村
に
あ
っ
て
、
名
古
屋
札
の
辻
か

ら
一
里
（
安
井
村
絵
図
）
。
下
街
道
（
善
光
寺
街
道
・
内
津
街
道
）
一
里
塚
は
大
曽

根
村
に
あ
っ
て
、
や
は
り
札
の
辻
か
ら
一
里
で
あ
る
（
大
曽
根
村
絵
図
）
。
赤
塚
に

は
大
木
戸
が
あ
っ
た
。
両
街
道
は
尾
張
藩
管
理
で
、
一
里
塚
は
城
下
札
の
辻
が
起
点

だ
っ
た
。

　

肥
後
熊
本
藩
で
は
新
一
丁
目
門
札
の
辻
を
起
点
と
し
て
、
豊
前
街
道
、
豊
後
街
道
、

日
向
街
道
、
薩
摩
街
道
の
全
て
に
一
里
木
が
設
け
ら
れ
、
並
木
も
整
備
さ
れ
た
。

　

1
─
2　

水
路
・
堀
川

　

堀
川
に
つ
い
て
補
足
す
る
。
慶
長
十
五
年
正
月
か
ら
助
役
大
名
が
千
石
に
つ
き
一

名
を
提
供
す
る
千
石
夫
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
た
が
、
当
初
の
堀
が
浅
く
、
四
月
に
再
度

の
掘
削
が
「
御
意
」
（
徳
川
家
康
の
意
向
）
と
し
て
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
年

欠
な
が
ら
四
月
十
三
日
と
同
十
八
日
の
二
通
の
細
川
忠
興
書
状
に
記
さ
れ
て
い
る

（
松
井
家
文
書
お
よ
び
名
古
屋
大
学
滝
川
家
文
書
）
。
忠
興
が
尾
張
名
古
屋
に
関
与
す

る
の
は
慶
長
十
五
年
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
千
石
夫
は
正
月
か
ら
計
算
さ
れ
て
い
た
（
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
『
史
料
が
語
る
名
古
屋
城
普
請
の
現
場
』・
堀
内
論
文
ほ
か
参
照
）
。

従
来
、
堀
川
慶
長
十
六
年
掘
削
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
築
城
、
石
垣

運
搬
に
間
に
合
わ
な
い
。
十
六
年
説
は
『
事
蹟
録
』
（
一
七
六
三
年
）
、
『
蓬
左
遷
府

記
稿
』
（
一
八
一
七
年
）
の
よ
う
な
後
世
の
編
纂
物
が
『
当
代
記
』
慶
長
十
六
年
記

事
に
あ
っ
た
「
去
年
」
（
＝
慶
長
十
五
年
）
の
二
文
字
を
落
と
し
て
引
用
し
た
こ
と

に
起
因
す
る
誤
解
・
誤
読
で
、
上
記
二
点
の
原
史
料
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
史
料
は
あ
く
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ま
で
「
去
年
」
「
二
十
大
名
」
に
よ
る
「
千
石
夫
」
で
の
堀
川
掘
削
工
事
を
記
し
て

い
た
。
従
来
慶
長
十
六
年
の
も
の
と
し
て
『
蓬
左
遷
府
記
稿
』
が
扱
っ
た
正
月

二
十
二
日
佐
久
間
政
実
書
状
（
本
紀
要
今
和
泉
論
考
・
史
料
9
）
も
「
熱
田
よ
り
な

こ
や
ま
で
の
御
舟
入
」
と
あ
っ
て
、
正
し
く
は
慶
長
十
五
年
掘
削
を
証
言
す
る
。
堀

川
は
潮
の
干
満
に
従
っ
て
上
下
す
る
時
限
的
で
一
方
通
行
の
運
河
だ
っ
た
。

　

築
城
期
の
混
雑
は
『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
十
五
年
三
月
十
一
日
に

　

ナ
ゴ
ヤ
ノ
城
、
西
国
諸
大
名
ト
ノ
普
請
、
群
勢
更
以
難
分
別
、
殊
加
藤
肥
後
守
渡

　

海
ニ
依
、
舟
尽
テ
失
十
方
移
時
刻
、
漸
々
求
小
船
、
渡
七
里
海
路

と
あ
っ
て
、義
演
の
よ
う
な
関
白
の
子
で
あ
る
僧
侶
の
渡
海
に
も
支
障
を
来
た
し
た
。

熱
田
・
知
多
・
桑
名
に
あ
っ
た
大
半
の
舟
が
堀
川
を
上
下
、
混
雑
し
た
。

　

堀
川
建
設
は
当
初
は
満
潮
時
の
水
位
が
上
が
っ
て
く
れ
ば
、
最
低
限
必
要
な
機
能

は
果
た
せ
た
は
ず
で
、
海
に
通
じ
て
い
る
限
り
、
春
に
は
標
高
一
メ
ー
ト
ル
、
秋
に

は
一
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
水
位
が
上
が
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
不
都
合
と
さ
れ
、

干
潮
の
時
間
帯
に
も
常
時
水
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
掘
削
工
事
中
は
橋
を
架

け
ら
れ
な
い
し
、
築
城
時
期
に
も
橋
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
計
画

水
路
だ
っ
た
堀
川
の
幅
員
は
十
二
間
ほ
ど
で
上
流
も
下
流
も
変
化
は
な
い
（
堀
川
通

絵
図
、
本
紀
要
所
収
）
。
橋
に
は
三
本
の
杭
か
ら
な
る
橋
脚
が
四
基
あ
っ
た
（
五
条

橋
＝
上
畠
橋
の
場
合
、
『
美
濃
路
宿
村
大
概
帳
』
に
「
板
橋　

高
欄
擬
宝
珠
附　

長

拾
六
間　

横
三
間
壱
尺
余　

橋
杭
三
本
立
四
組
」
『
近
世
交
通
史
料
集
』
）
。
千
賀
志

摩
守
率
い
る
尾
張
藩
船
手
は
納
屋
橋
直
下
に
あ
り
、
そ
れ
よ
り
下
流
は
橋
と
橋
の
間

隔
が
極
端
に
長
く
な
り
、
古
渡
橋
に
せ
よ
、
尾
頭
橋
に
せ
よ
、『
尾
張
名
所
図
会
』
『
小

治
田
之
真
清
水
』
あ
る
い
は
『
名
区
小
景
』
（
鶴
舞
図
書
館
蔵
・
雨
の
古
渡
橋
）
ら

に
て
、
中
央
が
広
く
長
く
開
い
て
い
て
、
か
つ
太
鼓
橋
の
よ
う
に
上
に
反
る
特
殊
構

造
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
誇
張
も
あ
ろ
う
が
、
複
数
の
絵
に
あ
る
か
ら
、
そ
う
い

う
橋
の
形
だ
と
認
識
さ

れ
て
い
た
。
で
あ
れ
ば

船
往
反
の
混
雑
、
渋
滞

を
嫌
っ
た
か
。
堀
川
を

通
行
す
る
場
合
、
橋
桁

が
あ
っ
た
し
、
狭
い
川

で
の
風
は
支
障
だ
っ
た

か
ら
、
当
然
帆
を
お
ろ

し
て
柱
も
倒
し
た
が
、

荷
揚
げ
の
時
は
作
業
に

邪
魔
に
な
ら
ぬ
よ
う
、

帆
柱
を
立
て
た
（
『
堀

川
』
所
収
古
写
真
）
。

帆
を
か
け
る
外
洋
船
も

運
河
に
入
る
。

　

物
資
を
大
量
に
運
べ
る
の
は
今
も
昔
も
水
路
（
海
路
）
だ
け
で
あ
る
。
江
戸
城
・

大
坂
城
・
清
須
城
い
ず
れ
に
も
周
囲
に
干
満
の
あ
る
感
潮
河
川
＝
海
域
が
あ
っ
た
。

地
理
学
・
地
政
学
的
に
は
海
城
と
定
義
で
き
、
物
資
の
運
搬
で
、
そ
れ
以
外
の
城
に

は
な
い
大
き
な
利
点
を
獲
得
で
き
た
。
名
古
屋
に
は
水
路
が
な
か
っ
た
が
、
堀
川
を

開
鑿
し
熱
田
と
繋
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
感
潮
河
川
を
獲
得
し
、
海
城
同
様
の
機
能
を
得

た
。
慶
長
十
五
年
、
そ
の
堀
川
に
分
断
さ
れ
て
、
小
栗
街
道
は
廃
道
に
な
る
。

2　

縄
張
（
青
写
真
・
基
本
構
想
）

　

（
尾
張
）
名
古
屋
城
の
場
合
、
最
初
に
用
地
の
獲
得
、
す
な
わ
ち
名
古
屋
村
の
移

2　尾張名所図会（古渡橋）

3　小治田之真清水（尾頭橋）　ともに橋脚は川の中央を開ける。
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転
が
始
ま
る
。
名
古
屋
村
に
は
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
、
長
久
手
合
戦
の
和
睦

後
に
上
洛
す
る
徳
川
家
康
一
行
が
宿
泊
し
た
（
家
忠
日
記
・
同
年
十
月
二
十
日
条
）
。

一
行
は
三
千
人
ほ
ど
だ
っ
た
（
『
多
聞
院
日
記
』
）
。
分
宿
し
た
と
し
て
も
、
な
み
は

ず
れ
て
大
規
模
な
村
で
あ
る
。
今
年
度
進
行
中
の
愛
知
県
に
よ
る
三
ノ
丸
発
掘
調
査

で
は
、
旧
名
古
屋
城
の
大
堀
が
見
つ
か
り
、
規
模
の
大
き
さ
が
確
認
さ
れ
た
。

　

鶴
舞
中
央
図
書
館
蔵
や
『
金
城
温
古
録
』
収
録
の
（
旧
）
名
古
屋
古
図
に
は
、
古

街
道
の
北
側
に
興
西
寺
・
天
永
寺
（
天
王
社
神
宮
寺
）
・
安
楽
寺
（
若
宮
神
宮
寺
）
・

誓
願
寺
が
、
街
道
南
に
養
蓮
寺
・
万
松
寺
が
あ
っ
て
寺
院
は
六
、
神
社
は
山
守
・
天

神
・
天
王
・
荒
神
・
若
宮
・
浅
間
の
六
が
あ
っ
た
。
同
書
の
「
御
城
地
取
」
に
は
「
神

社
仏
閣
、
悉
く
引
越
し
」
（
天
王
を
除
く
）
、
同
じ
く
「
御
縄
張
内
之
神
社
仏
閣
、
外

へ
被
移
立
」
と
あ
る
。
寺
は
建
物
の
規
模
が
大
き
く
、
移
転
に
は
相
当
な
月
日
と
経

費
が
か
か
る
し
、
城
下
の
区
画
整
理
の
開
始
以
前
に
移
転
が
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
早
期
に
着
手
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
自
力
で
の
寺
院
移
転
は
不
可
能
に

思
わ
れ
、
尾
張
藩
（
清
須
城
主
）
が
助
成
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

2
─
1　

慶
長
十
四
年
の
進
行

　

熊
本
大
学
図
書
館
文
書
・
松
井
家
文
書
の
冒
頭
に
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役

高
ノ
覚
」
と
記
さ
れ
た
、（
年
欠
）
「
卯
月
十
八
日
」
付
け
の
細
川
藩
名
古
屋
城
奉
行
、

岡
村
半
右
衛
門
尉
ら
三
名
が
、
国
元
の
松
井
佐
渡
守
（
康
之
）
ら
三
名
に
宛
て
た
覚

書
が
あ
る
。
見
出
し
一
行
に
つ
づ
い
て
「
御
天
守
」
、
続
い
て
石
高
、
そ
し
て
「
賀

藤
肥
後
守
」
と
あ
っ
た
。
従
来
、
天
守
台
石
垣
構
築
が
加
藤
清
正
に
決
ま
る
の
は
最

終
段
階
の
慶
長
十
五
年
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強
く
、
当
セ
ン
タ
ー
で
も
当
初
、リ
ー

フ
レ
ッ
ト
『
名
古
屋
城
誕
生
！
』
（
二
〇
二
一
）
に
慶
長
十
五
年
の
も
の
と
記
し
て

い
た
。
し
か
し
十
五
年
で
は
前
後
の
状
況
に
矛
盾
が
多
く
、
十
四
年
に
比
定
し
直
す

べ
き
だ
と
考
え
、
セ
ン
タ
ー
内
で
提
案
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
に
も
報
告
し
た
。

残
念
な
が
ら
当
日
は
十
分
な
討
論
時
間
が
確
保
で
き
ず
、
報
告
の
総
括
に
て
稲
葉
継

陽
氏
は
十
四
年
（
服
部
説
）
・
十
五
年
（
及
川
旦
氏
説
）
の
両
論
併
記
と
し
た
。
ま

た
及
川
氏
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
（
『
史
料
が
語
る　

名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
現
場
』
）

の
補
論
で
慶
長
十
五
年
説
を
補
強
し
て
い
る
（
57
頁
）
。
ほ
か
に
も
シ
ン
ポ
記
録
に

は
十
五
年
を
前
提
に
し
た
立
論
が
複
数
あ
る
。
む
ろ
ん
覚
書
が
書
か
れ
た
日
は
、
い

ず
れ
か
の
一
日
だ
け
で
あ
る
。

　

い
ま
で
も
そ
う
だ
が
、
書
状
に
年
ま
で
は
書
か
な
い
。
年
欠
史
料
に
お
け
る
年
次

比
定
は
史
料
操
作
の
初
歩
で
、
外
的
分
析
で
は
文
中
に
登
場
す
る
人
物
の
動
向
、
特

に
生
死
や
名
前
・
官
途
の
使
用
時
期
か
ら
、
内
的
分
析
で
は
書
か
れ
た
内
容
・
事
態

の
時
間
帯
を
手
掛
か
り
と
し
て
推
定
し
て
い
く
。
前
者
で
い
え
ば
「
生
駒
讃
岐
守
」

は
一
正
で
、
慶
長
十
五
年
三
月
十
八
日
に
逝
去
、
「
山
内
対
馬
守
」
は
康
豊
で
、
慶

長
十
五
年
三
月
一
日
に
徳
川
秀
忠
か
ら
松
平
賜
姓
と
編
諱
（
忠
の
一
字
）
、
さ
ら
に

武
家
官
位
を
得
て
「
松
平
土
佐
守
忠
義
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
点
が
下
限
の
手

が
か
り
と
な
る
。
こ
の
細
川
家
奉
行
人
は
お
そ
ら
く
駿
府
に
い
て
、
国
元
の
家
老
松

井
康
之
ら
に
宛
て
て
報
告
し
た
。
中
央
の
情
勢
に
は
敏
感
で
、
と
り
わ
け
て
松
平
賜

姓
・
一
字
及
び
官
途
授
与
は
自
ら
の
家
に
関
し
て
も
影
響
の
あ
る
重
大
事
だ
っ
た
。

「
土
佐
守
」
は
大
名
に
と
っ
て
唯
一
の
主
君
・
将
軍
秀
忠
が
発
給
し
た
御
内
書
に
よ

る
決
定
で
、
直
ち
に
反
映
さ
れ
る
。
主
君
は
幕
府
で
朝
廷
で
は
な
い
。
禁
中
方
御
条

目
十
七
箇
条
に
明
記
が
あ
る
通
り
、
武
家
枠
が
あ
っ
て
、
幕
府
専
権
で
朝
廷
は
追
認

す
る
が
関
与
で
き
な
か
っ
た
し
、
大
名
が
秀
忠
御
内
書
が
出
て
も
使
用
し
な
か
っ
た

事
例
は
な
い
（
土
佐
守
に
関
し
て
は
九
月
二
十
八
日
に
追
認
の
官
宣
旨
が
出
る
が
、

そ
れ
よ
り
も
早
く
四
月
に
本
丁
場
割
図
に
て
使
用
）
。
四
月
十
八
日
の
注
進
は
、
も

し
十
五
年
で
あ
れ
ば
一
月
半
も
経
過
し
な
が
ら
、
以
上
の
二
点
が
反
映
さ
れ
て
い
な
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い
。

　

内
容
で
は
「
御
本
丸
衆
」
と
さ
れ
て
い
る
松
平
筑
前
守
（
前
田
利
常
）
が
じ
っ
さ

い
に
担
当
し
た
の
は
二
ノ
丸
で
あ
っ
た
。
二
ノ
丸
石
垣
は
北
、
東
、
南
の
大
部
分
を

積
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
本
丸
内
郭
は
一
ヶ
所
も
な
く
、
本
丸
堀
で
は
あ
る
が
本
石

垣
で
は
な
く
外
側
低
石
垣
（
水
敲
）
、
御
深
井
丸
や
塩
蔵
構
を
積
ん
で
い
る
。
「
御
本

丸
衆
」
な
る
実
態
は
な
い
に
等
し
く
、
持
ち
場
大
半
か
ら
は
二
ノ
丸
衆
だ
っ
た
。
逆

に
御
本
丸
衆
と
し
て
の
名
前
の
な
か
っ
た
中
国
大
名
羽
柴
三
左
衛
門
尉
（
池
田
輝
政
）

は
本
丸
辰
巳
櫓
台
を
、
羽
柴
左
衛
門
大
夫
（
福
島
正
則
）
は
本
丸
北
側
多
聞
櫓
台
を
、

紀
伊
の
浅
野
紀
伊
守
（
幸
長
）
は
本
丸
丑
寅
櫓
台
を
、
四
国
大
名
で
あ
る
賀
藤
左
馬

亮
（
加
藤
嘉
明
）
は
本
丸
辰
巳
櫓
続
多
聞
櫓
台
を
、
お
な
じ
く
山
内
土
佐
守
（
忠
義
）
、

生
駒
左
近
大
夫
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
本
丸
の
石
垣
を
築
い
た
。
よ
っ
て
本
丸
・
二
ノ
丸

の
負
担
区
分
は
慶
長
十
五
年
三
月
・
四
月
段
階
の
も
の
で
は
な
い
。
当
初
、
慶
長

十
四
年
に
篠
山
城
を
助
役
し
た
大
名
（
中
国
四
国
大
名
）
は
二
ノ
丸
を
担
当
す
る
と

さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
四
月
十
八
日
覚
書
か
ら
推
測
で
き
る
が
、
丁
場
割
図
作

成
の
段
階
で
そ
の
案
は
消
え
て
い
た
。
実
際
に
丁
場
を
決
め
る
段
階
で
は
調
整
が
大

き
な
課
題
で
、
前
田
家
の
よ
う
に
長
い
石
垣
を
負
担
す
る
大
名
は
仕
事
の
し
や
す
さ

を
主
張
す
る
し
、
縁
戚
関
係
で
昵
懇
の
家
同
士
は
隣
接
を
望
む
。
石
高
に
応
じ
た
工

事
面
積
の
割
り
出
し
か
ら
く
る
端
数
の
扱
い
も
あ
っ
た
し
、
池
田
輝
政
ら
多
く
は
「
は

れ
が
ま
し
き
所
」を
望
ん
だ
（
後
述
）
。
決
定
ま
で
に
複
雑
な
や
り
と
り
と
調
整
が
あ
っ

た
。
ま
た
丁
場
割
図
の
作
成
時
期
は
細
川
家
覚
書
が
慶
長
十
五
年
四
月
十
八
日
だ
と

す
れ
ば
そ
れ
以
降
に
な
る
が
、
す
で
に
こ
の
日
以
前
に
鍬
始
（
起
工
式
）
が
終
わ
っ

て
お
り
、
丁
場
は
決
ま
っ
て
い
る

（
（
（

。

　

四
月
十
九
日
浅
野
幸
長
書
状
（
浅
野
三
原
文
書
）
に
、
直
前
ま
で
「
御
縄
張
・
御

鍬
初
」
で
忙
し
か
っ
た
と
あ
る
。
御
深
井
丸
と
天
守
台
が
地
続
き
と
な
っ
て
い
た
丁

場
割
図
（
当
初
案
・
旧
案
）
変
更
が
す
な
わ
ち
御
縄
張
で
、
そ
し
て
鍬
初
め
（
＝
起

工
式
、
掘
削
開
始
の
日
）
は
四
月
十
九
日
の
直
前
で
あ
っ
た
。
覚
書
の
日
付
は
四
月

十
八
日
で
そ
れ
よ
り
も
前
に
公
表
さ
れ
、
進
行
中
の
丁
場
割
案
が
あ
る
の
に
、
そ
れ

を
踏
ま
え
な
い
廃
案
・
旧
案
が
遠
い
小
倉
（
も
し
く
は
中
津
）
の
細
川
家
中
に
伝
え

ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

　

細
川
忠
興
は
閏
二
月
に
石
切
場
を
離
れ
、
伏
見
を
経
て
帰
国
す
る
。
あ
と
を
託
さ

れ
た
子
忠
利
だ
っ
た
が
、
三
月
二
十
二
日
の
段
階
で
も
こ
の
旧
案
し
か
知
ら
ず
、「
本

丸
は
の
こ
ら
ず
九
州
・
北
国
・
み
の
衆
つ
か
ま
つ
り
、
二
ノ
丸
は
後
跡
の
衆
が
入
る
」

と
し
て
、
二
ノ
丸
は
「
後
跡
」
、
つ
ま
り
篠
山
城
を
助
役
し
て
い
た
中
国
・
四
国
・

き
の
国
衆
が
入
る
と
認
識
し
て
い
た
（
「
後
跡
」
は
「
子
孫
の
後
跡
」
と
い
う
用
例

が
多
い
。
後
継
、
後
続
の
意
）
。
細
川
忠
興
は
篠
山
組
が
丹
波
亀
山
城
で
は
な
く
、

名
古
屋
に
回
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
「
俄
の
こ
と
で
各
迷
惑
」
と
し
て
い
た
（
閏
二

月
十
日
書
状
）
。
自
分
た
ち
だ
け
で
積
み
上
げ
る
と
自
負
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
月
下
旬
で
の
忠
利
の
認
識
も
ず
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
一
年
前
に
伝
え
ら
れ
た
覚
書
の

情
報
し
か
頭
に
な
か
っ
た
。
す
で
に
示
さ
れ
、
位
署
も
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
た
丁
場
割

図
が
意
識
に
な
い
。
忠
利
は
忠
興
か
ら
引
き
継
ぎ
し
た
が
、
石
切
現
場
に
出
て
い
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
五
月
十
三
日
に
、
忠
利
は
普
請
奉
行
で
あ
る
岡
村
半

右
衛
門
を
手
打
ち
に
し
た
。
異
常
な
事
件
で
、
普
請
奉
行
と
の
間
に
意
思
の
疎
通
が

な
か
っ
た
。
半
右
衛
門
が
忠
興
寄
り
だ
っ
た
こ
と
は
、
忠
興
に
対
す
る
忠
利
の
釈
明

か
ら
推
測
で
き
る
。
流
動
的
状
況
は
あ
る
に
せ
よ
、す
で
に
三
月
段
階
の
忠
利
に
あ
っ

た
古
い
知
識
を
、
一
ヶ
月
後
、
奉
行
が
国
元
に
知
ら
せ
る
必
要
は
な
い

（
（
（

。

　

及
川
氏
は
前
掲
補
論
で
、
慶
長
十
四
年
五
月
十
六
日
の
山
内
家
普
請
奉
行
書
状
（
山

内
文
書
）
に
書
か
れ
た
丹
波
亀
山
城
に
御
普
請
が
あ
る
と
す
る
丹
後
衆
か
ら
の
情
報

と
、
慶
長
十
五
年
亀
山
城
普
請
の
石
切
場
に
「
三
さ
内
」
（
池
田
輝
政
）
「
あ
さ
の
き
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い
」
（
浅
野
幸
長
）
と
刻
字
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
た
。
篠
山
城
で
は
何
ら
か
の

失
態
が
あ
っ
て
、
徳
川
家
康
が
激
怒
し
、
普
請
奉
行
の
高
野
追
放
（
「
両
人
改
易
」
）

を
含
め
た
処
分
が
あ
っ
た
（
『
山
内
家
史
料
』
・
紀
要
前
々
号
）
。
池
田
家
、
浅
野
家

は
亀
山
城
助
役
が
決
ま
っ
た
時
に
備
え
て
、
石
切
場
を
確
保
し
、
境
目
に
刻
印
し
た
。

十
四
年
中
、
当
初
の
構
想
通
り
に
順
調
に
進
む
こ
と
は
た
し
か
に
な
か
っ
た
。
し
か

し
築
城
規
模
の
大
き
さ
か
ら
い
っ
て
、
彼
ら
中
国
四
国
紀
伊
の
力
は
不
可
欠
で
あ
る
。

篠
山
組
が
翌
年
に
名
古
屋
を
助
役
す
る
案
は
、
名
古
屋
築
城
計
画
が
あ
る
限
り
、
幕

府
の
構
想
に
存
在
し
続
け
た
。

　

山
陽
道
・
播
磨
＝
中
国
大
名
の
池
田
輝
政
は
徳
川
家
康
次
女
督
姫
を
妻
と
し
、
男

子
三
人
は
家
康
の
孫
で
あ
り
、
妹
が
浅
野
幸
長
に
嫁
し
て
産
ん
だ
女
子
、
つ
ま
り
姪

が
春
姫
で
あ
る
。
む
ろ
ん
浅
野
幸
長
は
我
が
子
春
姫
が
徳
川
義
利
（
義
直
）
の
許
嫁

で
あ
っ
た
。
亀
山
城
助
役
で
は
な
く
肉
親
の
居
城
を
、
池
田
輝
政
の
場
合
、
義
弟
と

姪
の
夫
婦
が
住
む
名
古
屋
城
助
役
を
終
始
、
強
く
希
望
し
た
。
事
実
輝
政
丁
場
は
本

町
御
門
か
ら
二
之
丸
を
経
て
本
丸
に
至
る
要
所
、
二
之
丸
未
申
隅
櫓
台
・
多
聞
櫓
台
・

西
鉄
御
門
（
二
之
丸
正
門
枡
形
）
・
本
丸
辰
巳
櫓
台
、
さ
ら
に
は
御
深
井
丸
戌
亥
隅

と
「
は
れ
か
ま
し
き
」
（
元
和
六
年
・
三
月
二
十
九
日
細
川
忠
興
書
状
・
大
日
本
近

世
史
料
「
細
川
家
史
料
」
）
と
こ
ろ
ば
か
り
、
そ
の
隅
石
は
播
磨
姫
路
か
ら
運
ん
だ

竜
山
石
で
、
黄
金
色
も
鮮
や
か
に
見
る
も
の
を
驚
か
せ
て
い
た
。
浅
野
は
尾
鷲
石
を

運
び
、
二
之
丸
東
鉄
門
や
丑
寅
櫓
台
な
ど
、
同
じ
く
「
は
れ
か
ま
し
き
」
所
を
領
内

紀
伊
か
ら
の
石
で
積
ん
で
み
せ
た
。

　

慶
長
十
四
年
四
月
と
す
る
私
見
に
違
和
感
を
持
つ
人
が
多
か
っ
た
の
は
、
慶
長

十
四
年
正
月
に
徳
川
家
康
・
義
利
が
新
城
建
設
を
宣
言
し
た
ば
か
り
な
の
に
、
城
の

規
模
や
堀
、
石
垣
の
面
積
が
坪
・
分
・
朱
・
り
ん
の
単
位
で
わ
か
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
疑
問
か
ら
だ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
「
縄
張
」
が
慶
長
十
四
年
十
一
月
だ
っ

た
と
記
さ
れ
て
、
覚
書
よ
り
も
後
に
な
る
。
し
か
し
慶
長
十
三
年
七
月
に
諸
国
大
名

が
名
古
屋
移
城
を
知
っ
て
い
た
（
前
掲
吉
川
家
文
書
）
。
そ
の
年
に
は
枇
杷
島
橋
架
橋
・

旧
名
古
屋
村
移
転
が
あ
っ
た
と
想
定
し
た
。
構
想
は
早
く
か
ら
あ
り
、
青
写
真
も
早

期
に
作
成
さ
れ
、
堀
の
面
積
も
割
り
出
し
可
能
で
、
各
大
名
の
石
高
に
応
じ
て
「
り

ん
」
の
単
位
ま
で
机
上
で
計
算
で
き
た
。
「
縄
張
」
は
現
地
で
の
「
縄
」
・
丈
量
・
道

糸
「
張
り
」
の
意
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
四
月
に
基
本
計
画
の
情
報
を
得
、
国
元
に

連
絡
し
て
準
備
・
用
意
さ
せ
た
。

　

2
─
2　

碁
盤
割
と
寺
地

　
　

2
─
2
─
1　

寺
地

　

名
古
屋
の
碁
盤
割
り
は
北
端
を
除
き
五
十
間
五
十
間
だ
っ
た
か
ら
、
一
軒
の
奥
行

き
が
そ
れ
ぞ
れ
二
十
間
だ
と
十
間
が
、
十
五
間
だ
と
二
十
間
が
余
る
。
そ
の
空
閑
地

に
は
用
水
池
や
火
の
見
櫓
が
で
き
、
小
規
模
寺
院
も
置
か
れ
、
最
大
に
活
用
さ
れ
た
。

　

熊
本
城
下
の
方
画
地
割
は
名
古
屋
に
先
行
す
る
。
熊
本
古
町
は
や
は
り
碁
盤
割
り

で
、
そ
の
中
の
細
工
町
は
天
正
十
九
年
加
藤
清
正
印
判
の
あ
る
町
建
て
図
で
知
ら
れ

る
（
『
新
熊
本
市
史
・
別
編
第
一
・
地
図
絵
図
』
）
。
細
工
町
は
通
り
に
面
し
て
、
西

側
六
十
四
間
、
東
側
六
十
間
に
「
大
坂
や
」
の
よ
う
に
、
堺
・
播
磨
・
奈
良
（
二
軒
）・

平
野
・
八
幡
・
天
満
・
大
坂
（
二
軒
）
と
畿
内
周
辺
の
都
市
の
名
を
屋
号
と
す
る
豪

商
が
配
置
さ
れ
、
ま
た
か
わ
や
（
か
は
や
）
が
三
軒
も
あ
っ
て
、
武
具
馬
具
の
素
材

で
あ
る
皮
革
を
扱
う
豪
商
が
優
遇
さ
れ
て
店
舗
を
得
て
い
た
。
そ
し
て
四
方
の
通
に

囲
ま
れ
た
一
区
画
（
四
つ
の
町
・
通
り
）
の
な
か
に
中
小
寺
院
が
あ
っ
て
、
参
道
の

出
入
り
口
の
町
（
通
り
）
に
属
し
て
い
た
。
『
肥
後
国
誌
』
に
護
国
寺
は
「
天
正

十
六
年
今
の
所
に
移
る
」
、
ま
た
『
新
熊
本
市
史
』
は
西
光
寺
を
「
天
正
年
中
、
古

町
江
引
移
候
」
、
延
寿
寺
を
「
慶
長
十
六
年
、
熊
本
御
城
下
ニ
引
移
候
」
と
す
る
「
肥
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豊
社
寺
本
末
」
記
事

を
引
く
。
古
町
形
成

と
同
時
に
多
く
の
寺

が
誘
致
さ
れ
、
そ
の

後
も
続
い
た
。

　

寺
院
を
訪
ね
る
人

の
多
く
は
目
標
の
寺

を
目
指
す
。
商
家
の

場
合
は
通
り
が
か
り

で
客
に
な
っ
て
入

る
。
寺
は
通
路
が
あ

れ
ば
よ
か
っ
た
。
碁

盤
割
り
の
方
格
中
心
の
空
間
に
寺
院
を
置
く
方
法
で
あ
れ
ば
、
そ
の
分
、
商
家
を
多

く
設
置
し
、
有
効
活
用
で
き
た
。
生
活
史
研
究
所
・
玉
井
哲
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸

で
は
正
方
形
街
区
中
央
部
に
寺
院
を
配
置
す
る
例
は
な
く
、
町
人
地
の
中
に
寺
院
を

置
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
　

2
─
2
─
2　

名
古
屋
越
＝
清
須
越　

　

名
古
屋
越
＝
清
須
越
の
典
型
は
町
名
で
あ
る
。
清
須
で
の
町
名
は
『
駒
井
日
記
』

文
禄
三
年
四
月
三
日
条
（
五
五
七
〜
五
五
八
頁
）
や
『
蓬
左
遷
府
記
稿
』
慶
長
十
七

年
名
古
屋
検
地
帳
割
に
見
え
る
（
名
史
三
二
七
、
名
史
は
『
名
城
集
成
』
）
。
城
の
施

設
で
は
天
守
、
黒
木
書
院
が
解
体
移
築
さ
れ
た
し
（
清
須
城
天
守
解
体
が
従
来
い
わ

れ
て
き
た
慶
長
十
六
年
で
は
な
く
、
元
和
四
年
と
す
べ
き
こ
と
、
天
守
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
た
め
、
四
方
に
千
鳥
破
風
を
付
け
た
こ
と
は
紀
要
前
号
）
、
ほ
か
樹
木
所

機
能
が
三
ノ
丸
に
移
さ
れ
た
（
蓬
左
文
庫
・
三
ノ
丸
御
樹
木
屋
敷
図
）
。
牢
屋
敷
は

清
須
で
は
本
町
筋
東
に
あ
っ
た
と
す
る
絵
図
（
岩
瀬
文
庫
絵
図
）
と
新
五
条
川
右
岸

に
あ
っ
た
と
す
る
絵
図
（
蓬
左
文
庫
清
須
図
）
、
地
図
（
林
良
幹
『
清
須
城
懐
古
録
』
）

が
あ
る
。
名
古
屋
で
は
牢
獄
（
獄
舎
）
は
当
初
に
は
別
位
置
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

ま
も
な
く
広
小
路
に
面
し
た
場
所
に
移
る
。
公
開
処
刑
・
さ
ら
し
首
が
あ
っ
て
、
獄

舎
は
人
通
り
が
多
い
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
る
。
牢
屋
敷
で
働
く
人
は
刑
吏
で
あ
り
、

犯
罪
者
を
拿
捕
す
る
必
要
か
ら
武
力
に
優
れ
て
い
た
。
『
信
長
公
記
』
首
巻
・
清
須

合
戦
で
城
主
織
田
信
友
方
が
柴
田
勝
家
ら
の
攻
撃
を
山
王
口
で
防
げ
ず
、
「
乞
食
村
」

で
も
防
げ
ず
、
町
口
大
堀
ま
で
攻
め
入
れ
ら
れ
た
、
と
記
し
て
い
る
の
は
刑
吏
の
住

む
地
域
、
兵
力
と
し
て
の
資
質
、
身
分
を
示
す
。
清
須
で
も
名
古
屋
で
も
、
街
道
筋
、

人
通
り
の
多
い
と
こ
ろ
に
獄
舎
・
牢
獄
が
設
置
さ
れ
、
近
く
に
「
乞
食
村
」
「
乞
食
町
」

が
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
貧
窮
者
・
病
者
（
ハ
ン
セ
ン
氏
病
＝
「
癩
」
患
者
）
を
救
済

す
る
玄
海
む
ら
が
あ
っ
て
、
清
須
に
も
名
古
屋
近
郊
に
も
同
じ
呼
称
（
ゲ
ン
キ
ャ
ー
）

が
あ
っ
た
。
清
須
越
は
社
会
組
織
の
移
設
で
あ
る
（
『
近
世
尾
張
の
部
落
史
』
愛
知

県
部
落
解
放
運
動
連
合
会
・
二
〇
〇
二
、
服
部
『
河
原
ノ
者
・
非
人
・
秀
吉
』
）
。

3　

城
づ
く
り
・
石
を
運
ぶ
・
積
む

　

3
─
1　

築
城
時
の
資
材
搬
入
路

　
　
　

3
─
1
─
1　

池
田
輝
政
丁
場
の
竜
山
石
算
木
積
み
隅
角
と
行
合
丁
場

　

御
深
井
丸
北
側
東
面
石
垣
（
御
弓
矢
櫓
台
下
部
石
垣
）
は
丁
場
割
図
（
靖
国
神
社

遊
就
館
所
蔵
・
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
・
『
史
料
が
語
る　

名
古
屋
城
石
垣
普
請
の

現
場
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
羽
柴
三
左
衛
門
仕
口
＝
池
田
輝
政
丁
場
で
あ
っ
た
。
出
角

の
南
に
続
く
石
垣
の
途
中
に
輝
政
領
地
で
あ
る
播
州
か
ら
の
竜
山
石
を
使
用
し
た
五

段
ほ
ど
の
算
木
積
み
隅
角
が
視
認
で
き
る
。
石
垣
の
表
面
に
痕
跡
が
見
え
る
。
算
木

4　�熊本城下図『新熊本市史』絵地図編・くま

もと文学・歴史館
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の
勾
配
を
上
に
伸
ば
し
て
も
天
端
は
狭

す
ぎ
て
、
梁
一
間
に
さ
え
足
り
な
い
。

の
ち
に
建
て
ら
れ
た
弓
矢
櫓
は
南
北
石

垣
の
長
さ
全
て
を
櫓
台
と
し
た
（
礎
石

お
よ
び
御
本
丸
御
深
井
丸
図
・
名
古
屋

市
博
物
館
所
蔵
）
。
算
木
積
み
は
上
部

の
建
物
を
全
く
意
識
し
て
い
な
い
。

　

隣
接
す
る
御
深
井
丸
北
東
入
角
（
多

聞
櫓
台
）
か
ら
東
（
多
聞
櫓
台
）
が
丁

場
割
図
で
は
行
合
丁
場
に
な
っ
て
い

る
。
羽
柴
三
左
衛
門
仕
口
（
矩
の
手
・

直
角
に
折
れ
曲
が
る
二
本
線
）
と
、
続
く
行
合
丁
場
と
の
境
は
、
靖
国
神
社
遊
就
館

本
で
は
境
を
示
す
Ｔ
字
の
マ
ー
ク
が
入
角
に
あ
っ
た
。
の
ち
の
写
本
で
あ
る
金
城
録
・

町
場
請
取
絵
図
（
『
巨
大
城
郭
名
古
屋
城
』
12
頁
）
で
は
弓
矢
櫓
が
建
つ
こ
と
に
な

る
石
垣
の
下
部
に
「
五
間
」
と
記
し
て
い
る
。

＊
行
合
丁
場
は
入
角
の
北
お
よ
び
東
、
と
矩
の
手
状
に
あ
っ
て
、
生
駒
左
近
太
夫
の

丁
場
に
続
く
（
生
駒
家
は
当
主
讃
岐
守
の
逝
去
が
あ
っ
て
、
位
署
が
で
き
ず
、
代

わ
り
に
山
田
久
兵
衛
・
渋
谷
長
兵
衛
が
連
署
し
て
い
る
。
彼
ら
は
松
平
土
佐
守
配

下
で
あ
っ
た
。
こ
の
代
筆
は
丁
場
割
確
認
の
代
行
の
意
味
の
み
で
あ
っ
た
と
考
え

る
）
。
こ
の
箇
所
の
石
積
み
で
は
年
次
の
前
後
を
窺
わ
せ
る
形
跡
は
な
く
、
生
駒

丁
場
は
慶
長
十
五
年
に
積
ま
れ
、
そ
こ
に
直
角
に
上
に
被
る
か
た
ち
で
、
の
ち
に

石
が
積
ま
れ
た
。

　

辞
書
で
の
「
行ゆ

き

合あ
い

」
は
「
打
合
せ
な
し
に
行
な
う
こ
と
。
ぶ
っ
つ
け
本
番
」
と
あ

る
。
こ
れ
ま
で
「
行
合
丁
場
」
は
慶
長
十
五
年
、
諸
大
名
が
名
古
屋
に
い
る
間
に
余

力
の
あ
る
大
名
が
積
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
竜
山
石
の

算
木
積
み
が
説
明
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
算
木
積
み
の
隅
角
よ
り
南

は
石
垣
が
積
ま
れ
ず
に
、
数
年
は
隅
角
が
機
能
し
て
い
た
。
丁
場
割
図
に
描
か
れ
て

い
な
い
二
之
丸
堀
石
垣
（
三
之
丸
側
）
あ
る
い
は
三
之
丸
門
の
石
垣
は
慶
長
十
五
年

助
役
大
名
で
は
な
く
、
彼
ら
が
用
意
し
た
石
を
利
用
し
な
が
ら
、
十
六
年
以
降
の
助

役
大
名
が
積
ん
だ
。
同
様
で
あ
る
。

　

「
行
合
丁
場
」
は
当
面
は
石
垣
が
な
く
、
熱
田
（
名
古
屋
）
台
地
の
末
端
斜
面
の

ま
ま
、
堀
ま
で
ス
ロ
ー
プ
で
繋
い
で
い
た
。
な
ぜ
な
の
か
。

　
　
　

3
─
1
─
2

御
深
井
丸
→
井
桁
組
「
昇
降
式
」
橋
台
→
大
・
小
天
守
台
西

側
切
抜

　

城
は
防
御
拠
点
で
あ
る
か
ら
天
守
ま
で
は
遠
い
。
複
数
の
門
を
潜
っ
て
長
い
道
を

ゆ
く
。
堀
川
か
ら
巾
下
門
近
く
に
荷
揚
げ
し
た
資
材
は
、
南
か
ら
な
ら
西
之
丸
榎
多

門
か
、
東
な
ら
ば
二
之
丸
西
鉄
門
か
ら
搬
入
し
、
本
丸
へ
は
南
の
表
一
之
門
、
ま
た

は
東
一
之
門
が
ル
ー
ト
に
な
る
。
は
た
し
て
そ
こ
を
経
由
し
た
の
か
。
距
離
が
あ
り

す
ぎ
る
。
さ
ら
に
御
天
主
へ
は
小
天
守
内
部
を
通
過
し
た
の
か
。
城
石
垣
（
城
）
は

完
成
す
る
と
出
入
り
口
も
少
な
く
、
屈
曲
部
が
多
く
な
っ
て
、
大
型
資
材
の
搬
入
が

困
難
に
な
る
。
し
か
し
建
築
途
上
な
ら
ば
白
紙
で
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
あ
る
。
こ
の
行

合
丁
場
か
ら
天
守
ま
で
は
、
じ
つ
は
外
部
か
ら
直
線
で
最
短
の
距
離
だ
っ
た
。
加
え

て
堀
が
あ
っ
た
。
堀
は
船
が
使
え
た
。
資
材
運
搬
に
最
も
有
利
な
の
は
舟
運
で
あ
る
。

こ
こ
よ
り
北
側
（
御
深
井
丸
）
に
搬
入
し
た
と
想
定
す
る
。

　

丁
場
割
図
の
段
階
で
、
天
守
台
は
御
深
井
丸
と
地
続
き
だ
っ
た
。
よ
っ
て
当
初
は

5　�池田輝政が領地播州より運んだ竜山石に

よる算木積が視認できる。
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直
接
御
深
井
丸
の
地
面
よ
り
天
守
台
を
築
き
、
資
材
を
運
び
入
れ
る
手
筈
だ
っ
た
。

最
も
容
易
に
搬
入
で
き
る
。
し
か
し
堀
割
り
に
変
更
で
断
ち
切
ら
れ
た
か
ら
、
新
た

な
搬
入
法
・
搬
入
路
を
考
え
た
。

　

天
守
へ
の
搬
入
で
参
考
に
な
る
の
は
宝
暦
の
天
守
台
積
み
直
し
工
事
で
あ
る
。
天

守
台
西
側
に
は
宝
暦
に
埋
め
戻
さ
れ
た
開
口
部
が
歴
然
と
残
っ
て
い
て
、
左
右
と
も

に
算
木
積
み
を
持
つ
。
ま
た
小
天
守
台
に
も
西
側
に
旧
開
口
部
が
あ
っ
て
、
再
建
工

事
の
際
に
見
つ
か
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
西
で
あ
る
こ
と
が
ヒ
ン
ト
で
あ
る
。
前
者

に
棧
橋
が
か
け
ら
れ
て
、
宝
暦
天
守
修
理
に
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、「
仕
様
之
大
法
」

に
「
西
側
御
石
垣
・
切
抜
」
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
（
翻
刻
は
本
紀
要
1
）
。

Ａ
（
81
頁
）

井
楼
・
棧
橋
・
足
代
仕
様

（
略
）

一　

北
ノ
方
ニ
而
井
楼
上
迄
、
長
弍
拾
五
間
巾
四
間
之
棧
橋
壱
ヶ
所
、
各
角
木
を
以

橋
台
組
立
、
長
三
間
之
角
木
・
四
間
五
間
之
松
丸
太
等
を
以
、
六
通
り
ツ
ゝ
登
桁
置

渡
し
、
馬
踏
五
寸
六
寸
之
角
木
置
並
ヘ
、
両
側
手
摺
杉
丸
太
取
附
、
大
小

銯
か
す
が
いか

け

Ｂ
（
85
頁
）

「
切
抜
之
所
築
方　

戌
八
月
九
日
よ
り
同
九
月
三
日
迄
」

西
側
御
石
垣
切
抜
之
所
、
ほ
く
し
方
之
節
よ
り
御
土
蔵
内
通
用
道
ニ
相
成
、
御
石
垣

出
来
此
所
計
明
ケ
置
、
追
而
荒
仕
事
無
之
時
節
見
合
、
築
塞
キ
申
候

　

棧
橋
に
つ
い
て
は
同
書
に
図
面
も
あ
る
。
「
御
天
守
御
修
復
仕
様
妻
之
方
ヨ
リ
見

渡
之
図
」
（
紀
要
1
・
口
絵
6

－

1
）
に
西
の
棧
橋
が
、
同
「
平
之
方
ヨ
リ
見
渡
之
図
」

（
口
絵
6

−

2
）
に
北
の
棧
橋
の
横
か
ら
の
立
体
図
が
描
か
れ
て
い
る
（
本
稿
写
真
7
）
。

ま
た
本
年
刊
行
の
『
御
巡
覧
留
続
編
』
中
の
藩
主
宗
勝
宝
暦
四
年
（
1
7
5
4
）
巡

覧
図
（
同
書
図
版
5
）
に
は
、
御
天
守
北
側

に
朱
字
で
「
北
棧
木
階
」
、
西
に
黒
墨
で
「
御

材
木
橋
」
、
「
西
」
、
朱
墨
で
「
南
棧
木
バ
シ
」

と
あ
り
、
北
と
西
の
棧
橋
の
平
面
位
置
、
そ

し
て
巡
覧
す
る
藩
主
が
そ
こ
を
通
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
二
つ
の
棧
橋
が
同
時
に
あ
っ
た
。

た
だ
し
「
西
之
方
切
抜
よ
り
南
の
井
楼
」
と

も
あ
る
（
81
頁
）
。
い
く
つ
か
の
井
楼
が
存

在
し
た
よ
う
だ
。

　

宝
暦
の
棧
橋
は
規
模
が
大
き
く
、
柱
は
用

い
ず
に
井
桁
形
に
箱
を
積
み
重
ね
て
橋
台
に

し
て
い
た
。
橋
台
は
「
長
三
間
之
角
木
」
・
「
四
間
五
間
之
松
丸
太
」
で
組
み
あ
げ
ら

れ
た
。
高
所
で
の
作
業
に
な
る
か
ら
、
縄
で
結
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
木
組
（
継
手
仕

口
）
で
崩
れ
な
い
よ
う
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
西
側
御
石
垣
切
抜
」
は
「
ほ
く

し
方
之
節
よ
り
御
土
蔵
内
通
用
道
ニ
相
成
」
と
あ
っ
て
、
「
ほ
ぐ
し
方
」
つ
ま
り
石

垣
解
体
時
か
ら
利
用
さ
れ
た
と
あ
り
、
塞
が
れ
た
石
を
除
去
す
れ
ば
使
用
で
き
る
「
切

抜
」
が
す
で
に
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
「
切
抜
」
と
棧
橋
が
使
え
な
か
っ
た
ら
、
石
を

出
す
場
所
が
な
く
て
、
天
守
台
内
部
は
す
ぐ
に
石
で
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
不
可
欠
の

装
置
だ
っ
た
。
こ
の
棧
橋
は
工
事
の
進
捗
に
つ
れ
、
当
初
は
高
く
積
ま
れ
、
解
体
時

に
は
だ
ん
だ
ん
下
が
り
、
積
み
上
げ
時
に
は
だ
ん
だ
ん
上
が
っ
て
い
く
。
橋
台
を
基

礎
と
し
、
登
桁
が
「
六
通
り
」
と
さ
れ
た
。
築
城
図
屏
風
に
描
か
れ
た
梯
子
段
は
横

に
四
列
ほ
ど
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
六
列
だ
っ
た
。

　

立
面
図
で
数
え
る
と
、
高
さ
は
十
三
段
あ
る
い
は
十
七
段
、
井
桁
が
組
み
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
切
抜
底
ま
で
だ
か
ら
、
高
さ
は
最
高
で
14
・
5
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
上
げ 6　天守台西側切抜（旧開口部）
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下
げ
に
増
段
の
足
場
が
必
要
で

あ
っ
た
。
大
正
十
年
西
南
隅
櫓
修

理
の
際
の
仮
設
棧
橋
が
写
真
に
あ

る
。
相
撲
の
触
れ
太
鼓
の
櫓
で
は

長
さ
15
メ
ー
ト
ル
の
檜
材
が
使
わ

れ
る
と
い
う
。
作
業
の
足
場
だ
か

ら
手
を
離
せ
る
よ
う
に
二
本
の
丸

太
の
柱
と
通
路
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
転
落
防
止
の
馬
踏
み
も
あ
っ

た
。
長
さ
五
間
の
井
桁
の
周
囲
に

複
線
の
足
場
が
作
ら
れ
た
な
ら
、

七
間
四
方
程
度
（
12
・
6
メ
ー
ト

ル
）
の
構
築
物
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
宝
暦
に
利
用
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
何
百
倍
も
の
資
材
搬

入
を
必
要
と
し
た
慶
長
に
は
想
像

を
絶
す
る
よ
う
な
構
築
物
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　

天
守
台
西
側
で
は
堀
底
が
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
る
が
（
『
本
丸
内
堀
発
掘
調
査
報

告
書
』
2
0
2
3
）
、
切
抜
か
ら
鉛
直
に
下
ろ
し
た
線
を
西
に
伸
ば
し
た
南
北
の
等

距
離
に
石
垣
列
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
25
メ
ー
ト
ル
間
隔
の
平
行
線
で
、
中
心
線
（
東

西
）
よ
り
南
と
北
に
そ
れ
ぞ
れ
12
・
5
メ
ー
ト
ル
の
並
行
石
垣
が
あ
っ
た
。
並
行
す

る
二
本
の
線
で
西
側
で
も
そ
れ
に
直
交
す
る
石
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
長
方
形
に
は

な
ら
ず
、
並
行
線
で
、
匚
状
に
閉
じ
て
は
い
な
い
。
む
ろ
ん
櫓
台
で
も
幻
の
「
西
小

天
守
台
」
で
も
な
く
、
建
物
構
築
を
前
提
に
し
な
い
。

　

天
守
へ
の
最
短
路
は
も
う
一
つ
、
西
側
に
あ
っ
た
。
西
之
丸
と
御
深
井
丸
の
間
、

御
深
井
丸
透
門
橋
台
に
つ
な
が
る
堀
で
あ
る
。
天
守
台
地
続
き
構
想
が
消
え
、
こ
の

ル
ー
ト
も
重
視
さ
れ
た
。
小
天
守
西
側
の
切
抜
き
（
旧
開
口
部
）
に
繋
が
る
搬
入
路

で
あ
る(

『
史
料
が
語
る
名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
現
場
』
65
頁
、
原
史
彦
コ
ラ
ム
写

真)

。
こ
の
場
合
、
橋
台
石
垣
西
側
が
積
ま
れ
ず
に
、
土
の
斜
面
の
ま
ま
で
あ
っ
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
現
在
橋
台
を
鵜
の
首
と
呼
ぶ
人
が
多
い
が
、
近
代
の
造
語
で
、

学
術
的
用
語
と
は
い
え
な
い
。
後
述
）
。

　

宝
暦
よ
り
は
慶
長
の
方
が
搬
入
物
資
の
量
が
飛
躍
的
に
多
か
っ
た
。
宝
暦
以
上
に

頑
丈
な
階
段
（
棧
橋
）
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
て
石
も
柱
材
も
搬
入
さ
れ
た
。

　

行
合
丁
場
は
資
材
搬
入
の
最
短
路
だ
っ
た
。
今
次
の
木
造
天
守
再
建
工
事
で
も
同

じ
場
所
か
ら
搬
入
し
、
堀
に
設
け
ら
れ
た
台
よ
り
資
材
を
搬
入
す
る
。

　

3
─
2　

石
を
引
く

　

絵
画
資
料
に
み
え
る
石
引
に
は
石
曳
図
（
和
泉
館
所
蔵
）
、
石
切
図
（
松
永
美
術
館
）
、

石
曳
図
（
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
）
、
築
城
図
（
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
）
の
各
屏
風
、

石
曳
蒔
絵
盆
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
が
あ
る
。

　
　

3
─
2
─
1　

石
曳
図
屏
風
（
下
田
昌
男
氏
旧
蔵
・
和
泉
館
所
蔵
）

　

箱
根
町
指
定
文
化
財
。
制
作
年
は
不
明
。
石
工
が
技
術
を
語
り
伝
え
、
絵
師
の
元

に
壮
大
な
絵
が
画
材
集
（
粉
本
）
と
し
て
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
っ
て
、
描
か
れ
た
伝

統
世
界
の
よ
う
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
（
修
羅
・
す
ら
）
に
よ
っ
て
海
岸
ま
で
石
引
さ
れ

て
、
そ
こ
で
動
力
の
な
い
船
（
バ
ー
ジ
・
艀
）
に
積
ま
れ
る
。
船
は
海
岸
の
杭
お
よ

び
岩
と
綱
で
結
ば
れ
て
い
る
。
綱
に
は
数
人
が
つ
き
、
海
中
で
調
整
す
る
人
も
い
る
。

厚
い
木
板
が
敷
か
れ
て
、
船
は
二
艘
を
横
に
つ
な
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
左
舷

7　仕様之大法にみる井桁式棧橋台
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側
に
み
え
る
の
は
船せ

が

い枻
で
、
構
造
材
で
も
あ
っ
て
骨
格

を
な
す
。
船
に
反
り
は
な
く
、
平
ら
で
面
積
の
広
い
鏡

石
状
の
石
が
積
載
さ
れ
る
。
船
枻
の
間
隔
は
明
ら
か
に

沖
の
方
が
広
く
、
陸
側
は
詰
ま
っ
て
石
の
荷
重
を
後
方
、

艫と
も

で
受
け
る
。
石
は
板
に
乗
せ
ら
れ
、
そ
の
板
は
コ
ロ

の
上
に
乗
り
甲
板
の
よ
う
で
あ
る
。コ
ロ
は
船
の
上
の
、

舳
先
の
わ
ず
か
を
除
い
て
ほ
ぼ
全
面
に
敷
か
れ
る
。
二

本
の
綱
が
左
右
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
人
ほ
ど
の

男
た
ち
が
引
く
。
綱
の
先
は
神
楽
棧
で
巻
き
上
げ
ら
れ
、

男
た
ち
が
一
本
の
手
子
（
棒
）
に
一
人
が
つ
い
て
時
計

回
り
で
押
し
回
し
て
綱
を
引
い
て
い
る
（
奥
側
は
や
や

画
像
が
不
鮮
明
）
。
音
頭
を
取
る
男
が
三
人
ほ
ど
い
て

手
を
揚
げ
な
が
ら
、
「
そ
う
れ
・
え
い
や
ぁ
ー
ー
」
の

よ
う
に
声
を
か
け
る
。
そ
の
前
の
石
切
り
出
し
場
面
で

も
一
人
が
石
の
前
に
、
三
人
が
扇
子
を
手
に
声
を
か
け

て
い
る
。
石
の
近
く
に
は
手
子
を
も
っ
た
男
が
方
向
を

調
整
す
る
。
舳み

よ

し先
の
船
枻
に
乗
る
男
は
竿
を
も
っ
て
停

泊
し
て
作
業
す
る
石
船
の
方
向
を
調
整
し
た
。

　

石
の
す
ぐ
後
に
手
子
を
持
つ
男
が
五
人
ほ
ど
い
る
。

前
方
で
石
に
掛
け
た
綱
を
引
く
時
に
微
調
整
す
る
。
彼

ら
は
台
の
上
に
乗
る
。
そ
の
後
に
別
の
五
、
六
人
が
い

て
、
大
き
な
木
の
板
を
左
右
で
二
枚
、
そ
れ
で
石
が
乗

る
船
上
の
板
を
押
し
て
い
る
。
石
の
上
に
は
予
備
の
綱

が
二
巻
き
。
海
上
に
は
陣
笠
を
被
る
人
物
数
名
を
乗
せ

た
船
が
二
艘
い
て
、
一
艘
に
は
鉾
槍
が
み
え
る
。
指
揮
者
・
監
督
者
が
乗
る
船
で
あ

ろ
う
。
石
は
コ
ロ
の
上
だ
か
ら
不
安
定
に
見
え
る
が
、
数
十
人
が
か
り
で
な
け
れ
ば

動
か
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
神
楽
棧
と
後
方
の
綱
で
固
定
し
た
。

　

二
艘
は
左
右
が
繋
が
れ
た
ま
ま
帆
掛
船
に
よ
り
曳
航
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
ま
ま

沖
合
に
い
る
大
き
な
母
船
に
積
む
。
浜
は
浅
い
が
沖
は
深
く
、
喫
水
に
耐
え
う
る
船

だ
っ
た
。
明
ら
か
に
二
艘
が
並
行
す
る
。
格
子
状
の
は
ぎ
付
け
（
落
下
防
止
か
）
を

二
艘
と
も
に
両
舷
で
外
し
て
い
る
。
曳
航
船
か
ら
石
が
載
る
板
は
や
や
持
ち
上
げ
ら

れ
、
船
に
一
端
が
か
か
る
。
石
に
結
ば
れ
た
綱
は
手
前
側
の
船
中
央
に
あ
る
神
楽
棧

に
結
ば
れ
、
こ
の
神
楽
棧
は
手
子
（
棒
）
を
一
人
が
押
し
て
い
た
前
者
と
は
大
き
く

異
な
っ
て
、
一
本
の
手
子
（
棒
）
を
七
、
八
人
が
押
し
て
い
る
。
計
四
本
だ
か
ら

三
十
人
ほ
ど
で
回
す
。
神
楽
棧
は
船
の
中
央
に
あ
っ
て
頑
丈
に
船
体
に
固
定
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
、
棧
が
あ
る
以
上
、
巨
石
は
載
せ
ら
れ
な
い
。
奥
側
の
船
に
は
神
楽
棧

が
な
い
か
ら
、
石
を
積
み
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
手
前
の
船
は
い
わ
ば
ウ
ィ
ン
チ
船

で
、
奥
の
船
に
石
を
引
き
載
せ
る
こ
と
が
任
務
・
仕
事
だ
っ
た
。
二
艘
と
も
に
帆
柱

の
横
に
下
ろ
し
た
帆
布
。
沖
合
に
帆
掛
船
が
二
艘
い
る
の
は
曳
航
補
佐
か
。

　

描
か
れ
た
石
は
極
端
に
大
き
く
み
え
、
城
郭
で
も
こ
れ
ほ
ど
の
石
は
必
要
と
し
な

い
。
大
坂
築
城
に
関
す
る
薩
藩
旧
記
増
補
所
収
（
元
和
七
年
）
六
月
廿
八
日
伊
勢
貞

昌
書
状
（
『
大
日
本
史
料
』
十
二
編
三
十
三
、
六
〇
頁
）
に
あ
る
大
坂
城
築
城
記
事
に

よ
れ
ば
、
池
田
宮
内
（
忠
雄
）
は
長
七
間
・
横
三
間
、
加
藤
肥
後
守
（
忠
広
）
は
九

間
半
の
石
を
引
き
、
「
ケ
様
成
石
世
上
ニ
有
之
物
ニ
テ
候
哉
」
「
右
之
石
一
つ
ニ
付
銀

子
百
五
十
貫
目
程
入
申
」
と
あ
る
。
池
田
忠
雄
が
運
ん
だ
蛸
石
（
桜
門
）
は
、
た
て

5
・
5
ｍ
、
横
11
・
7
ｍ
、
お
な
じ
く
肥
後
石
は
5
・
5
ｍ
、
14
・
0
ｍ
だ
か
ら
、

九
間
半
＝
17
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ば
ず
、
八
間
ほ
ど
。
絵
で
は
手
の
幅
を
一
間
と
し
て

十
一
間
ほ
ど
、
横
幅
も
四
間
は
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（
な
お
銀
子
百
五
十
貫
目
は
現

8　石切図屏風（和泉館所蔵）
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代
価
格
に
換
算
す
れ
ば
、
お
よ
そ
二
千
〜
四
千
万
円
ほ
ど
か
）
。

　
　

3
─
2
─
2　

�

石
切
図
屏
風
（
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
内
松
永
美
術
館
）

　

旧
所
有
者
の
祖
で
あ
る
鈴
木
太
吉
氏
（
大
工
棟
梁
一
八
五
七
〜
一
九
三
七
）
の
希

望
で
制
作
さ
れ
た
。
仮
に
五
〇
歳
の
時
と
し
て
一
九
〇
七
年
、
近
代
絵
画
で
あ
る
。

相
州
一
の
石
切
場
で
あ
っ
た
湯
河
原
吉
浜
の
光
景
と
さ
れ
る
。
吉
浜
の
石
切
は
継
続

さ
れ
、
伝
統
技
術
は
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
巨
石
運
搬
方
法
の
具
体
を
取
材
し
、

築
城
時
の
光
景
を
描
い
た
か
、
粉
本
（
元
絵
）
が
あ
っ
た
か
。
左
の
入
江
（
あ
）
に

は
沖
に
帆
掛
船
が
一
艘
、
浜
に

船
（
艀
）
が
三
艘
い
て
帆
掛
船

の
旗
に
は
「
西
之
丸
普
請
御
用

石
」
と
あ
る
。
（
あ
）
で
は
石

積
み
は
始
ま
っ
て
お
ら
ず
、
石

は
準
備
さ
れ
て
い
る
が
待
機
中

で
あ
る
。
こ
の
入
江
の
山
は
岩

山
だ
か
ら
そ
れ
自
体
が
石
切
場

か
。
そ
の
右
手
、
長
浜
が
始
ま

る
（
い
）
に
も
同
じ
文
字
の
あ

る
船
が
い
て
、
船
の
前
半
分
に

す
で
に
石
が
積
ま
れ
て
い
る
。

長
浜
に
は
（
い
）
（
う
）
二
カ

所
に
陣
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
海

に
向
か
っ
て
二
方
向
に
竹
矢

来
、
陸
側
に
陣
幕
が
張
ら
れ
る
。

（
い
）
で
は
牛
が
二
頭
、
（
う
）
で
は
牛
ま
た
は
人
が
引
く
両
側
二
輪
の
荷
車
が
、
そ

れ
ぞ
れ
石
を
搬
入
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
（
い
）
で
は
車
の
周
囲
に
た
く
さ
ん
の
人

が
つ
く
。
（
い
）
（
う
）
で
は
陣
幕
の
張
ら
れ
た
入
り
口
左
右
に
「
献
上
御
用
石
」
と

書
か
れ
た
旗
が
立
つ
。
幕
の
紋
は
「
大
」
ま
た
は
「
火
」
の
字
が
丸
（
足
付
き
）
で

囲
ま
れ
、
大
久
保
家
の
家
紋
に
似
る
。
「
献
上
」
で
あ
れ
ば
助
役
で
は
な
い
。
船
が

綱
で
岸
の
杭
に
繋
が
れ
て
い
る
点
は
先
に
同
じ
だ
が
、
石
は
前
方
が
角
石
（
隅
石
）で
、

後
方
に
て
鏡
石
を
積
み
込
み
中
。
人
間
は
略
式
描
写
の
点
描
。
岸
に
棧
橋
が
あ
っ
て
、

船
と
桟
橋
を
繋
ぐ
大
き
な
板
の
上
を
石
が
移
動
中
。
先
頭
に
は
操
作
用
の
竿
を
持
つ

人
物
が
い
る
。
船
は
舷
側
が
低
く
、
ひ
ら
だ
船
に
見
え
、
先
頭
に
波
切
板
が
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
長
い
航
海
に
は
適
さ
な
い
（
『
石
垣
が
語
る
江
戸
城
』
、
内
田
清
・

一
九
七
〇
、
渡
辺
孟
・
二
〇
二
一
）
。
こ
の
大
き
さ
の
曳
航
石
船
な
ら
、
そ
の
ま
ま

名
古
屋
で
も
堀
川
に
入
る
。
熱
田
で
母
船
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
潮
に
乗
っ
て
竿
で
操

作
さ
れ
な
が
ら
堀
留
近
く
ま
で
上
が
る
。

ウ
ェ
ブ
「
お
だ
わ
ら
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

　
　

3
─
2
─
3　

石
曳
図
（
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
）

　

こ
の
図
は
右
下
に
「
江
州
佐
和
山
普
請　

井
伊
采
女
石
曳
之
図
」
と
い
う
墨
書
が

あ
っ
て
、
彦
根
城
普
請
の
光
景
と
さ
れ
て
い
る
。
石
は
人
間
の
背
丈
ほ
ど
、
三
人
が

乗
る
か
ら
平
面
積
は
二
畳
ほ
ど
で
あ
る
。
荷
車
の
車
輪
は
背
丈
と
比
較
す
る
と
二
Ｍ

強
で
、
車
輪
の
横
に
は
帯
刀
す
る
人
が
つ
い
て
、
車
軸
に
付
属
す
る
手
押
し
（
ハ
ン

ド
ル
）
を
押
す
。
牛
は
異
様
に
角ツ

ノ

が
巨
大
だ
が
、
切
ら
な
け
れ
ば
こ
う
な
る
。
一
頭

の
大
き
な
牛
が
、
車
台
か
ら
轅

ナ
ガ
エ

で
繋
が
れ
た
ク
ビ
キ
を
引
き
な
が
ら
前
進
を
試
み
る
。

背
中
に
は
立
髪
が
あ
っ
て
腹
（
足
）
に
掛
け
ら
れ
た
綱
で
背
中
に
鞍
が
結
び
つ
け
ら

れ
、
そ
こ
か
ら
も
綱
が
伸
び
て
車
台
を
牛
が
引
く
。
そ
れ
と
は
別
に
車
台
に
結
ば
れ

9　�松永美術館（おだわらデジタルミュージアム）の石切図屏風�
全体は https://odawara-digital-museum.jp/selection/definition/50/
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た
太
い
綱
を
左
右
そ
れ
ぞ
れ
に
綱
が
伸
び
、
前
に
肩
が
ら
み
で
綱
を
引
く
男
が
左
右

そ
れ
ぞ
れ
五
人
、
そ
の
後
方
に
綱
を
繰
り
出
す
男
が
三
人
、
左
右
合
わ
せ
て
十
六
人

が
牛
に
あ
わ
せ
て
綱
を
引
く
。
そ
の
後
ろ
に
三
人
い
て
、
帯
刀
す
る
が
、
直
接
綱
は

ひ
か
ず
、
長
い
テ
コ
（
手
木
）
の
よ
う
な
物
を
持
つ
。
車
が
動
か
な
く
な
っ
た
ら
押

し
た
。
帯
刀
す
る
も
の
は
一
名
が
手
押
し
（
ハ
ン
ド
ル
）
を
操
作
す
る
が
、
直
接
綱

は
引
か
な
い
か
ら
、
指
揮
す
る
側
に
い
て
侍
で
あ
る
。
石
の
上
の
男
の
上
着
は
南
蛮

風
・
洋
服
で
、
日
の
丸
の
扇
で
指
揮
を
取
る
。
墨
書
き
を
信
じ
れ
ば
、
彼
が
井
伊
采

女
で
あ
る
。
そ
の
後
ろ
は
帯
刀
す
る
が
若
衆
髷
つ
ま
り
元
服
前
の
若
者
で
、
一
見
女

性
の
よ
う
に
描
か
れ
、
太
鼓
を
叩
く
。
先

の
伊
勢
貞
昌
書
状
（
前
々
頁
）
に
は
「
何

も
太
鼓
・
鼓
・
笛
、
女
人
な
と
は
や
し
候

由
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
横
に
は
背
丈
が
低

く
少
女
の
よ
う
に
も
見
え
る
女
性
が
、
特

段
の
動
作
は
せ
ず
に
た
だ
座
っ
て
眺
め
て

い
る
。

　

路
上
に
は
見
物
す
る
一
群
が
お
り
、
中

心
人
物
は
中
腰
で
お
そ
ら
く
は
床
机
に
座

る
。
大
小
二
本
差
し
で
、
帽
子
は
洋
帽
、

こ
れ
も
南
蛮
衣
装
だ
っ
た
。
そ
の
右
も
左

も
大
小
帯
刀
す
る
人
物
で
、
右
は
さ
ら
に

鉤
の
手
カ
ギ
の
つ
い
た
槍
を
持
ち
、
左
は

竹
の
棒
を
持
つ
。
一
番
右
側
も
帯
刀
す
る

若
衆
で
一
見
す
る
と
女
性
の
よ
う
に
描
か

れ
、
肩
に
黒
と
赤
の
袋
を
担
う
。
左
端
も

二
本
差
し
の
若
衆
二
人
で
あ
る
。

　
　

3
─
2
─
4　

築
城
図
屏
風
（
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
）

　

築
城
図
屏
風
は
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
、
過
去
に
は
「
駿
府
城
」
築
城
図
屏
風
と

さ
れ
て
い
た
が
、
根
拠
は
な
く
、
特
定
の
城
の
情
景
で
は
な
い
。
築
石
は
コ
ロ
の
上

に
シ
ュ
ラ
が
置
か
れ
る
。
シ
ュ
ラ
は
右
に
切
り
口
が
見
え
て
お
り
、
二
本
の
木
材
を

貫
三
本
で
つ
な
い
で
い
る
。
石
は
不
陸
が
あ
る
か
ら
コ
ロ
で
円
滑
に
引
く
た
め
に
上

下
面
が
平
ら
な
シ
ュ
ラ
が
必
要
だ
っ
た
。
諏
訪
の
御
柱
は
山
か
ら
里
ま
で
引
く
間
に
、

木
の
底
は
平
滑
に
な
る
。
シ
ュ
ラ
は
地
面
に
接
し
な
い
が
、
コ
ロ
は
多
少
の
節
目
・

曲
り
は
な
く
な
っ
て
、
摩
擦
係
数
を
減
ら
す
。
石
の
上
に
は
六
人
が
乗
り
、
そ
の
う

ち
五
人
は
道
化
風
で
、
先
頭
で
踊
る
男
は
南
蛮
風
で
髪
型
も
日
本
風
で
は
な
い
。
後

の
四
人
の
内
二
人
は
面
を
被
っ
て
い
る
。
手
持
ち
太
鼓
（
小
太
鼓
・
う
ち
わ
太
鼓
か
）

を
た
た
き
、
隣
の
男
が
ホ
ラ
貝
を
吹
く
。
奇
抜
で
人
目
を
引
い
た
。
手
前
の
石
上
か

ら
か
が
む
男
は
太
鼓
を
叩
く
。
ホ
ラ
貝
の
合
図
で
引
き
始
め
、
貝
、
大
太
鼓
・
小
太

鼓
が
鳴
る
間
、
の
け
ぞ
り
な
が
ら
綱
を
引
き
、
音
が
止
む
と
一
息
入
れ
る
。
全
員
が

調
子
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
石
は
動
か
な
い
。
石
の
後
に
は
手
子
を
持
つ
男
が
三
人
、

そ
の
後
に
も
手
子
組
が
控
え
順
繰
り
に
交
代
し
た
。
コ
ロ
は
石
の
通
過
で
後
か
ら
前

に
運
ば
れ
る
。
絵
で
は
必
ず
し
も
き
れ
い
な
円
柱
で
は
な
い
か
ら
、
回
転
す
る
ほ
ど

で
は
な
く
、
摩
擦
を
減
じ
、
上
を
滑
ら
せ
た
。
ア
ラ
メ
や
ヤ
ツ
デ
の
よ
う
に
ぬ
め
り

を
含
む
も
の
を
敷
い
た
（
西
ケ
谷
恭
弘
「
石
曳
き
」
『
月
刊
歴
史
と
旅
』

二
〇
〇
〇
）
。
綱
引
き
は
左
一
扇
か
ら
二
扇
全
体
、
一
部
三
扇
ま
で
及
ぶ
長
さ
で
、

石
の
直
後
で
は
四
本
に
見
え
る
が
、
第
二
扇
で
は
五
本
に
見
え
る
。
全
体
で
百
人
ほ

ど
が
引
い
た
。
右
手
に
は
二
輪
の
車
が
三
両
い
る
。
い
ず
れ
も
積
載
は
石
ひ
と
つ
で
、

三
な
い
し
四
尺
立
法
、
上
に
人
は
乗
ら
な
い
。
二
台
は
牛
が
引
き
、
う
ち
後
の
一
台

10　石曳図（大阪城天守閣蔵）
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は
人
が
後
押
し
す
る
。
先
頭
の
一
台
は
人
が
三

人
で
引
く
。
そ
の
横
で
は
そ
れ
よ
り
や
や
大
ぶ

り
の
石
を
二
本
の
綱
で
十
人
ほ
ど
が
引
く
。
牛

が
引
く
荷
車
な
ら
人
は
一
人
、
人
だ
け
が
引
く

車
な
ら
三
人
、
車
な
し
な
ら
十
人
が
必
要
だ
っ

た
。
一
方
、
中
間
に
は
井
桁
に
組
ん
だ
木
の
枠

組
み
に
大
き
な
石
を
つ
り
下
げ
る
。
一
本
に
六

人
、
そ
れ
が
四
列
あ
る
か
ら
二
十
四
人
で
あ
る
。

仮
に
二
ト
ン
あ
っ
た
と
す
る
と
、
一
人
の
肩
に

83
キ
ロ
の
重
量
が
掛
か
る
。
偶
数
列
の
人
は
全

員
、
前
に
あ
る
柱
に
手
を
延
ば
し
て
、
限
界
の

重
み
に
耐
え
た
。
そ
の
前
方
に
は
六
人
×
六
人
、

三
十
六
人
持
ち
の
井
桁
が
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は

道
化
役
風
の
男
が
つ
り
下
げ
ら
れ
た
石
の
上
に

乗
っ
て
、
笹
の
よ
う
な
も
の
で
指
揮
を
執
っ
て

い
る
。
先
ほ
ど
の
よ
う
に
前
の
柱
に
手
を
伸
ば

す
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
着
物
に

ふ
ん
ど
し
だ
が
、
な
か
に
は
前
に
ボ
タ
ン
の
あ

る
シ
ャ
ツ
を
着
た
も
の
も
い
て
、
南
蛮
衣
装
は

よ
ほ
ど
に
流
布
し
て
い
た
。
二
つ
の
井
桁
に
は

そ
れ
ぞ
れ
先
頭
に
女
性
の
よ
う
に
見
え
る
人
物

が
い
て
、
北
原
糸
子
『
江
戸
城
外
堀
物
語
』
（
ち

く
ま
新
書
・
一
九
九
九
）
は
女
性
と
す
る
。
上

半
身
は
裸
で
下
半
身
も
裸
体
に
近
く
、
と
も
に

特
異
な
帽
子
を
被
っ
て
い
る
。
女
性
で
あ
れ
ば
相
当
人
目
を
引
い
た
。
若
衆
も
女
性

風
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
そ
の
可
能
性
も
あ
る
。
屏
風
に
は
演
芸
者
や
見

世
物
、
ケ
ン
カ
、
物
乞
い
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
祭
り
・
群
衆
・
狂
騒
が
あ
っ
た
。

　
　

3
─
2
─
5　

石
曳
蒔
絵
盆
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）

　

ど
こ
の
現
場
か
、
い
つ
の
時
代
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
石
が
数
多
く
積
載
さ
れ
る
。

二
輪
の
車
の
轅

な
が
え

（
長
柄
）
を
左
右
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
男
が
引
き
、
そ
の
前
に
左
右
の

綱
が
延
び
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
人
以
上
で
引
く
。
上
に
は
小
柄
な
男
が
乗
っ
て
、
指
揮

を
す
る
。
後
に
は
手
木
を
も
っ
た
二
人
が
い
て
、
路
上
に
は
大
小
帯
刀
す
る
侍
と
控

え
る
若
衆
、
ま
た
床
机
に
掛
け
る
人
物
が
い
る
。

　

以
上
か
ら
荷
車
の
場
合
は
二
輪
で
そ
れ
以
上
は
な
い
、
牽
引
は
牛
、
人
間
、
ま
た

併
用
が
あ
っ
た
。
台
上
に
乗
っ
て
指
揮
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
つ
ね
に
で
は
な
い
。

　

名
古
屋
城
の
石
引
図
は
『
尾
張
名
所
図

会
』
・
加
藤
清
正
の
も
の
が
名
高
い
。
清
正

石
引
き
は
『
続
撰
清
正
記
』
に
み
え
る
。
清

正
だ
け
で
な
く
福
島
正
則
も
木
遣
を
好
ん
だ

と
い
い
、
彼
ら
は
好
ん
で
石
引
の
石
に
乗
っ

た
。
た
だ
し
『
名
所
図
会
』
は
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
〜
十
二
年
の
間
の
制
作
で
、

二
百
三
十
年
も
後
で
あ
る
。
実
景
を
見
た
絵

師
が
描
い
た
も
の
で
は
な
い
し
、
こ
の
絵
ほ

ど
の
巨
石
は
名
古
屋
城
に
使
わ
れ
て
い
な

い
。
四
輪
の
車
も
例
が
な
い
（
後
述
）
。
清

正
伝
説
は
今
で
も
拡
大
さ
れ
て
お
り
、
本
丸

12　石曳蒔絵盆（東京国立博物館）

11　�築城図屏風（部分、名古屋市博物館所蔵）
全体は https://www.museum.city.nagoya.jp/collection/fi�ne_portrait/lineup/index.html
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東
御
門
枡
形
に
あ
る
石
も
古
写
真
に
よ
れ
ば
昭
和
・
戦
前
に
「
清
正
石
」
の
札
が
建

て
ら
れ
た
。
こ
こ
は
黒
田
長
政
丁
場
で
あ
り
、
筑
前
人
の
苦
労
の
結
果
が
、
無
関
係

の
別
人
の
功
績
に
す
り
替
え
ら
れ
た
。
正
し
い
評
価
を
望
む
。
加
藤
清
正
の
天
守
台

石
垣
は
百
五
十
年
ほ
ど
で
崩
れ
る
手
前
と
な
っ
て
解
体
さ
れ
た
。
今
見
る
石
垣
は
大

半
、
宝
暦
に
尾
張
藩
が
積
み
替
え
た
も
の
な
の
に
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

3
─
3　

石
を
積
む

　

築
城
図
屏
風
（
3
─
2
─
4
）
に
は
大
勢
の
働
く
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
綱
引
き

を
し
、
ク
リ
石
を
背
負
う
人
た
ち
は
、
特
段
の
技
術
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

急
坂
で
転
倒
も
し
て
い
る
が
、
運
搬
要
員
と
し
て
多
数
が
参
加
し
て
い
る
。
算
盤
と

帳
面
を
持
っ
た
男
か
ら
賃
金
を
得
て
い
る
光
景
も
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
石
垣
を
築
く
現

場
で
は
石
垣
の
隙
間
穴
に
木
材
を
入
れ
、
そ
れ
に
板
を
か
け
て
足
場
と
し
、て
こ
（
梃

子
・
手
子
・
手
木
）
を
持
っ
て
石
積
み
の
補
正
を
す
る
人
が
い
る
。
高
所
作
業
の
技

術
を
持
つ
。
彼
ら
が
「
ひ
よ
」
（
日
用
）
と
考
え
る
（
後
述
）
。

　
　

3
─
3
─
1　

地
形
（
じ

（
ぢ
）

ぎ
ょ
う
）
と
埋
土

　

石
垣
が
崩
壊
す
る
要
因
は
地
震
か
大
雨
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
石
垣
は
背
後
（
内

部
）
、
地
山
と
ク
リ
の
間
に
溜
ま
っ
た
水
と
土
の
圧
力
を
受
け
る
。
天
守
台
で
は
天

守
の
屋
根
（
雨
落
ち
）
か
ら
外
、
石
垣
の
多
く
で
雨
を
受
け
る
が
、
可
及
的
速
や
か

に
排
水
さ
れ
る
。
大
雨
の
日
に
は
天
守
台
北
東
部
二
ヶ
所
か
ら
の
排
水
が
観
察
で
き

る
し
、
排
水
口
は
苔
が
生
え
て
い
る
か
ら
普
段
の
目
視
も
可
能
だ
。
同
時
に
圧
力
に

耐
え
う
る
石
壁
が
必
要
で
あ
る
。
扇
の
勾
配
で
一
つ
の
築
石
は
外
側
が
高
く
傾
斜
し

て
い
る
。
外
側
へ
は
前
面
に
塞
が
る
石
を
上
に
持
ち
上
げ
な
け
れ
ば
築
石
を
押
し
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
築
石
は
上
か
ら
何
石
も
重
な
っ
て
い
る
。
内
側
の
土
圧

水
圧
は
こ
の
構
造
の
故
に
石
垣
を
内
側
か
ら
押
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
強
い
構

造
で
、
ク
リ
石
・
築
石
の
間
か
ら
排
水
が
容
易
だ
っ
た
。
た
だ
全
面
的
に
変
形
し
て

逆さ
か

石い
し

と
呼
ば
れ
る
状
態
、
水
平
も
し
く
は
外
側
が
下
を
向
く
状
態
に
な
っ
て
扇
の
勾

配
が
維
持
で
き
な
け
れ
ば
崩
壊
し
た
（
逆
石
は
ウ
ェ
ブ
検
索
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

初
心
者
が
誤
り
や
す
い
、
積
ん
で
は
い
け
な
い
積
み
方
で
あ
る
。
逆
石
状
態
は
人
為

的
な
積
み
方
で
は
な
く
、
経
年
変
状
で
あ
る
。
職
業
的
な
石
積
み
技
術
者
は
絶
対
に

積
ま
な
い
）
。

　

内
側
か
ら
押
し
出
す
力
が
あ
っ
て
も
、
石
の
傾
斜
、
扇
の
勾
配
が
維
持
さ
れ
て
い

れ
ば
崩
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
扇
の
勾
配
で
も
上
端
部
は
水
平
に
な
る
。
軒
下
だ

か
ら
雨
が
入
ら
ず
、
水
は
た
ま
ら
ず
、
水
圧
・
土
圧
は
生
じ
に
く
い
。
根
石
も
枕
木

の
上
に
胴
木
（
土
台
木
）
を
置
く
か
ら
水
平
に
な
る
。
安
定
上
、
ま
た
施
行
上
、
土

台
は
水
平
が
重
視
さ
れ
た
。
石
は
上
か
ら
押
さ
え
ら
れ
、
凹
凸
も
あ
る
し
、
胴
木
上

に
置
か
れ
れ
ば
、
普
通
な
ら
移
動
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
扇
の
勾
配
に
よ
る
力
学

＝
物
理
的
絶
対
安
定
が
適
用
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
慶
長
期
に
築
城
さ
れ
た
多
く

13　根石モデル（天守台南西）

14　根石モデル（江戸城外堀・北原前掲書）
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の
城
は
、
こ
の
根
石
の
前
面
を
埋
め
る
こ
と
で
根
石
の
移
動
要
因
を
な
く
し
た
。
紀

要
三
号
で
本
丸
石
垣
各
面
に
刻
ま
れ
た
三
、
二
の
数
字
が
根
石
か
ら
の
石
の
数
を
示

し
て
い
る
こ
と
、
『
金
城
温
古
録
』
に
「
根
石
の
下
に
は
敷
松
（
胴
木
）
が
あ
っ
て
、

前
面
を
埋
め
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
発
掘
区
全
体
で
検
出
さ
れ
る
「
慶
長

盛
土
」
が
そ
の
埋
土
に
該
当
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
『
金
城
温
古
録
』
の
ほ
か
に
も

同
時
代
（
リ
ア
ル
タ
イ
ム
）
史
料
に
、
埋
土
を
採
用
し
た
と
い
う
同
じ
記
述
が
あ
っ

た
。
名
古
屋
城
に
関
す
る
（
慶
長
十
五
年
）
八
月
二
十
三
日
庄
野
文
書
（
二
三
）
に

　
　

も
は
や
水
た
ゝ
き
も
無
之
候
、
堀
う
め
地
形
迄
被
仰
付

と
あ
る
（
紀
要
四
号
）
。
こ
こ
で
は
堀
を
埋
め
る
こ
と
が
地
形
（
普
請
の
基
礎
工
事
）

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
着
手
し
な
か
っ
た
水
敲
の
こ
と
が
併
述
さ
れ
る
。

ほ
か
熊
本
城
宇
土
櫓
の
前
面
堀
の
発
掘
調
査
で
も
埋
め
土
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

根
石
は
枕
木
の
上
の
並
行
す
る
二
本
の
土
台
木
（
胴
木
）
に
置
か
れ
る
。
こ
の
方

法
は
片
斜
面
、
岩
盤
上
の
山
で
は
採
用
で
き
な
い
。
ま
た
江
戸
城
外
堀
で
は
、
土
台

木
（
胴
木
）
を
入
れ
る
溝
を
深
く
掘
る
方
法
を
と
り
、
根
石
の
両
側
を
巾
3
、
3
〜

4
、
5
メ
ー
ト
ル
掘
り
下
げ
て
「
地
形
根
切
り
」
と
し
、
そ
の
溝
に
土
台
木
（
胴
木
）

と
根
石
を
入
れ
、
小
面
（
表
側
）
と
石
じ
り
（
奥
）
の
両
方
を
ク
リ
石
で
充
填
し
た

（
前
掲
北
原
一
六
二
・
一
六
九
頁
）
。
二
本
の
胴
木
は
杭
で
固
定
さ
れ
、
そ
の
間
は
ク

リ
石
を
詰
め
た
。
こ
の
方
法
を
と
っ
た
場
合
、
並
行
す
る
二
本
の
胴
木
に
高
低
の
差

が
若
干
あ
っ
て
、
水
平
で
は
な
い
。
枕
木
は
な
い
し
、
埋
め
土
も
不
要
と
な
る
か
ら
、

外
堀
ゆ
え
の
略
式
と
い
え
る
。
調
査
を
す
れ
ば
小こ

面づ
ら

前
面
（
胴
木
の
堀
側
）
に
ク
リ

石
が
検
出
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
名
古
屋
城
本
丸
・
二
之
丸
で
は
検
出
さ
れ
な
い
。

　

熊
本
城
備
前
堀
で
は
狭
い
根
切
り
に
土
台
木
を
入
れ
ず
、
石
の
ま
わ
り
に
ク
リ
石

を
詰
め
て
高
石
垣
の
基
礎
と
し
て
い
た
（
本
年
度
調
査
）
。

　

名
古
屋
城
で
は
根
切
り
（
床
掘
）
は
堀
底
か
ら
浅
く
と
ど
め
て
枕
木
と
二
本
の
土

台
木
（
胴
木
）
を
敷
設
し
（
二
之
丸
東
門
）
、
水
平
を
確
保
し
、
地
震
時
の
移
動
防

止
目
的
で
前
面
を
盛
り
土
し
た
。
地
震
時
に
根
石
が
動
く
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
と
わ

か
る
。
文
禄
伏
見
地
震
（
地
震
に
よ
る
改
元
で
慶
長
に
な
る
）
に
て
天
守
が
崩
壊
、

お
そ
ら
く
根
石
が
動
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
周
縁
部
（
江
戸
城
外
堀
）
で
は
、
広
域
を

盛
土
す
る
工
法
は
費
用
と
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
て
採
用
で
き
な
か
っ
た
。

　
　

3
─
3
─
2　

水
敲

　

上
記
引
用
で
は
こ
の
後
に
水
敲
き
記
事
が
続
く
。
名
古
屋
城
で
も
堀
埋
め
地
形
に

合
わ
せ
て
、
水
敲
記
事
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
連
続
す
る
工
事
と
な
る
場
合
が
多
か
っ

た
。
も
し
堀
底
高
さ
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
水
敲
工
事
に
着
手
で
き
た
と
す
る
と
、
そ

の
場
合
に
は
施
工
順
に
時
間
差
が
で
き
る
。

　

水
敲
に
つ
い
て
、
二
条
城
図
（
蓬
左
文
庫
所
蔵
、
雑
誌
『
蓬
左
』
1
0
1

の
表

紙
に
使
用
）h

t
t
p
s
:
/
/
h
o
u
s
a
.
c
i
t
y
.
n
a
g
o
y
a
.
j
p
/
a
r
c
h
i
v
e
/
p
d
f
/
h
o
u
s
a
1
0
1
.
p
d
f

）

と
江
戸
城
図
（
柳
川
文
書
館
寄
託
「
立
花
文
書
」h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
e
d
o
-
c
h
i
y
o
d
a
.

j
p
/
m
a
t
e
r
i
a
l
/
fi
l
e
s
/
g
r
o
u
p
/
2
/
e
d
o
j
o
s
o
t
o
b
o
r
i
-
0
2
.
p
d
f
 

、

前

掲

北

原

著

書

一
七
五
頁
、
一
部
は
『
牛
込
御
門
外
橋
詰
』
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
・
地
下
鉄
7
号

線
溜
池
・
駒
込
間
遺
跡
調
査
会
、
一
九
九
四
）
に
よ
っ
て
、
堀
を
形
成
す
る
石
垣
の

う
ち
外
側
、
低
い
方
を
指
し
た
と
わ
か
る
。

　

蓬
左
文
庫
二
条
城
絵
図
で
は
二
之
丸
西
堀
に
続
く
位
置
に
「
此
ク
ヰ
よ
り
南
へ
八

拾
九
間
四
尺
七
寸
水
タ
ゝ
キ　

尾
張
様
御
町
場
」
、
そ
の
北
側
に
は
「
是
ヨ
リ
南
ヘ

水
タ
ゝ
キ
ニ
テ
六
拾
九
間
弍
尺
三
寸
」な
ど
随
所
に
「
水
タ
ゝ
キ
」が
記
さ
れ
る
。
「
水

タ
ゝ
キ
橋
台
共
ニ
」
と
も
あ
っ
た
。
「
合
九
拾
間
三
尺　

尾
張
様
御
町
場　

御
本
丸

水
タ
ゝ
キ
」
と
あ
る
箇
所
は
二
之
丸
地
籍
で
は
な
く
、
「
本
丸
」
堀
の
一
部
と
な
っ

て
い
る
。
「
水
タ
ゝ
キ
ニ
テ
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
本
丸
・
二
之
丸
は
ほ
と
ん
ど
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に
「
水
タ
ゝ
キ
」
と
注
記
が
あ
る
が
、
本
丸
南
側
の
雁
木
よ
り
西
、
北
側
の
雁
木
よ

り
西
、
お
よ
び
普
請
対
象
で
は
な
か
っ
た
古
堀
に
は
注
記
が
な
い
。

　

「
立
花
文
書
」
の
江
戸
城
図
で
は
「
水
敲
此
間
五
十
三
間
三
尺
一
寸
立
花
飛
騨
守
分
」

あ
る
い
は
「
水
敲
」
が
堀
外
側
の
お
お
む
ね
直
線
に
何
か
所
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

姫
路
城
の
場
合
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
十
月
九
日
史
料
に

「
此
外
絵
図
門
北
、
水
敲
石
垣
弍
ヶ
所
・
北
勢
隠
門
東
、
水
敲
壱
ヶ
所
」
（
『
特
別
史

跡
姫
路
城
跡
石
垣
総
合
調
査
報
告
書
』
12
頁
）
と
あ
る
。
絵
図
ノ
門
は
三
之
丸
東
出

曲
輪
の
門
で
、
南
北
の
水
堀
が
あ
っ
た
。
外
側
の
石
垣
で
あ
る
（
現
在
動
物
園
一
帯
）
。

　

前
掲
の
北
原
糸
子
『
江
戸
城
外
堀
物
語
』
で
は
水
敲
は
「
水
際
・
堀
端
の
低
い
石

垣
」
「
二
之
丸
側
の
低
い
水
敲
」
「
外
堀
の
石
垣
」
と
し
（
24
・
70
・
73
・
79
頁
）
、

内
田
九
州
男
は
「
石
垣
上
に
多
聞
・
塀
、
櫓
等
を
も
た
な
い
石
垣
」
「
上
に
建
物
を

も
つ
石
垣
を
本
石
垣
と
い
う
」
と
し
た
（
『
大
坂
城
の
諸
研
究
』
一
九
八
二
・

3
6
4

頁
）
。
二
人
の
説
明
は
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
現
象
で
、
堀
を
構
成

す
る
両
側
石
垣
で
外
側
に
建
物
が
建
つ
こ
と
は
な
い
。
城
内
側
に
い
る
の
が
味
方
で

あ
っ
て
、
敵
は
外
と
い
う
の
は
城
の
縄
張
り
の
大
前
提
で
あ
る
。
堀
の
城
内
側
は
出

角
入
角
を
多
用
し
て
、
横
矢
掛
け
を
作
る
。
意
図
的
に
屈
曲
を
作
っ
て
防
御
の
足
掛

か
り
と
し
た
。
対
し
て
堀
の
外
（
二
之
丸
側
端
・
本
丸
に
向
く
側
）
に
攻
撃
装
置
を

設
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
防
御
施
設
で
あ
る
建
物
も
建
て
な
い
し
、
横
矢
・
折
れ
歪

み
＝
出
角
・
入
角
も
不
要
だ
か
ら
単
純
な
直
線
に
な
る
（
堀
巾
確
保
の
必
要
が
あ
る

と
き
の
み
出
角
・
入
角
が
あ
る
）
。
台
地
縁
辺
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
城
で
は
、

堀
の
外
側
は
も
と
も
と
低
い
か
ら
、
低
い
石
垣
と
な
る
。

大
坂
城
水
敲
の
具
体

　

国
文
学
資
料
館
・
阿
波
国
徳
島
蜂
須
賀
家
文
書
中
の
寛
永
五
年
八
月
十
五
日
、
「
寛

永
五
年
大
坂
二
ノ
丸
南
輪
御
石
垣
・
水
敲
御
石
垣
坪
数
指
引
ノ
御
帳
」
（
27

−

01
御
手

伝
普
請

0
3
6
2

で
は
、
水
敲
は
ハ
サ
ミ
石
、
カ
ズ
ラ
（
葛
）
石
、
ガ
ン
ギ
石
、

猴
石
（
さ
ま
石
・
猿
間
石
）
、
水
通
、
土
留
と
並
ん
で
書
か
れ
、
カ
ズ
ラ
（
葛
）
石

は
軒
下
の
雨
だ
れ
に
並
べ
た
石
で
、
石
の
種
類
、
仕
様
に
関
わ
っ
て
い
た
（
文
書
画

像

は

ウ

ェ

ブ
・h

t
t
p
s
:
/
/
a
r
c
h
i
v
e
s
.
n
i
j
l
.
a
c
.
j
p
/
G
0
0
0
0
0
0
2
3
8
7
0
0
/

d
a
t
a
/
0
0
7
3
6

）

　

松
平
新
太
郎
自
分

本
御
石
垣
築
坪

一
三
百
四
拾
壱
坪
五
分
二
厘　

地
口
拾
九
間
三
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
分
高
金
ニ
拾
五
間
三
尺
反
入
テ
拾
七
間
三
尺
五
寸

一
七
拾
坪
七
分
七
厘　
　
　
　

片
入
角
反
坪

一
三
拾
坪
壱
分
九
厘　
　
　
　

片
入
角
反
坪

築
坪
四
拾
四
坪
六
分
四
厘

一
弍
拾
九
坪
七
分
六
厘　

御
矢
倉
台
地
口
折
返
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
四
間
弍
尺
四
寸
高
金
ニ
三
間
六
寸

築
坪
三
拾
五
坪
二
分
五
厘

一
弍
拾
三
坪
五
分　
　
　
　

御
二
ノ
丸
西
ノ
仕
切
□
ツ
内

築
坪
百
七
拾
八
坪
二
分
四
厘

一
百
拾
九
坪
一
分
六
厘　
　
　
　

水
敲
御
石
垣
地
口
拾
六
間
四
尺
七
寸
高
金
ニ
拾
九

間
五
尺
反
入
テ
拾
間
三
尺
九
寸

築
坪
四
拾
弍
坪
六
分

一
弍
拾
八
坪
四
分　
　
　
　

水
敲
両
入
角
反
坪

築
坪
弍
拾
壱
坪
三
分

一
拾
四
坪
弍
分　
　
　
　

水
敲
出
角
返
坪
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間
数
弍
拾
四
間
壱
尺
壱
寸

一
三
拾
坪
弍
分
三
厘　
　
　

猴
石
一
間
ヲ
壱
坪　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
分
五
厘
ニ
シ
メ

間
数
百
五
拾
六
間
壱
尺
三
寸

一
五
拾
弍
坪
七
厘　

か
ん
き
石
三
間
ヲ
壱
坪
ニ
シ
メ

　

Ａ
大
阪
市
役
所
所
蔵
丁
場
書
付
（
『
大
日
本
史
料
』
十
二
編
三
十
三
）
あ
る
い
は

Ｂ
国
立
国
会
図
書
館
蔵
大
坂
御
城
之
図
（
『
城
郭
石
垣
の
技
術
と
組
織
』
石
川
県
金

沢
城
調
査
研
究
所
・
二
〇
一
二
）
は
大
坂
城
、
寛
永
五
年
頃
の
丁
場
割
図
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
両
者
は
同
一
図
で
は
な
く
、
建
物
の
有
無
な
ど
差
が
あ
る
。
松
平
新
太

郎
（
池
田
幸
隆
＝
光
政
）
の
丁
場
は
Ａ
で
は
六
ヶ
所
、
Ｂ
で
は
七
ヶ
所
で
、
Ａ
に
は

京
橋
口
北
と
玉
造
門
北
の
記
載
が
な
く
、
Ｂ
で
は
桜
門
南
の
井
戸
が
な
い
。

　

蜂
須
賀
文
書
記
述
と
の
対
応
は
、
京
橋
口
北
（
「
本
石
垣
」
入
角
二
）
、
二
之
丸
南

櫓
台
（
「
御
矢
倉
台
」
）
、
本
丸
桜
之
御
門
西
側
（
水
敲
御
石
垣
）
、
二
之
丸
追
手
土
橋

隅
周
辺
（
「
御
二
ノ
丸
西
ノ
仕
切
」
、
角
な
し
）
・
京
橋
口
土
橋
周
辺
（
入
角
二
・
出

角
一
、「
水
敲
両
入
角
」
か
）
、
二
之
丸
南
（
入
角
一
、
出
角
一
、「
水
敲
出
角
」
か
）
。

　

た
た
き
は
一
般
に
は
庭
の
滝
の
水
の
落
ち
口
な
ど
の
平
ら
な
石
、
洗
掘
か
ら
防
護

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
床
版
（
護
床
）
を
い
い
、
水
平
な
語
感
が
あ
る
。
な
ぜ
垂

直
な
石
垣
が
水
た
た
き
と
呼
ば
れ
る
の
か
。江
戸
城
の
呉
服
橋
門
の
ま
え
は
平
川
（
日

本
橋
川
）
で
、
当
然
対
岸
の
石
垣
は
き
わ
め
て
低
い
。
二
条
城
も
盛
土
が
主
体
の
よ

う
で
、
外
側
の
石
垣
は
低
い
。
水
と
の
距
離
が
近
い
か
ら
か
。
堀
の
中
に
な
る
部
分

が
大
半
だ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
の
か
。
台
地
を
ほ
り
こ
ん
だ
部
分
の
大
坂
城
は
、
南

外
堀
な
ど
対
岸
の
石
垣
は
決
し
て
低
く
は
な
い
が
、
蜂
須
賀
文
書
に
あ
る
通
り
、
水

た
た
き
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

建
物
が
な
く
、
屋
根
・
雨
樋
・
排
水
路
も
な
い
か
ら
、
雨
水
が
築
石
裏
側
（
ク
リ

石
の
上
部
）
に
入
る
。
そ
れ
を
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
、
ク
リ
石
幅
に
何
ら
か
の
保

全
機
能
を
付
し
て
水
タ
ゝ
キ
と
呼
ん
だ
可
能
性
も
想
定
し
て
み
た
が
、
低
い
石
垣
の

場
合
、
そ
う
し
た
配
慮
は
不
要
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

水
敲
に
関
す
る
史
料
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
に
掲
載
し
た
。
寛
永
元
年
の
大
坂

城
加
藤
左
馬
（
嘉
明
）
の
丁
場
は
蓬
左
文
庫
図
に
よ
っ
て
天
守
西
側
堀
と
わ
か
る
が
、

「
加
藤
左
馬
（
嘉
明
）
殿
町
場
水
た
ゝ
き
少
く
る
ひ
候
由
候
、
上
石
を
取
の
け
被
置

候
由
」（
『
八
代
市
立
博
物
館
報
告
書
』
5
─

7
5
8
）
、「
水
た
ゝ
き
ふ
く
れ
申
」（
『
大

日
本
近
世
史
料
』
細
川
家
文
書
10
─

4
8
5
）
と
あ
っ
て
、
低
位
で
も
失
敗
が
あ
っ

た
。

　

3
─
4　

石
垣
を
直
す

　
　

3
─
4
─
1　

宝
暦
修
理

　

石
垣
修
理
の
記
録
は
多
い
（
『
名
古
屋
城
石
垣
災
害
・
補
修
一
覧
』
平
成
14
年
度
・

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
室
・
名
古
屋
城
管
理
事
務
所
）
。
も
っ
と
も
著

名
な
も
の
は
宝
暦
天
守
台
修
理
で
、
具
体
を
記
す
「
仕
様
ノ
大
法
」
に
つ
い
て
は
堀

内
亮
介
氏
が
詳
細
に
検
討
し
た
（
〈
史
料
紹
介
〉
名
古
屋
城
天
守
宝
暦
大
修
理
史
料

と
「
仕
様
ノ
大
法
」
、
本
紀
要
1
）
。
こ
の
時
の
役
人
に
つ
い
て
は
『
国
秘
録　

御
天

守
修
復
』
に
木
曽
御
材
木
奉
行
兼
御
作
事
奉
行
以
下
が
列
記
さ
れ
、
最
後
に

（
宝
暦
三
酉
四
月
ゟ
）

　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
田
文
右
衛
門

（
中
略
）

　

石
屋
頭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
長
兵
衛

　

石
屋
頭
忰
見
習　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
恒
治
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と
あ
る
。
石
屋
頭
の
井
上
長
兵
衛
は
こ
の
後
の
文
化
修
理
に
も
名
が
見
え
る
。

　
　

3
─
4
─
2　

�

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
御
深
井
丸
透
門
西
土
居
お
よ
び
橋
台

修
理

　

石
垣
北
上
巾
十
七
間
及
東
上
巾
十
五
間
破
損
、
加
重
修
也
、
北
東
隅
下
巾
四
間
半
、　

　

高
三
間
者
無
傾
危
、
不
及
修
繕

　

文
化
二
乙
丑
歳
七
月

　
　

黒
田
文
右
衛
門

　
　

杉
浦
忠
太
郎

　
　

小
山
清
兵
衛

　
　
　

天
野
佐
助 

　
　
　

 

　
　
　

鈴
木
五
兵
衛

　
　
　

加
藤
治
平 

　
　
　
　

（
大
工
）
藤
右
衛
門 

　
　

　
　
　

松
□
□
之
右
衛
門　

（
＊
「
以
下
日
雇
の
頭
な
り
」
） 

　
　
　

津
村
源
吾　
　
　
　
　
　
　
　

治
右
衛
門

　
　
　

鷲
見
只
八　
　
　
　
　
　
　
　

半
四
郎

　
　
　

羽
田
野
弥
三
郎　
　
　
　
　
　

太
兵
衛

　
　
　

井
上
長
兵
衛　
　
　
　
　
　
　

鉄
四
郎

　

御
深
井
丸
南
側
石
垣
（
堀
北
側
石
垣
）
・
透
門
橋
台
の
修
理
で
、
奉
行
は
従
事
者

を
町
人
も
含
め
て
石
垣
に
刻
し
て
記
録
し
た
。
筆
頭
の
黒
田
文
右
衛
門
が
五
十
年
余

前
、
宝
暦
三
酉
四
月
よ
り
木
曽
御
材
木
奉
行
兼
御
作
事
奉
行
を
勤
め
た
人
物
に
同
じ

名
前
で
あ
る
（
川
地
拓
本
は
紀
要
4
号
に
紹
介
、
橋
台
は
「
鵜
の
首
」
と
通
称
さ
れ

て
い
る
が
、
名
古
屋
城
以
外
、
城
に
そ
の
呼
び
名
は
な
く
、
当
然
『
金
城
温
古
録
』

に
も
な
い
。
近
代
の
新
命
名
）
。

　

上
段
が
苗
字
を
持
つ
武
士
で
、
下
段
は
苗
字
の
な
い
町
人
（
職
人
）
で
あ
る
。
上

段
の
武
士
最
後
尾
が
井
上
長
兵
衛
で
、
宝
暦
（
一
七
五
三
前
後
）
に
石
屋
頭
で
あ
っ

た
人
物
に
同
じ
名
前
で
、
襲
名
で
あ
ろ
う
。
士
分
で
石
屋
（
町
人
）で
は
な
い
が
、「
頭
」

と
あ
る
か
ら
石
屋
グ
ル
ー
プ
を
統
率
し
た
（
後
述
4
─
2
─
1
）
。

　

大
工
と
注
記
さ
れ
た
藤
右
衛
門
は
、
文
化
当
時
、
宮
大
工
・
竹
中
家
（
竹
中
工
務

店
の
前
身
）
当
主
だ
っ
た
藤
右
衛
門
（
九
代
目
）
で
あ
る
。
同
時
代
の
作
例
に
は
文

化
十
五
年
の
三
重
県
三
縁
寺
本
堂
が
あ
っ
て
棟
札
に
は
「
竹
中
和
泉
掾
正
敏
」
、
向

拝
彫
物
積
帳
に
「
名
古
屋
下
材
木
町　

大
隅
屋　

藤
右
衛
門
」
、
書
状
に
「
竹
中
藤

右
衛
門
」
と
あ
る
。
ほ
か
藤
右
衛
門
の
作
例
は
多
い
（
『
竹
中
工
務
店
九
十
年
史

1
8
9
9

─

1
9
8
9
』
）
。
た
だ
宝
暦
修
理
の
記
録
に
そ
の
名
前
は
登
場
し
な
い
。

　

原
碑
に
は
な
い
が
、
奥
村
得
義
は
『
金
城
温
古
録
』
中
で
、
治
右
衛
門
以
下
鉄
四

郎
ま
で
の
四
人
に
「
以
下
日
雇
の
頭
な
り
」
と
注
記
し
て
い
る
。
「
日
雇
の
頭
」
は
「
石

屋
頭
」
と
同
様
に
日
雇
グ
ル
ー
プ
を
統
率
し
て
い
た
。
侍
・
大
工
・
日
雇
の
頭
が
工

事
主
体
で
あ
り
、
功
労
者
と
し
て
刻
銘
さ
れ
、
永
久
に
名
前
が
残
っ
た
。

　

石
垣
土
木
工
事
で
大
工
と
日
用
が
登
場
す
る
の
は
、
構
築
さ
れ
る
石
垣
の
上
に
は

塀
・
門
な
ど
の
建
築
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
、
建
物
の
基
礎
工
事
だ
っ
た
。
さ
ら
に
は

石
垣
施
工
で
、
高
所
に
て
勾
配
を
確
認
す
る
丁
張
り
・
井
楼
も
設
置
し
た
（
後
述
）
。

　
　

3
─
4
─
3　

大
正
十
年
西
南
隅
櫓
修
理
写
真
（
宮
内
庁
公
文
書
館
所
蔵
）

　

大
正
十
年
の
本
丸
西
南
隅
櫓
（
未
申
櫓
）
台
の
修
理
写
真
を
見
る
。
濃
尾
震
災
以

後
に
豪
雨
に
よ
り
西
南
隅
櫓
台
と
、
続
き
の
多
聞
櫓
台
石
垣
が
崩
落
し
て
積
み
直
さ

れ
た
。
柱
だ
け
に
な
っ
た
櫓
写
真
も
あ
る
。
写
真
は
南
か
ら
が
三
枚
、
西
か
ら
が
二

枚
あ
る
。
石
垣
を
積
む
際
に
築
城
図
屏
風
の
よ
う
に
人
足
が
築
石
を
台
ま
で
上
げ
、

上
か
ら
下
ろ
す
方
法
と
、
こ
の
写
真
の
よ
う
に
三
又
で
下
か
ら
現
場
ま
で
吊
り
上
げ
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る
方
法
が
あ
っ
た
。
石
垣
東
端
に
丁
張
り
が
写
っ
て
い
る
。
石
垣
の
東
側
先
端
、
崩

れ
な
か
っ
た
箇
所
に
丁
張
り
が
置
か
れ
て
、
勾
配
の
基
準
と
な
り
、
こ
こ
を
起
点
に

道
糸
が
張
ら
れ
た
。
西
南
角
は
崩
れ
て
い
る
。
指
標
と
な
る
原
位
置
（
旧
位
置
）
は
、

残
っ
て
い
た
隅
下
部
（
根
石
）
と
北
お
よ
び
東
か
ら
の
多
聞
櫓
台
推
定
天
端
を
延
長

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
め
た
。
そ
の
西
に
木
組
み
ヤ
グ
ラ
（
井
楼
）
を
建
て
、
先

の
丁
張
り
か
ら
見
通
し
か
、
道
糸
延
長
な
ど
で
勾
配
決
定
か
。
足
場
に
よ
る
木
組
み

ヤ
グ
ラ
は
本
丸
西
側
の
櫓
台
延
長
線
に
も
置
か
れ
た
。
移
動
は
可
能
で
あ
る
。
二
基

と
も
写
真
に
写
る
。
現
在
進
行
中
の
搦
手
馬
出
し
修
理
で
も
丁
張
り
と
ヤ
グ
ラ
は
基

本
装
置
で
あ
る
。
堀
底
に
は
ト
ロ
ッ
コ
の
軌
道
が
見
え
、
築
石
の
移
動
に
使
用
し
た
。

従
前
か
ら
あ
る
堀
底
は
当
然
平
ら
で
あ
っ
た
。
石
の
運
搬
に
は
堀
底
が
水
平
で
あ
る

こ
と
が
前
提
に
な
る
。
築
城
時
も
石
垣
築
造
（
石
運
搬
）
開
始
ま
で
に
堀
底
が
水
平

で
な
け
れ
ば
、
石
の
運
搬
は
難
し
か
っ
た
。
堀
を
ま
た
ぐ
棧
橋
が
二
本
あ
っ
て
、
一

本
は
水
平
で
あ
る
。
写
真
に
は
天
秤
を
担
っ
て
行
き
来
す
る
二
人
の
人
夫
が
写
っ
て

い
る
。
ク
リ
石
は
こ
の
橋
で
運
ん
だ
よ
う
だ
。
築
石
運
搬
は
写
真
の
棧
橋
で
は
難
し

く
、
一
旦
堀
底
に
下
ろ
し
て
か
ら
、
三
又
を
使
用
し
て
そ
こ
か
ら
上
げ
た
だ
ろ
う
。

壁
面
に
は
斜
面
に
た
っ
て
作
業
す
る
人
が
い
て
、
築
城
図
屏
風
に
似
る
。
ヒ
ヨ
か
。

4　

築
城
に
携
わ
る
人

　

4
─
1　

ヒ
ヨ
（
日
用
）

　

名
古
屋
城
史
料
に
日
用
頭
は
石
屋
と
み
え
る
（
後
述
）
。
大
坂
城
再
築
の
丁
場
割

図
（
国
会
図
書
館
蔵
）
で
、
本
丸
堀
（
壁
面
番
号

1
4
6
）
二
十
八
間
の
丁
場
に
「
費

用
」
（
「
日
用
」
）
と
記
さ
れ
て
い
る
（
『
城
郭
石
垣
の
技
術
と
組
織
』
二
〇
一
、

二
二
〇
頁
、
Ａ
表

1
0
2
）
。
こ
の
図
は
本
丸
南
堀
南
面
（
水
敲
）
が
四
面
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
五
面
に
な
っ
た
寛
永
七
年
以
前
の
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
生
駒 15　宮内庁所蔵本丸西南隅櫓台修理写真
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讃
岐
守
（
正
俊
）
と
生
駒
小
法
師
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
父
（
正
俊
）
が
死
ん
だ

元
和
七
年
七
月
以
降
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
時
「
日
用
」
は
大
名
と
同
等
の
仕
事
を

し
て
い
た
。

　

先
に
築
城
図
屏
風
の
石
垣
に
取
り
付
き
作
業
す
る
人
を
日
用
と
考
え
た
。
日
用
に

は
二
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
高
所
作
業
を
専
門
と
す
る
人
、
江
戸
で
い
え
ば
鳶

職
で
あ
る
。
名
古
屋
に
は
ト
ビ
と
い
う
言
葉
（
職
人
の
名
称
）
は
な
い
（
竹
中
工
務

店
・
今
井
豊
和
氏
、
建
設
会
社
経
営
田
中
暁
美
氏
よ
り
の
ご
教
示
）
。
彼
ら
は
木
曽

の
杣
山
に
も
登
場
し
、
高
木
を
扱
う
高
所
作
業
に
あ
た
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
専
門

技
術
を
持
た
な
い
が
、
労
働
力
が
不
足
し
た
現
場
で
、
日
々
雇
用
さ
れ
る
人
た
ち
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
用
例
の
区
別
は
以
下
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
も
記
述
さ
れ

る
が
、
両
者
は
江
戸
時
代
に
は
日
用
頭
の
配
下
で
あ
っ
て
、
お
な
じ
言
葉
で
呼
ば
れ

た
。
大
坂
城
丁
場
に
記
録
さ
れ
た
の
も
日
用
頭
で
あ
ろ
う
。

　
　

4
─
1
─
1　

日
用
の
用
例

　

名
古
屋
周
辺
で
は
日
用
は
ヒ
ヨ
と
発
音
し
、ヒ
ヨ
ウ
と
は
い
わ
な
い
。
ヒ
ヨ
カ
タ
、

ヒ
ヨ
タ
ビ
は
筆
者
も
聞
き
覚
え
が
あ
っ
て
、
子
供
の
時
、
建
前
の
日
だ
っ
た
と
思
う

が
、
母
が
「
今
日
は
ヒ
ヨ
カ
タ
さ
ん
が
来
る
」
と
い
っ
て
い
て
、
さ
ん
付
け
・
敬
称

だ
っ
た
。
ヒ
ヨ
ト
リ
と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
。
給
与
・
報
償
費
を
決
ま
っ
た
主
人
か

ら
得
る
と
い
う
雇
用
関
係
で
は
な
い
が
、
仕
事
は
い
つ
で
も
あ
っ
て
、
需
要
の
あ
る

仕
事
場
を
渡
り
歩
い
た
。
そ
れ
で
日
用
・
日
雇
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
古
文
書
で
は
日

養
、
日
雇
、
日
傭
、
日
用
な
ど
と
表
記
さ
れ
、
辞
書
で
は

（
1
）
（
2
）
略
、
（
3
）
江
戸
時
代
、
日
用
座
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
日
用
札
の
交

付
を
受
け
て
日
雇
稼
ぎ
を
す
る
者
。
鳶
口
・
車
力
・
米
舂
・
軽
籠
持
な
ど
の
類
。

（
4
）
林
業
地
帯
に
お
い
て
小
屋
掛
け
・
山
出
し
・
管く

だ

流な
が

し
な
ど
の
運
材
労
働
に
従

事
す
る
人
夫
の
総
称
。
方
言
（
3
）
木
材
を
川
流
し
す
る
人
夫
。
木
流
し
人
夫

と
あ
る
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
。

　

天
正
期
の
徳
禅
寺
文
書
（
大
徳
寺
文
書
・
大
日
本
古
文
書
2
─
四
八
一
）
、
天
正

二
十
年
徳
禅
寺
庫
司
上
葺
納
下
帳
他
で
は
「
三
升
五
合　

日
養　

屋
上
葺
ノ
時
手
伝
」

「
壱
石
五
斗　

日
養
五
拾
人
一
人
ニ
三
□

（
升
）　

壱
石
五
斗
」
「
日
養
五
拾
人
一
人
ニ
三

□
（
升
）

」
と
あ
っ
た
（
文
中
子
年
で
閏
五
月
と
あ
り
、
天
正
十
六
戊
子
年
・
一
五
八
八
）
。

日
養
は
高
所
作
業
で
あ
る
屋
上
葺
の
「
手
伝
」
を
し
、
一
つ
の
工
事
で
五
十
人
と
か

百
七
人
が
動
員
さ
れ
た
。
一
人
別
に
三
升
、
ま
た
は
三
升
五
合
で
あ
っ
た
。
三
升
、

ま
た
は
三
升
五
合
と
い
う
賃
金
は
、
も
し
一
日
分
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
江
戸
時
代

の
侍
が
五
合
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
す
こ
ぶ
る
高
額
で
、
六
倍
、
な
い
し
七
倍
で
あ

る
。
一
連
の
仕
事
の
請
負
額
（
総
計
）
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

4
─
1
─
2　

木
曽
杣
山
の
日
用

　

『
運
材
圖
會
』
（
嘉
永
七
年
・
一
八
五
四
、
高
山
町
一
九
一
七
）
に
は
杣
山
か
ら
木

を
切
り
出
す
人
々
の
姿
と
厳
し
い
仕
事
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
付
知
川
に
於

け
る
材
木
伐
り
出

し
の
沿
革
絵
解
』

（
付
知
営
林
局
、

昭
和
二
八
）
は
支

流
を
含
む
木
曽
川

流
域
で
の
木
材
搬

出
の
状
況
を
絵
画

で
表
現
し
た
も
の

で
、
壮
大
な
作
業

16　�日用の姿図『付知川に於ける

材木伐出の沿革と繪解　上』

牧野彪六
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の
迫
力
に
引
き
込
ま
れ
る
。
後
者
の
「
杣
小
屋
之
図
」
に
「
杣
小
屋
日
雇
小
屋
ノ
大

小
ハ
ア
レ
ト
モ
造
方
ハ
同
シ　

杣
人
一
組
凢
十
五
六
人　

日
雇
人
夫
一
組
三
十
人
」

と
あ
り
、
「
ボ
サ
抜
き
」
と
い
う
項
に
「
杣
検
尺
が
終
わ
る
と
始
め
て
日
雇
組
の
手

に
移
り
、
日
雇
代
人
は
一
同
を
指
揮
し
て
先
づ
ボ
サ
ヌ
キ
を
一
部
の
人
夫
に
行
は
し

む
」
と
あ
る
。
杣
山
で
は
木
に
登
る
こ
と
も
多
く
、
高
所
作
業
従
事
者
の
彼
ら
が
活

躍
し
た
。
川
狩
で
は
詰
ま
っ
た
木
を
流
し
、
川
の
材
木
に
乗
っ
た
。

　
　

4
─
1
─
3　

元
和
六
年
、
大
坂
城
に
従
事
し
た
日
用

　

普
請
作
事
で
は
大
工
・
左
官
・
日
用
の
組
み
合
わ
せ
が
基
本
で
あ
る
。
大
工
は
木

工
事
、
屋
根
、
左
官
は
壁
塗
り
、
日
用
は
建
築
材
料
の
運
搬
・
用
意
・
組
み
立
て
で
、

ど
の
作
業
も
不
可
欠
だ
っ
た
が
、
人
数
が
も
っ
と
も
多
く
必
要
だ
っ
た
の
は
日
用
で

あ
る
。
脇
田
修
『
日
本
近
世
都
市
史
の
研
究
』
（
一
九
九
四
・
「
役
人
と
日
用
」
）
に
、

元
和
六
年
大
坂
城
築
城
で
の
黒
田
藩
野
村
家
の
支
出
は
、全
体
67
、9
3
6
匁
の
う
ち
、

日
用
分
は
31
、
4
9
8
匁
（
46
％
）、
石
垣
用
の
石
52
個
は
全
体
支
出
2
7
2
2
2

匁
の
う
ち
に
道
具
代
一
貫
3
5
2
匁
（「
石
堀
ハ
リ
鉄
道
具
入
目
」）
を
除
け
ば
、
日

用
分
は
2
5
8
7
0
匁
（
1
0
0
％
）、
ク
リ
石
96
坪
6
分
は
8
6
9
4
匁
の
う
ち

日
用
分
は
2
8
9
8
匁
（
33
％
）
と
あ
る
。
築
石
用
の
石
を
用
意
し
た
の
は
全
て
日

用
で
、
五
月
十
九
日
、
二
十
日
の
根
石
置
き
も
役
人
と
日
用
が
行
っ
た
。

　

元
和
六
年
大
坂
城
で
は
角
石
（
隅
石
）
の
調
達
に
日
用
頭
が
関
わ
る
。
京
極
文
書

＝
大
阪
市
役
所
文
書
（
『
大
日
本
史
料
』
十
二
編
三
十
三
・
七
十
四
頁
、
大
阪
城
天
守

閣
所
蔵
文
書
）
に

（
Ａ
）　
　

す
ミ
石
弍
つ
請
取
申
候

此
銀
子
合
八
百
四
拾
目
わ
た
し
申
候
、
但
嶋
忠
右
衛
門
殿
・
赤
尾
半
右
衛
門
殿
へ
直

ニ
相
渡
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
る
て
や

　
　
　

申
元
和
六
年
十
二
月
六
日　
　
　
　
　
　
　

久
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
左
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　

日
比
五
兵
衛
殿
ま
い
る

（
Ｂ
）　
　
　

請
取
申
銀
子
之
事

　

合
八
百
四
拾
目
者　

但
丁
銀
也

　
　
　
　

但
角
石
弐
ツ
ノ
代
也

右
銀
子
ハ
日
用
頭

0

0

0

茂
左
衛
門
、
久
右
衛
門
両
人
よ
り
請
取
申
候
所
如
件

　
　
　

元
和
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
忠
右
衛
門

　
　
　
　

十
二
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
□
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

赤
半
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
（
花
押
）

　
　
　
　
　

斉
藤
庄
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

日
比
五
兵
衛
殿

と
あ
る
。
（
Ａ
）
を
発
給
し
た
「
ふ
る
て
や
久
衛
門
」
と
、
「
ま
す
や
茂
左
衛
門
」
の

両
名
は
（
Ｂ
）
に
「
日
用
頭
」
と
あ
り
、
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
の
記
述
に
よ
り
角
石
弐
ツ
の

代
金
・
銀
子
合
八
百
四
十
目
を
京
極
家
嶋
忠
右
衛
門
数
□
と
赤
尾
半
右
衛
門
長
□
に

渡
し
、
日
比
五
兵
衛
ら
に
報
告
し
た
。
一
連
文
書
の
中
で
関
係
者
は
京
極
家
の
出
納

担
当
で
嶋
・
赤
尾
は
実
務
者
、
斉
藤
・
日
比
は
責
任
者
で
あ
る
。
同
じ
年
の
七
月
、

伏
見
の
木
や

（
屋
）

五
郎
兵
衛
は
、
伏
見
御
城
鉄
御
門
三
つ
、
御
番
屋
三
つ
を
壊
す
日
用
の

代
銀
三
貫
文
の
一
部
を
受
け
取
っ
た
か
ら
、
五
郎
兵
衛
が
日
用
を
雇
用
し
た
。
材
木

屋
勘
右
衛
門
は
九
月
二
十
九
日
に
土
台

（
代
）

木
と
す
り
板
の
代
金
四
貫
六
百
目
を
受
け

取
っ
た
と
斉
藤
ら
に
報
告
し
て
い
る
。
十
月
十
二
日
に
は
江
戸
堀
材
木
屋
の
少
二
郎
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も
土
台
木
五
本
の
代
銀
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
対
し
て
日
用
頭
の
久
（
右
）
衛
門
・

茂
左
衛
門
の
二
人
は
角
石
二
つ
を
受
け
取
っ
た
代
銀
と
し
て
、
八
百
四
十
目
を
嶋
・

赤
尾
に
渡
し
た
と
し
て
い
る
。
日
用
は
運
び
、
積
む
の
が
仕
事
だ
か
ら
、
こ
の
段
階

ま
で
は
京
極
藩
が
段
取
り
し
、
以
後
は
日
用
頭
が
代
金
を
支
払
っ
て
作
業
し
た
。
銀

子
六
十
匁
は
金
一
両
で
米
一
石
（
京
枡
）
に
相
当
す
る
。
こ
の
時
代
の
米
は
希
少
価

値
が
あ
っ
た
と
考
え
て
、
現
代
の
貨
幣
価
格
換
算
を
仮
に
一
石
10
万
円
と
す
れ
ば
銀

一
匁
は

1
7
0
0

円
弱
、
八
百
四
十
目
は
石
二
つ
分
だ
か
ら
ひ
と
つ
が
大
雑
把
な

目
安
で
71
万
円
換
算
と
な
る
。
築
石
は
55
万
円
だ
っ
た
（
七
八
頁
）
。

　
　

4
─
1
─
4　

日
用
は
不
可
欠

　

日
用
は
雇
用
主
と
固
定
的
な
関
係
に
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
低
く
評
価
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
細
川
忠
興
は
次
の
よ
う
に
、
日
用
へ
の
批
判
に
反
論
し
有
効
性
を
説

く
（
＊
元
和
六
年
・
四
月
十
八
日
細
川
忠
興
書
状
、
松
井
家
古
文
書
7
─

1
2
4
8
）
。

「
日
用
奉
公
人
程
役
ニ
不
立
之
由
、
是
も
わ
れ
〳
〵
な
と
ハ
一
切
不
知
候
、
□
申
越

候
由
、
満
足
ニ
候
、
奉
公
人
程
役
ニ
不
立
候
者
、
役
ニ
立
程
人
数
を
や
と
う
へ
く
候
」

と
し
て
、
日
用
が
い
な
け
れ
ば
城
は
築
け
な
い
の
だ
か
ら
、
数
を
揃
え
ろ
と
あ
る
。

土
佐
山
内
家
で
は
「
百
姓
ノ
外
ニ
毎
日
日
用
弍
三
千
人
や
と
ひ
不
申
候
而
ハ
不
罷
成

候
へ
共
、
前
か
と
の
日
用
銀
八
九
十
貫
目
御
座
候
ニ
付
、
一
切
日
用
入
不
申
候
」
と

あ
っ
て
、
必
要
だ
が
前
か
ら
の
日
用
銀
を
使
う
、
と
あ
る
（
『
大
日
本
史
料
』
十
二

編
之
三
十
三
、
元
和
六
年
正
月
二
十
三
日
条
、
一
三
四
頁
）
。

　

内
田
九
州
男
「
徳
川
期
大
坂
城
再
築
工
事
の
経
過
に
つ
い
て
」
（
『
大
坂
城
の
諸
研

究
』は
以
下
の
「
本
格
普
請
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
日
用
普
請
」を
紹
介
す
る
（
二
〇
二

頁
、
内
田
は
『
熊
本
県
史
料　

近
世
編
三
』
、
中
村
博
志
『
大
坂
城
全
史
』
は
『
綿

考
輯
録
』
か
ら
の
引
用
と
記
述
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
な
い
よ
う
で
、
『
大
日
本
近

世
史
料
・
細
川
家
史
料
』
八
・
一
一
一
頁
）
。

○
年
欠
正
月
十
五
日
付
細
川
内
記
（
忠
利
）
書
状

一　

大
坂
御
普
請
、
只
今
迄
日
雇
之
仕
立
分
、
悉
く
御
築
き
直
し
成
さ
る
ゝ
に
付
き

て
、
坪
数
ま
し
壱
万
石
ニ
、
五
十
坪
ほ
ど
の
あ
た
り
に
て
御
座
候
、
昨
日
右
之
段
仰

せ
出
さ
れ
候

○
二
月
五
日
内
記
（
忠
利
）
宛
細
川
忠
興
書
状
（
同
右
）

一　

大
坂
御
普
請
日
用
に
て
被
仰
付
候
分
御
つ
き
な
を
し
の
由
候
、
ま
へ
か
と
よ
り

其
つ
も
り
に
石
用
意
候
間
（
中
略
）
可
御
心
安
事

○
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
八
月
二
十
八
日
西
島
八
兵
衛
之
友
書
状

大
坂
御
普
請
三
度
か
と
御
聞
き
成
さ
れ
、
御
縄
張
仰
せ
付
け
ら
れ
、
最
初
之
日
用
普

請
打
ち
崩
し
西
国
大
名
衆
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
（
藤
堂
式
部
家
文
書
）

　

寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
の
大
坂
城
石
積
み
は
崩
壊
し
て
お
り
、
七
年
に
大
名
に

よ
っ
て
積
み
直
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
費
用
丁
場
な
の
か
は
不
明
。

　
　

4
─
1
─
5　

名
古
屋
城
の
日
用

　

こ
の
よ
う
に
大
坂
城
で
は
元
和
築
城
で
の
日
用
の
活
動
記
録
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

名
古
屋
で
も
状
況
は
似
て
い
た
と
思
わ
れ
、
文
化
に
主
役
だ
っ
た
こ
と
は
見
た
。
堀

内
亮
介
氏
作
成
の
「
石
屋
頭
井
上
長
兵
衛
に
関
す
る
史
料
」
（
二
〇
二
二
年
十
二
月

十
日
石
垣
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
報
告
資
料
）
に
よ
れ
ば
（
宝
暦
）
「
御
天
守
御

修
復
之
次
第
并
御
用
懸
之
輩
姓
名
掛
札
之
留
」
（
「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復
」
）
所

収
に

作
事
奉
行
支
配　

石
屋
頭　

井
上
長
兵
衛
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同　
　
　
　
　
　

石
屋
頭
倅
見
習　

井
上
恒
治

普
請
方
作
事
方
職
人
日
用
肝
煎　

日
用
頭　

石
屋　

源
六

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
切
肝
煎　

儀
右
衛
門

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

庄
八

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

六
左
衛
門

と
あ
る
の
で
、
日
用
肝
煎
・
日
用
頭
は
す
な
わ
ち
石
屋
で
石
切
肝
煎
も
い
た
。

　

名
古
屋
築
城
期
の
日
用
史
料
は
多
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
八
月
二
十
三
日
黒
田
長

政
刻
印
状
（
庄
野
文
書
23
）
に

一
、
其
元
石
出
候
儀
、
其
組
々
ニ
、
日
用
に
て
も
出
し
候
へ
と
可
申
付
候
、
日
用
銭

ハ
此
方
よ
り
可
出
候

　

ま
た
『
蓬
左
遷
府
記
稿
』
慶
長
十
五
年
十
二
月
（
名
史

1
5
5
）
に

一　

名
古
屋
御
城
御
取
建
の
節
、
人
足
壱
人
ニ
付
日
雇
代
永
楽
七
文
谷
田
家
覚
書
全
文

と
あ
る
。
七
文
は
侍
の
一
日
五
合
よ
り
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
雇
用
関
係
が

時
限
の
日
用
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た

　

『
日
向
記
』
（
名
城
集
成
・
名
古
屋
城
・
史
料
、
以
下
名
史

1
1
8
）
に
は

十
五
年
庚
戌
正
月
人
夫
上
ル
、
二
月
ヨ
リ
取
付

と
あ
る
の
で
、
国
本
か
ら
人
夫
が
上
が
っ
た
よ
う
に
読
め
る
け
れ
ど
、
実
際
に
は
現

地
調
達
で
、
町
方
の
日
用
頭
に
依
頼
し
必
要
な
人
数
を
揃
え
た
。
津
・
藤
堂
藩
で
は

村
人
の
名
古
屋
出
国
を
禁
じ
、
藤
堂
高
虎
が
村
か
ら
出
て
い
く
農
民
を
厳
し
く
統
制

し
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
（
『(

本)

紀
要
』
3
号

−

23
頁
）
。
『
尾
州
御
留
守
日
記
』

文
政
四
年
八
月
六
日
条
に
「
日
雇
頭
黒
鍬
頭
」
が
見
え
る
（
『(

本)

紀
要
』
2
号

−

68
頁
）
。

　

4
─
2　

石
屋
・
手
木
者
之
頭
・
穴
生
頭

　
　

4
─
2
─
1　

石
屋
頭
（
井
上
長
兵
衛
）

　

名
古
屋
城
の
宝
暦
修
理
、
文
化
修
理
の
双
方
の
記
録
に
襲
名
ら
し
き
石
屋
頭
（
井

上
長
兵
衛
）
が
登
場
し
て
い
た
こ
と
は
二
ヶ
所
で
紹
介
し
た
。
『
藩
士
名
寄
』
を
見

る
と
、
石
屋
長
兵
衛
の
祖
で
あ
る
十
兵
衛
は
寛
文
六
年
に
は
御
用
に
懸
わ
っ
て
い
た
。

「
国
秘
録　

御
普
請
奉
行
石
場
役
往
還
方
扣
」
所
収
「
延
享
三
年
寅
十
一
月　

石
屋

頭
井
上
長
兵
衛
由
緒
書
并
石
屋
共
山
入
御
国
奉
行
証
文
写
」
は
よ
り
詳
し
い
（
前
掲

堀
内
亮
介
報
告
資
料
）
。

一　

私
先
祖
曽
祖
父
井
上
長
兵
衛
義
、
源
敬
公
様
御
代
寛
永
十
四
五
年
、
家
屋
敷
拝

領
仕
、
無
足
ニ
而
弐
拾
六
年
石
御
用
相
勤
、
度
々
御
褒
美
頂
戴
仕
候
、
瑞
龍
院
様
御

代
寛
文
三
卯
年
、
御
城
内
石
檣
為
御
用
右
十
兵
衛
被
召
抱
、
御
切
米
拾
石
・
御
扶
持

三
人
分
被
下
置
相
勤
申
候
、
石
垣
御
用
出
精
相
勤
候
ニ
付
、
寛
文
九
酉
年
御
加
増
拾

石
頂
戴
仕
、
都
合
弐
拾
石
・
御
扶
持
三
人
分
被
成
下
、

　

江
戸
城
で
も
石
屋
又
蔵
・
久
兵
衛
ら
が
活
動
し
て
い
る
。
熊
本
藩
細
川
家
に
よ
る

中
之
門
石
垣
修
築
に
は
石
屋
久
兵
衛
が
関
わ
っ
て
い
た
（
『
千
代
田
区
の
文
化
財
』

資
料
編
）
。
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
、
久
兵
衛
の
活
動
は
『
部
分
御
旧
記
』
（
『
熊

本
県
史
』
近
世
3
）
に
も
二
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
普
請
は
十
五
年
完
成
と
さ
れ

る
か
ら
、
清
算
段
階
か
。
そ
の
原
史
料
は
熊
本
大
学
永
青
文
庫
・
「
文
下
四
六
─
四　

公
儀
御
普
請 

寛
永
十
六
年
ゟ
万
治
四
年
迄
」
（
後
藤
典
子
氏
御
教
示
）
に
あ
っ
て
関

連
資
料
が
さ
ら
に
あ
る
（
『
県
史
』
七
一
三
頁
収
録
の
（
ア
）
（
イ
）
は
紙
幅
の
都
合

で
引
用
を
割
愛
）
。

（
ウ
）

寛
永
拾
六
年
七
月
ヨ
リ　

公
儀
江
戸
御
城
御
普
請
付
而
、
殿
様
よ
り
平
石
角
石
カ
ン

ギ
石
被
成
御
上
ゲ
候
、
請
払
之
目
録
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一　

千
三
百
拾
八
本
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

殿
様
ノ
御
石
前
か
と
よ
り
御
座
候
分
内 

六
本
者

角
石
也

一　

七
百
本
者
、　

被
成
御
買
候
平
石

　
　

二
口
合
弍
千
拾
八
本
者
但
六
本
之
角
石
共
ニ

　
　
　
　

内
払

「
付

（
朱
字
頭
注
）

札　

六
本
角
石
水
上
ノ
時
讃
岐
様
衆
よ
り
か
り
切
手
御
奉
行
所
へ
上
ケ
申
候
」

　
　

一　

六
本
者　
　
　
　
　

角
石　

酒
井
讃
岐
様
へ
払
分

　
　

一　

拾
二
本
者　
　
　
　

平
石　

松
平
越
中
様
へ
払
分

　
　

一　

五
百
三
拾
九
本
ハ　

平
石　

青
山
大
蔵
様
へ
払
分

　
　

払
三
口

　
　

合
五
百
五
拾
七
本
内

　
　
　
　
　

百
三
拾
六
本
ハ　

前
か
と
よ
り
御
座
候
石
之
分

　
　
　
　
　

二
百
四
十
四
本
ハ　

御
か（

買
）い

被
成
候
分　

又
蔵
石
之
分

　
　
　
　
　

百
七
拾
七
本
ハ　

御
か
い
被
成
候
分　

久
兵
衛
石
之
分

　
　

残
テ
千
四
百
六
拾
壱
本
ハ
平
石
也

　
　
　
　
　

右
ノ
内

　
　
　
　
　
　

千
百
八
拾
弍
本
ハ
殿
様
ノ
御
石
、
前
か
と
よ
り
御
座
候
分
内 

三
本
者

角
わ
き

　
　
　
　
　
　

百
六
本
者　
　

い
し
や
又
蔵
払
残
之
分

　
　
　
　
　
　

百
七
拾
三
本
者　

同
久
兵
衛
払
残
之
分

　

右
之
残
石
、
我
等
替
り
安
藤
菊
太
夫
天
野
猪
左
衛
門
矢
野
少
兵
衛
ニ
払
切
手
有
之

　
　
　
　

外
ニ

一　

五
百
本
者　

か
ん
き
石

　
　
　
　

内

　
　
　

弍
三
拾
本
払
之　
　
　

但
公
儀
御
用
ニ

　
　

残

　
　
　

弍
百
七
拾
本
者　

御
さ
い
島
ニ
御
取
候 

石

屋

又

蔵

石
屋
久
兵
衛 

預
り
分
也　
　

　
　
　
　
　
　

寛
永
拾
七
年
四
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
　

牧
源
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

か
ゝ
山
与
左
衛
門
殿

（
ア
）
は
石
屋
の
又
蔵
・
吉
右
衛
門
・
久
兵
衛
の
三
人
が
、
大
川
原
・
服
部
・
斎
藤

の
三
人
に
宛
て
た
受
取
書
で
あ
る
。
宛
先
の
三
人
は
（
イ
）
で
は
大
川
原
・
服
部
・

牧
に
替
わ
る
。
こ
の
う
ち
牧
源
右
衛
門
は
（
ウ
）
に
て
、
か
ゝ
山
（
細
川
家
臣
）
と

併
記
さ
れ
る
。
大
川
原
・
服
部
も
含
め
、
み
な
細
川
家
臣
で
あ
る
。
石
は
雁
木
石
が

五
百
本
、
築
石
が
七
百
本
で
、
寸
尺
た
が
わ
ず
注
文
通
り
に
納
品
し
た
。
全
体

六
百
六
十
五
両
の
う
ち
三
百
両
を
十
月
六
日
と
年
末
の
十
二
月
二
十
八
日
の
二
度
に

分
け
て
石
屋
の
三
人
が
受
け
取
っ
た
。
石
は
自
分
た
ち
で
直
接
御
石
奉
行
（
江
戸
城

詰
か
）
に
渡
す
の
で
、
御
手
形
を
遣
わ
し
て
ほ
し
い
、
と
あ
る
。
石
屋
の
三
人
は
江

戸
城
の
石
奉
行
に
石
（
六
百
六
十
五
両
分
）
を
渡
し
、
代
金
は
細
川
家
が
江
戸
小
判

で
支
払
っ
た
。
長
さ
が
必
要
な
雁
木
の
方
が
高
価
だ
っ
た
ろ
う
が
、
内
訳
が
な
い
。

大
雑
把
な
目
安
を
い
え
ば
一
つ
55
万
円
と
な
る
。
石
屋
は
酒
井
讃
岐
守
（
忠
勝
・
小

浜
藩
）
の
衆
に
対
し
て
も
角
石
六
本
分
の
「
か（

仮
）り

切
手
」
を
出
し
て
い
た
。
『
日
葡

辞
書
』
で
は
切
手
は
「Q

i
t
t
e

　

あ
る
物
を
引
渡
し
さ
せ
る
証
と
な
る
紙
、
文
書
」

と
あ
る
。
ま
た
彼
と
松
平
越
中
（
定
綱
・
桑
名
藩
）
、
青
山
大
蔵
（
幸
成
・
尼
ヶ
崎
藩
）

に
も
「
払
分
」
が
あ
っ
た
か
ら
、
複
数
藩
を
掛
け
持
ち
し
た
。

　

細
川
藩
は
名
古
屋
城
の
丁
場
で
は
藩
主
自
ら
石
切
現
場
に
赴
く
こ
と
が
多
か
っ
た

け
れ
ど
、
切
り
出
し
・
運
搬
は
藩
士
で
は
な
く
、
藩
主
・
奉
行
の
監
督
の
も
と
、
石

屋
が
請
け
負
っ
て
い
た
。
前
掲
の
阿
波
国
徳
島
蜂
須
賀
家
文
書
に
は
多
様
な
石
積
み
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史
料
が
あ
っ
て
、
寛
永
二
年
の
記
録
は
石
垣
石
を
買
い
入
れ
た
と
き
の
帳
簿
で
、
石

の
寸
法
が
逐
一
記
録
さ
れ
、
商
人
ら
し
き
京
屋
・
八
幡
屋
・
小
倉
屋
・
塩
屋
ら
の
名

が
見
え
る
。
名
古
屋
城
で
の
石
垣
刻
字
に
は
蜂
須
賀
家
な
ど
奉
行
の
名
前
を
書
い
た

も
の
が
多
く
、
字
体
は
似
通
っ
て
い
る
。
奉
行
人
か
ら
刻
字
の
下
書
き
（
原
稿
）
を

渡
さ
れ
、
実
際
に
石
に
紙
を
貼
り
、
鑿
で
写
し
取
っ
た
石
工
は
、
こ
う
し
た
石
屋
の

配
下
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
や
が
て
宝
暦
・
文
化
の
頃
に
な
る
と
、
藩
士
と
し
て
そ
の
石

屋
を
抱
え
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　
　

4
─
2
─
2　

手
木
者
之
頭
・
江
戸
城
美
濃
屋
庄
次
郎
か
ら

　

江
戸
城
で
は
石
垣
修
理
の
刻
銘
に
美
濃
屋
庄
次
郎
が
あ
っ
た
。
汐
見
坂
近
く
の
石

垣
解
体
修
理
時
に

□
□
元
甲
申
年　

□
月
十
九
日　

（
美
）
濃
屋
庄
次
郎　

築
之

と
彫
ら
れ
た
石
が
出
土
し
た
。
元
年
で
か
つ
甲
申
年
で
、
江
戸
城
普
請
が
あ
っ
た
の

は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
で
あ
る
。
明
暦
大
火
（
一
六
五
七
）
後
、
加
賀
藩
前
田

綱
紀
に
命
じ
ら
れ
た
江
戸
城
天
守
台
修
理
で
は
戸
波
駿
河
・
三
河
・
丹
後
が
穴
太
と

し
て
登
場
、
「
ミ
の
や
庄
次
郎
」
が
「
手
木
者
之
頭
」
と
し
て
参
画
し
た
（
「
江
戸
・

東
京
か
ら
見
た
熱
海
の
石
丁
場
遺
跡
の
魅
力
」
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
。

　

手
木
者
は
「
て
こ
の
も
の
」
で
あ
る
。
名
古
屋
城
下
・
上
宿
の
手
木
町
・
御
手
木

町
は
て
こ
ま
ち
、
お
て
こ
ま
ち
で
あ
っ
て
、
お
て
こ
公
園
に
名
を
留
め
る
（
金
沢
も

「
お
て
こ
」
町
）
。
「
て
ぎ
」
と
読
ま
れ
や
す
く
、
辞
書
類
に
は
そ
ち
ら
の
み
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
名
古
屋
で
は
「
て
こ
」
で
梃
子
に
同
義
、
現
在
の
バ
ー
ル
で
あ
る
。
「
お

て
こ
」
は
藩
主
御
用
の
土
工
・
石
工
、
土
木
普
請
従
事
者
で
大
名
お
抱
え
火
消
し
を

さ
す
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
庭
園
管
理
も
行
っ
た
（
竹
井
巌
・
二
〇
一
九
、
佐
藤
宏
一
・

一
九
九
七
）
。
無
双
の
剛
力
、
大
力
が
い
て
、
石
の
よ
う
な
重
量
物
の
扱
い
に
長
け

て
い
て
、
築
庭
に
も
関
わ
っ
た
。
鳶
と
同
じ
組
織
に
い
る
が
、
別
扱
い
で
あ
る
。
「
築

城
図
屏
風
」
に
梃
子
を
も
つ
男
達
が
多
数
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
見
た
。
「
手
木
者

之
頭
」
で
あ
っ
た
豪
商
・
美
濃
屋
庄
次
郎
は
財
力
が
大
名
並
み
に
あ
っ
て
、
小
堀
遠

州
の
後
に
古
瀬
戸
茶
入
、
置
紋
大
海
を
所
有
し
た
と
い
う
（
『
大
正
名
器
鑑
』
）
。

　
　

4
─
2
─
3　

穴
生
頭
（
穴
太
大
和
）

　

穴
太
は
慶
長
の
石
垣
築
き
に
参
加
し
て
お
り
、
以
前
に
紹
介
し
て
い
る
。

二
〇
二
二
年
十
二
月
十
日
石
垣
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
堀
内
亮
介
氏
報
告
に
よ
れ

ば
、
寛
文
五
年
二
月
六
日
に
「
（
名
古
屋
城
）
二
之
御
丸
升
形
御
南
門
并
石
垣
出
来
」
、

そ
の
功
績
に
よ
っ
て
穴
生
頭
の
山
戸
五
兵
衛
が
小
判
拾
両
を
得
た
（
『
瑞
龍
公
実

録
』
）
。
穴
太
は
国
の
名
を
名
乗
る
の
で
穴
太
大
和
で
あ
ろ
う
。
『
藩
士
名
寄
』
に
そ

の
三
年
後
、
寛
文
八
年
三
月
十
五
日
に
安（

穴
太
）生

頭
知
行
三
百
石
の
山
戸
五
兵
衛
が
石
垣

御
普
請
も
無
い
と
し
て
知
行
を
返
上
し
た
と
あ
る
。
石
屋
井
上
長
兵
衛
の
祖
が
登
用

さ
れ
て
わ
ず
か
の
後
だ
っ
た
。

5　

天
守
完
成
（
補
遺
）

　

以
下
は
一
部
、
本
紀
要
収
録
の
今
和
泉
大
氏
論
考
に
よ
る
。
天
守
上
棟
の
日
付
が

わ
か
る
記
述
が
『
佐
治
重
賢
氏
所
蔵
文
書　

小
堀
政
一
関
係
文
書
』
（
佐
治
家
文
書

研
究
会
編
・
思
文
閣
出
版
・
一
九
九
六
、
所
収
）
の
年
欠
九
月
廿
八
日
小
堀
政
一
書

状
（
一
八
号
文
書
）
に
あ
る
。

一　

こ
丶
も
と
御
天
守
、
昨
日
廿
七
日
ニ
棟
上
出
来
候

と
あ
る
。
棟
上
だ
か
ら
柱
・
梁
が
組
み
上
が
っ
た
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
段
に
は

「
当
年
は
名
古
屋
御
天
守
」
「
こ
丶
も
と
御
天
守
之
畳
面
之
事
」
と
あ
る
。
史
料
冒
頭

の
「
其
元
大
水
」
は
『
当
代
記
』
「
美
作
国
此
時
大
水
出
」
記
事
か
ら
慶
長
十
七
年
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で
あ
る
。
従
来
天
守
に
つ
い
て
は
城
戸
久
『
名
古
屋
城
史
』
が
紹
介
し
た
「
伊
勢
町

鍛
冶
職
与
助
由
緒
書
」
（
ほ
ぼ
同
内
容
が
「
瀬
戸
物
町
万
屋
与
三
右
衛
門
由
緒
書
」
）

に
　

当
御
城
御
普
請
鉄
者
御
用
相
勤
申
候
其
節
御
天
守
過
半
出
来
、
三
重
目
之
垂
木
打

　

申
候
節
、
権
現
様
御
上
洛
被
為
遊
御
立
寄
当
御
城
御
上
覧
云
々

と
あ
り
、
家
康
が
上
洛
し
た
慶
長
十
六
年
三
月
に
は
三
重
目
ま
で
出
来
て
い
た
と
さ

れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
盛
土
の
安
定
に
時
間
を
要
す
る
は

ず
で
早
す
ぎ
る
。
紀
要
前
号
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
天
守
の
完
成
は
十
七
年
末
。

（
2
）
従
来
、
慶
長
十
七
年
の
史
料
と
さ
れ
て
い
た
霜
月
七
日
付
中
井
正
清
宛
藤
田

安
重
書
状
は
正
し
く
は
慶
長
十
八
年
で
、
な
お
が
き
（
尚
書
）
の
「
伊
賀
殿
煩
」
に

関
わ
る
『
時
慶
記
』
慶
長
十
八
年
十
月
二
十
一
日
、
十
一
月
二
日
記
事
が
あ
る
。
「
禁

中
御
作
事
」
も
、
中
井
家
文
書
の
慶
長
十
八
年
十
一
月
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
新

造
御
所
十
一
月
記
事
に
あ
る
。

（
3
）
天
守
の
不
具
合
、
雨
漏
り
を
記
し
た
『
名
古
屋
城
史
料
集
成
』
二
六
七
は
、『
駿

府
記
』
記
事
な
の
で
、
当
然
駿
府
城
の
も
の
で
あ
っ
た
（
紀
要
前
号
二
四
頁
）
。
中

井
大
和
守
代
棟
梁
で
あ
る
大
工
源
右
衛
門
が
、
「
不
可
如
此
造
、
如
此
則
可
為
曲
事
」

と
い
っ
て
、
窓
戸
か
ら
の
雨
漏
り
の
原
因
を
中
井
大
和
守
の
設
計
ミ
ス
と
し
た
う
え

で
、
名
古
屋
城
殿
主
で
は
是
正
し
た
、
と
あ
る
。
名
古
屋
城
で
は
天
守
に
も
櫓
に
も

窓
敷
居
溝
に
、
入
子
水
抜
き
が
あ
る
。
他
の
城
に
て
も
多
く
は
見
か
け
な
い
。
『
金

城
温
古
録
』
は
「
宝
暦
修
理
の
記
文
に
新
規
入
子
を
拵
え
た
と
あ
る
の
は
材
料
を
新

規
に
鋳
造
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
構
造
自
体
は
慶
長
以
来
の
も
の
で
あ
る
」

と
し
、『
談
海
』
を
引
用
す
る
。
『
駿
府
記
』
も
『
談
海
』
も
同
文
同
内
容
で
あ
る
（
内

閣
文
庫
史
籍
叢
刊
）
。
な
お
「
木
岡
敬
雄
の
雨
が
育
て
た
日
本
建
築
」
（
雨
の
み
ち
デ

ザ
イ
ン
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
参
照
。

　

以
上
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
つ
き
、
再
整
理
し
た
。
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

設
立
五
年
を
経
過
し
、
セ
ン
タ
ー
職
員
は
多
く
の
成
果
を
出
し
て
き
た
が
、
残
る
課

題
も
ま
た
多
い
。
文
献
に
関
し
て
い
え
ば
、
助
役
大
名
家
の
史
料
も
精
査
し
、
既
存

史
料
集
に
替
わ
る
新
・
史
料
集
成
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

注
（
1
）�

尾
張
国
山
田
庄
が
壱
万
部
御
経
料
所
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
堀
江
郷
」
も
含
ま
れ
て
い
た
。
北

野
万
部
経
会
は
十
月
五
日
か
ら
千
人
の
僧
が
十
日
間
参
加
し
て
北
野
社
で
行
わ
れ
た
毎
年
の
幕
府
主
催

行
事
で
あ
っ
た
（
『
御
前
落
居
奉
書
』
『
新
川
町
史
』
資
料
編
2
、
67
〜
72
、
82
〜
87
）
。

（
2
）�

鍬
初
め
は
吉
日
を
選
ぶ
。
と
り
わ
け
土
用
を
避
け
た
。
土
用
の
土
起
こ
し
は
土
公
神
の
祟
り
を
呼
ぶ
と

し
て
、
工
事
に
従
事
す
る
民
衆
が
恐
れ
た
（
服
部
『
河
原
ノ
者
・
非
人
・
秀
吉
』
）
。
春
の
土
用
は
立
春
（
太

陽
暦
で
二
月
四
日
）
前
十
八
日
、
夏
の
土
用
は
立
夏
（
太
陽
暦
で
五
月
五
日
）
前
十
八
日
で
、
太
陰
太

陽
暦
（
旧
暦
）
で
は
毎
年
日
が
違
う
。
慶
長
十
五
年
は
立
夏
三
月
十
二
日
で
四
月
十
八
日
で
あ
れ
ば
す

で
に
夏
の
土
用
は
終
わ
っ
て
い
た
。
慶
長
四
年
十
月
十
九
日
鍬
始
（
醍
醐
寺
新
要
録
）
、
永
禄
十
二
年
二

月
廿
七
日
御
鍬
初
（
信
長
公
記
）
、
去
年
（
天
正
十
年
）
正
月
鍬
初
（
三
原
城
）
、
慶
長
六
年
八
月
十
五

日
鍬
初
（
肥
後
熊
本
城
）
、
慶
長
十
三
年
三
月
一
日
（
江
戸
城
市
ヶ
谷
土
橋
鍬
初
）
、
寛
永
二
十
年
一
月

七
日
江
戸
城
御
鍬
初
、
元
和
六
年
三
月
一
日
（
大
坂
城
・
山
内
文
書
）
な
ど
、
管
見
で
の
わ
ず
か
な
事

例
だ
が
、
土
用
で
の
鍬
初
め
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）�

忠
利
の
認
識
に
美
濃
衆
助
役
と
あ
っ
た
。
美
濃
衆
は
実
際
に
は
翌
慶
長
十
六
年
に
助
役
に
な
る
が
、
山

内
家
史
料
で
は
十
五
年
段
階
で
美
濃
十
八
大
名
及
び
伊
勢
八
大
名
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
同
書
24
・
九
二

頁
。

（
4
）�

筑
前
黒
田
藩
に
い
た
小
河
・
オ
ゴ
ウ
、
オ
ウ
ゴ
を
白
峰
旬
氏
が
穴
太
だ
と
し
て
い
る
が
（
『
史
学
論
叢
』

三
九
、
二
〇
〇
九
）
、
播
磨
国
矢
野
庄
小
河
・
オ
ウ
ゴ
出
身
で
黒
田
家
と
と
も
に
筑
前
に
移
住
し
た
大
身
で
、

近
江
出
身
で
は
な
く
穴
太
で
も
な
い
。



80

主
な
関
係
文
献
＊
紀
要
既
刊
分
1
〜
4
は
省
略
す
る
。

『
西
枇
杷
島
町
史
』
西
枇
杷
島
町　

一
九
六
四

『
新
川
町
史
』
資
料
編
2
別
冊
絵
図
地
図
編　

清
須
市　

一
九
九
二

鈴
木
正
貴
「
岩
瀬
文
庫
所
蔵
「
清
洲
図
」
に
つ
い
て
─
清
須
城
下
町
の
復
元
に
関
連
し
て
─
」
『
愛
知
県
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
二
四
号
、
二
〇
二
三
）。http://www.maibun.com/DownDate/PDFdate/

kiyo24/2405Sus.pdf

『
尾
張
国
町
村
絵
図
、
名
古
屋
市
域
編
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
、
徳
川
黎
明
会
・
徳
川
林
政
史
研
究
所
所

蔵
絵
図
）

『
大
日
本
史
料
』
と
く
に
十
二
編
三
十
三　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

『
江
戸
城
外
堀
物
語
』
北
原
糸
子　

ち
く
ま
新
書
・
一
九
九
九

『
近
世
尾
張
の
部
落
史
』
愛
知
県
部
落
解
放
運
動
連
合
会
・
二
〇
〇
二
、

『
河
原
ノ
者
・
非
人
・
秀
吉
』
服
部
英
雄　

山
川
出
版
社
・
二
〇
一
二

『
峠
の
歴
史
学
』
服
部
英
雄　

朝
日
新
聞
社
・
二
〇
〇
七

西
ケ
谷
恭
弘
「
石
曳
き
」
『
月
刊
歴
史
と
旅
』
二
七
─
九
・
二
〇
〇
〇

野
中
和
夫
編
『
石
垣
が
語
る
江
戸
城
』
同
成
社
・
二
〇
〇
七

内
田
清
「
足
柄
・
小
田
原
産
の
江
戸
城
石
垣
石
」
『
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
研
究
報
告
』
七
・
一
九
七
〇

渡
辺
孟
「
湯
河
原
町
の
採
石
丁
場
跡
の
現
況
と
そ
の
考
察
」
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
研
究
報
告
五
七
・

二
〇
二
一

竹
井
巌
「
加
賀
藩
手
木
足
軽
と
氷
室
に
関
す
る
覚
書
」
『
北
陸
大
学
紀
要
』
四
六
、
二
〇
一
九
、

佐
藤
宏
一
「
手
子
の
系
譜
」
『
仙
台
藩
白
老
元
陣
屋
資
料
館
・
館
報
』
三
号
、
一
九
九
七

《Title》

Building towns, building castles, and the people involved

　　Third study on the construction process of Nagoya Castle

《Keyword and Abstract》

There is a question as to whether the Biwajima Bridge was built before or after 

the move from Kiyoshu to Nagoya. The theory proposed here is that it was built in 

Keicho 13.

Destruction of the main national roads, namely the Kamakura kaido and Oguri kaido 

Roads.

Setting up a temple site within a board division

When the castle was built, the shortest distance was transported, and for this 

purpose, materials were brought in from the north side by crossing the moat by 

boat.The daimyo who were building the stone wall had decided where to build 

the stone wall, but there were places where they did not decide, and those 

places were left as slopes without piling up the stone wall, and were used as 

delivery routes for materials. The drawing depicts this area as “Yukiai-choba”

Scaffolders, high level workers, and masons did a great deal of work in the 

construction of the castles.




